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○ 大学の概要

（１）現況

①大学名 国立大学法人島根大学

②所在地 本部（松江キャンパス）島根県松江市

（出雲キャンパス）島根県出雲市

③役員の状況

学 長 本田 雄一

理事数 ６名

監事数 ２名

④学部等の構成

法文学部，教育学部，医学部，総合理工学部，生物資源科学部，人文社会

科学研究科，教育学研究科，医学系研究科，総合理工学研究科，生物資源

科学研究科，法務研究科

⑤学生数及び教職員数（平成１７年５月１日現在）

学部・研究科等の学生数 ６，３１４名（うち留学生数９４名）

教員数 ７０３名

職員数（本務者） ８２７名

（２）大学の基本的な目標等

島根大学の理念・目的

大学の使命は，人類共有の財産である知的文化を継承し，さらに創造的に発展

させるとともに，大学が有する知的資産と知的創造力を活用した人材育成，学術

研究活動を行い，これらを通じて地域社会・国際社会の発展と人類の福祉に貢献

することである。

新生大学は，このような大学の使命を果たすために，「教育重視の大学」，「知的

活力ある大学」及び「開かれた大学」として，競争的環境の中で豊かな個性をもった

大学を目指す。

①学生が育ち，学生とともに育つ大学（教育環境）

学生の多様な個性と夢を重視した教育を行い，変動する現代社会の要請に応え得

る豊かな教養と高い倫理観を備え，かつ，科学的探求心に富む人材を養成する。

②知的活力ある大学（研究活動）

アクティブな知的集団として，常に自らを点検・評価しつつ，地域に密着した個

性的な研究及び国際水準の独創的な研究を推進する。

③地域とともに歩む大学（地域との連携）

山陰・環日本海という地域の歴史的・地理的特性を活かし，大学が有する知的財産を

活用することにより，教育・研究・文化の拠点として地域社会の発展に貢献する。

④世界に開かれた大学（国際貢献）

最先端の学術や文化に関する情報を発信・受信し，加えて，研究者，技術者，学生等

の人的交流を活発に行うことにより，地域における国際学術交流の拠点として機能する。

⑤大学構成員の声が反映される大学（管理運営）

学長のリーダーシップと補佐体制の充実によって，企画・立案機能を向上させ

るとともに，教職員や学生の声が反映される透明性のある管理運営を行う。

法文学部

人間行動のグローバル化等を通して複雑化し変動する現代社会の諸事象と課題を的確に捉

え，地域の課題に実践的に対応できる能力をもった学生を養成する。

教育学部

山陰地域における唯一の教員養成担当（基幹）学部として，多様化，複雑化する教育

問題の解決に適切に対応し，地域の学校教育の発展を担うに相応しい高度な資質を有す

る学校教員を養成する。

医学部

国際的視野に立った豊かな教養と高い倫理観を備え，かつ，科学的探求心に富む人材の養成

と医学及び看護学の向上を目的として教育研究及び医療を行うとともに，その成果をもって地域社

会の発展に寄与し，人類の福祉に貢献し得る高度専門職業人を養成する。

総合理工学部

自然現象の学理を探求する理学分野と科学技術の人類社会への応用を図る工学分野を融合

し，基礎科学から応用技術までの幅広い教育研究を行い，広い視野と柔軟な判断力及び実践力

を備えた創造性豊かな人材を養成する。

生物資源科学部

人間社会と自然環境の調和，人類と他の生物との共存の下での快適で豊かな地域社会・国際

社会の創造に貢献するため，生物，生態，生命，生産，生活を包含する「ライフ」に関する科学

技術の開発についての教育と研究を行う。
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人文社会科学研究科

地方分権の進展と地域の国際化等の中で，地域の課題を広い視野で捉え対応することができ，

多文化共生社会の実現にも貢献できる高度の専門的・総合的能力を備えた人材を養成する。

教育学研究科

高度専門職業人としての学校教員の養成及び現職教育の機関として，２１世紀の教育

改革を担うに相応しい高度な教育的実践力と豊かな研究能力を身につけた指導的人材を

養成する。

医学系研究科

医学・看護学の分野において，研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と

その基礎となる豊かな学識を備え，医学・看護学の発展と人類の福祉の向上に寄与し得る教育・研究

者を養成する。

総合理工学研究科

学部において修得した専門的知識・技術を基礎に，より精深な理工学分野の教育研究

を推進することによって，高度な科学技術と柔軟な構想力並びに研究開発能力を備えた

研究者・高度専門職業人を養成する。

生物資源科学研究科

生物，生態，生命，生産，生活を包含する「ライフ」に関する科学的知識・能力を基礎に，

国際的レベルで活躍できる高い水準の専門知識と応用能力を身につけた，柔軟な応用力

を持つ高度専門職業人及び独創的な発想を持つ研究者を育成するための教育と研究を行

う。

法務研究科

地域社会の法化の進展に寄与するとともに，東アジア・環太平洋地域を中心とした国際社会

の発展に貢献できる，高度の法的思考力と知識を有する，専門的ジェネラリストとしての法曹

を養成する。
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平成１７年度は，法人化初年度において整備を進めた各種制度のもとで，本学の理念・目的を実現

するための教育研究活動に取り組んだ。また，法人の目指すべき方向性を学内外に表明するための

「大学憲章」を制定するとともに，新たな制度の導入についても引き続き検討するなど，「教育重視の大

学」，「知的活力ある大学」，「開かれた大学」を目指す取り組みを一層強化した。

１ 大学の理念･目的の周知

大学の理念・目的や業務方針を記載した「島根大学概要2005」や広報誌を地域の行政機関，教育機

関に配布するとともに，ホームページを活用した広報活動を行った。特に，年度末に公表した「大学憲

章」の策定過程において，学内教職員・学生はもとより，同窓生や地域社会の人々の意見を広く聴取

するなど，その周知に努めた。

２ 教育機能の強化・学生支援の充実

本学の理念・目的の第一に掲げている「学生が育ち，学生とともに育つ大学」の実現に向けて，

学生の多様性に配慮しつつ社会の要請に応えることのできる人材を養成することを大学の使命の

基本に据え，幅広い教養と高い倫理性とともに高度な専門性を身につけることを教育の基本方針

とした。

1) 多様な入学者選抜方法等の実施

○医学部では，へき地医療を担う使命感と意欲を持った学生を受入れることを目的として，平

成１８年度入試で地域枠推薦入試（募集人員５名）による６名の学生を受入れた。平成１９

年度入試からは，募集定員を１０名に拡大することとした。

○総合理工学部地球資源環境学科では，学科の理念・目的に沿って入学者受入方針を明確にし

た上でＡＯ入試を実施し，３名の学生を受入れた。

2) 理工系学部における日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）認定取得の推進

○総合理工学部では新たに１学科が認定を取得した他，１学科が実地審査を受けた。また，他

の２学科に対応コースを新設するなど，組織的に実地審査に向けた準備を進めるとともに，

生物資源科学部の１学科がＪＡＢＥＥ認定審査申請を行った。

3) 外国語教育の組織的推進

○外国語教育センターは，「特別嘱託講師制度」を新設し，ネイティブスピーカーの特別嘱託

講師７名，日本人の特別嘱託講師１名を採用し，専任教員１２名と連携して英語をはじめと

する外国語の運用能力を高める組織的教育を推進した。

4) 地域の要請に応える人材の養成

○教育学部は，「１０００時間体験学修」を推進するとともに，教員養成ＧＰプログラムによる

活動を開始した。

○医学部では，「地域医療を目指す入学志願者の入学から卒後研修までの一環教育システムによ

る医療人の育成」を推進するとともに，医療人ＧＰプログラムによる取り組みを行った。

○法文学部では，世界遺産への登録が予定されている「石見銀山」遺跡をはじめとする世界

的文化遺産についての学習プログラムを導入した。

5) 大学教育改革支援プログラムに２件採択

○教育学部が申請した，大学・大学院における教員養成推進プログラム（教員養成ＧＰ）「戦

略的ＦＤによる資質向上スパイラルの実現―地域教員養成基幹学部のミッションを達成す

る「協同」の構築―」，医学部附属病院が申請した，地域医療等社会的ニーズに対応した医

療人教育支援プログラム（医療人ＧＰ）「夢と使命感を持った地域医療人の育成―日本版Ｗ

ＷＡＭＩプログラム―」が採択された。

6) 学生への経済的支援制度の充実

○平成１７年度から，地元金融機関と連携し，国立大学として初めての利子補給型「島根大

学授業料奨学融資制度」を導入・実施した。

○平成１８年度から，学業成績優秀者に対する授業料免除制度を設けることを決定した。

7) キャリアセンターの設置等によるキャリア教育と就職支援

○低学年からの就職に関する意識付けときめ細かな就職支援を組織的に行うため，専任教員

を配置するキャリアセンターを設置した。

8) 臨床心理士（常勤カウンセラー）の配置

○保健管理センターに専任教員２名，嘱託講師１名に加え，常勤カウンセラーとして臨床心

理士１名を配置し相談体制を充実した。

9) 学生相談システムの充実

○修学及び就職関係を含め学生生活全般にわたる学生情報を集中管理する電子カルテシステ

ムを整備し，学生相談システムを充実した。

３ 研究活動の推進

地域における知の拠点として，本学の理念・目的にふさわしい特色ある地域的課題に立脚し

た研究を推進するとともに，医・工・農などの分野間連携による研究推進を強化するなど，本

学の特性を最大限発揮させることを目指して取り組んだ。

1) プロジェクト研究推進機構を設置し，島根大学の特色ある研究を推進

○学部の枠を超えた研究組織として「プロジェクト研究推進機構」を設置し，学内政策的配

分経費を集中的に配分し，地域的課題，分野間の融合に関する研究を推進した。

2) プロジェクト研究推進機構重点研究部門で研究成果

○プロジェクト研究推進機構重点研究部門「健康長寿社会を創出するための医工農連携プロ

ジェクト」の研究チーム（骨加工部品の創製チーム）が「ＵＢＳスペシャルアワード賞 医

療・福祉部門賞」を受賞したほか，パン酵母からβ-グルカンの高純度抽出に成功し，この

技術を活用した医薬品・健康食品の実用化に向けて，法人化後初のベンチャー企業が設立

された。

全 体 的 な 状 況
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４ 社会・地域との連携，国際交流等の推進

「社会に開かれた大学」として，社会との連携，地域への貢献，産官等との連携はとりわけ重

要であるとの方針で，各種の連携事業に取組んできた。また，特にアジアを中心とする諸外国と

の交流を深めている。

1) 社会連携，地域貢献，産学官等の連携の取組み

○全国都市再生モデル調査事業として国土交通省から受託した「子供と女性を犯罪から守る時

空間，公共空間から見た地域防犯力高度化調査」事業を，島根大学，警察，松江市川津地区

の学校，自治会等と連携して実施した。

○島根大学「地域医療シンポジウム」を住民，島根県，市町村，その他の医療関係機関の協力

協働により，中山間地域（雲南市，邑南町）で実施した。本シンポジウムを通して，新たに

導入された「臨床研修制度の義務化」に伴う諸問題及び医学部に導入した「地域枠推薦入試」

の概要を説明し，大学としての医師確保と地域医療に取り組む現状と展望を報告した。

○本学と松江市，また，本学と雲南市との間で，それぞれ包括的連携に関する協定を締結した。

○島根大学における標本資料類など有形知的財産を収集，整理・保管及び調査研究をしたうえ

で，展示公開などによる教育普及，情報発信の促進及び地域貢献などを行うことを目的とし

て「島根大学ミュージアム」を平成１８年４月に設置することを決定した。

○島根県の離島である隠岐島に大学入試センター試験会場を設けることについて，関係者間で

協議し，平成１９年度入試から実施することとした。

○「地域経済の活性化」，「自然環境共生社会の実現」，「コスト縮減・品質に留意した社会基盤

整備のための技術開発」などについて大学の研究成果を活用するために，国土交通省中国地

方整備局との間で包括的・連携協定を締結した。

○産学連携センター知的財産創活部門に専任教員１名を配置し，知的財産創出活用機能の強化

を図った。

2) 国際貢献・交流の取組み

○学生交流部門及び学術交流部門の２部門からなる「島根大学国際交流センター」を平成１８

年４月に設置することを決定した。

○国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の円借款による「中国・内陸部人材育成事業」と連携し，中国寧

夏大学と島根大学との国際共同研究所を中国寧夏回族自治区に設置した。

○中国で日本の法律を学ぶコースを初めて開設した山東大学との交流協定締結に基づいて，聴

講学生７名を受入れ，教育プログラムの共同開発や共同研究を開始した。

５ 法人経営の確立と業務運営の改善

1) 島根大学憲章の制定

○本学が達成しようとしている目標を内外に明確に示すための「島根大学憲章」制定に向けて

広く学内外から意見を求め，原案を策定し，役員会の承認を経て平成１８年４月に発効するこ

ととした。

2) 法人運営体制の改善

○法人化後１年間の実績を踏まえ，学長を中心とした更なる戦略的な運営体制の強化を図る

ため，役員の所掌事項を含む運営組織の見直しや事務組織の再編を行い，平成１８年度か

ら実施することとした。

○本学の教育，研究，管理運営等の評価の基本方針を策定するため，大学評価評議会を設置

した。

3) 戦略的・効果的な資源配分

○平成１７年度に実施する新規事業，及び個性輝く大学を目指して重点的に実施する事業等

について学内外に明確に示すため，「平成１７年度重点事業」として整理し，公表した。

○法人の経営戦略に基づいた大学の個性化を推進するために，概算要求及び予算編成・執行

に関する事項，政策的配分経費の配分に関する事項等を審議する「島根大学予算会議」を

設置した。

○大学の長期的視点に立った戦略的な資源配分のため設定している「政策的配分経費」に，

平成１７年度から本格実施した重点研究遂行のための経費として１億円を確保し，研究プ

ロジェクトの推進を図った。

○学部等の退職教員の人件費３分の１を全学管理の人件費として確保し，産学連携センター，

評価室，重点研究部門等の教員人件費に活用した。

4) 業務運営の効率化

○役員，学外の有識者，教員，事務局長，総務部長で構成する「事務機構改革推進会議」に

おいて役員構成を含む運営組織の見直しを行い，平成１８年度から法人化後２年間の検証

結果を踏まえた新たな体制をスタートさせることとした。

○役員構成等の見直しに合わせて，事務組織の再編についても検討を行い，各課及び学部事

務部の業務分担のグループ化・フラット化を盛り込んだ新たな体制を平成１８年度からス

タートさせることとした。

○ 事務組織再編の検討に併せ，事務系幹部職員で構成する事務連絡会議の下に，ワーキング

グループを設置して４０項目の業務改善・外部委託事項を実施した。

６ 財務内容の改善等

1) 自己収入増加に向けた取組み

○外部資金の導入を前提とする寄附講座，寄附研究部門等に関する規則を整備し，寄附研究

部門（島根県連携新技術研究開発部門）を設置した。

○医学部附属病院では，腫瘍科充実のための島根県からの外部資金により助手１名，出雲市

からの外部資金により助手１名をそれぞれ同科に採用した。

○大学と学部等同窓会を結ぶ緩やかな連合組織として，「島根大学同窓会連合会」を大学主導

で設立した。同窓生へ向けた広報活動や，寄附金募集等について具体化するため，幹事会

（本学役職員をメンバーとして含む）を設置し，検討を開始した。

2) 健全な病院運営の確立

○医療機器の新規導入，大型機器の病院予算での更新，診療や検査の効率化，クリニカルパ

スの導入などによって，患者アメニティを考慮した病院収入の増収及び経費削減対策を講
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じた。

○緩和ケアチームの組織化，新生児の救命救急医療の充実，外部資金による「腫瘍科」への

専任助手の配置などによって，効率的な医療体制の確立を図った。

3) 経費節減の取組

○役員の本給について，「総人件費改革の実行計画」の閣議決定等に基づく人件費の一層の縮

減など法人経営を取り巻く厳しい諸情勢を勘案して，平成１８年度から平成２０年度まで

の間は給与構造の改革による引下げ率を上回る平成１８年３月３１日現在の本給額から１

０％の引下げを実施することとした。

○全学共通経費を対前年度比△５％とする予算編成，環境マネジメントシステムに基づく電

気使用量や紙の使用量の削減計画等によって管理的経費節減の取り組みを強化した。

4) 資産の運用開始

○財政改革検討会議に財務制度ＷＧを設置し，国債による運用計画を定め運用を開始した。

７ 自己点検・評価と情報提供

1) 自己点検・評価に関する取組

○島根大学における評価の基本方針を策定するため，「島根大学大学評価評議会」を設置し，

「大学評価に関する基本方針」，「個人（教員）評価基準骨子」，「個人（教員）評価規則骨子」

の原案を策定した。

○平成２０年度に大学評価・学位授与機構による認証評価を受けることとし，島根大学評価

室において，同機構の大学評価基準に照らした各学部等の現状調査を行い，問題点を整理し

た。

○大学評価情報データベースシステムの独自開発に取り組み，その一部として教員情報入力

システムを開発した。

2) 業務実績に関する評価結果の大学運営改善への反映

○平成１６年度実績の評価結果を受け，役員会において国立大学法人評価委員会から指摘さ

れた９項目（重複を除くと７項目）の現状や課題を整理し，経営協議会及び教育研究評議

会に報告するとともに，改善に向けた取り組みを強化した。

3) 情報公開の促進

○本学の諸活動に関する情報を積極的に学外へ公表するため，報道機関への報道資料の送付，

記者会見の実施，文教関係広報誌への投稿，学外向け広報誌の発行，学生向け広報誌の発

行を行った。

○学内の諸情報を集約し効率的な情報発信を行うため，各部局等に連絡員を置き，担当課へ

情報を集める体制を整備した。

○学生への情報発信のため，学生主体の編集委員会を組織し，学生向けの広報誌「ｂｅ」を

発行した。

○大学の諸活動をアピールするなど，地域社会への情報発信を担う，地域向けの広報誌「広

報しまだい」を作成し，島根県内の地方自治体，一般企業等に配布した。

８ その他業務運営に関する重要事項

1) 施設マネジメント等の取り組み

○キャンパスマスタープランに基づいた施設整備を順次実施した。平成１８年度中には，現行

のマスタープランを見直し，第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画の主旨に整合した新

たなキャンパスマスタープランを策定することとした。

○施設・設備の有効活用を促進するため，施設の利用状況調査結果を大学独自の面積基準等に

より評価し，学長のリーダーシップのもとに利用用途の見直し・再配置等を行うことが可能

な規則改正を行った。また，施設企画課に施設マネジメント係，スペースマネジメント担当

を配置するなど施設マネジメント体制の充実を図っている。

○施設維持管理の計画的実施に向けて，施設の維持管理計画案を策定したが，新規・追加項

目の洗い出しや経費算出根拠等についてさらに検討を継続している。

○役員会が「島根大学における研究設備整備に関する考え方」を提示し，これらに基づき研

究設備整備委員会と総合科学研究支援センターが中心となって全学的視野から研究設備・

機器を計画的に整備し有効活用を進める体制を整えた。

2) 危機管理への対応

○これまで，災害・事故等危機発生時の対応については，緊急連絡網，災害発生時の対策マ

ニュアルなど一部について整備はしてきたが不十分であったことから，大学全体として総

合的な「危機管理体制整備に関する基本的な考え方」及び「国立大学法人島根大学危機管

理指針」を制定した。

3) その他

○次世代育成支援対策推進法の規定に基づいて，事業主の行動計画を定めるとともに，当該

行動計画に掲げていた「学内保育環境の整備」の一環として出雲キャンパスに「うさぎ保

育所」を平成１８年４月に開設することとした。

○島根大学環境方針を策定し，学内の駐車・駐輪場，廃棄物処理場，緑化屋外環境整備の目

標と方針を立て，環境マネジメントシステムの構築に向けて学生・教職員が一体となり取

り組み，平成１８年３月に ISO14001の認証を取得した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

１ 教育に関する目標

（１）教育の成果に関する目標

中

期

目

標

① 学部段階では幅広い教養と基礎的な専門知識を身につけ，課題探求能力と問題解決能力を涵養

するとともに，修士課程及び博士前期課程では応用力を養い，博士後期課程では専門分野の学問を

修得させ，創造力及び応用力を養う。

② それぞれの専門を活かして，自主的に進路を選択し，決定できる学生を育成する。

③ 教育の成果・効果の検証を行い，改善に努める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１】

授業の目的に応じて少人数教

育，セミナー形式による授業，チ

ュートリアル教育システムの導

入やティーチング・アシスタント

（ＴＡ）及び嘱託講師・教育支援

者の活用等，多様できめ細かな教

育を行う。英語教育については，

習熟度別クラス編成を導入する。

【１－１】

授業目的及び授業の達成度目

標との関連を明確にしながら，教

養科目の精選・見直し，多人数講

義の解消，極少人数講義の統合・

廃止，補習教育について検討す

る。少人数教育及びセミナー形式

による授業実施について検討す

る。全学的重複科目の統合を全学

開放科目の充実に関連して検討

する。

①全学の取組

平成７年度から実施している補習教育を，専門高校（職業学科，総合学科を含む）

卒業生及び受講を希望する新入生を対象に，英語（受講生６２名，以下同様），数学（５

３名），物理（９３名）及び化学（２７名）の４教科について引き続き実施した。

実施時期を従来の後期から４月に改め，前期履修の授業に対応できるようにした。

多人数講義の解消については，時間割配置の変更や複数開講の検討，教室収容数を

超える場合には履修制限等を行った。

教養教育科目の精選・見直し等，その他の計画を検討するため，受講クラス人数等

の開講実態を調査した。

教養教育科目では，全７３４科目中，２５名以下のクラスは１８０（２４％），２６

～５０名は２７２（３７％），５１～１００名は１５３（２１％），１０１～１５０名

は６３（９％），１５１名以上は６６（９％）であった。

学部専門教育をあわせた全２，４３１科目中では，２５名以下のクラスは１，１１

３（４６％），２６～５０名は６５８（２７％），５１～１００名は４７３（１９％），

１０１～１５０名は１１２（５％），１５１名以上は７５（３％）であった。また，１

８５科目ある共通教養科目中，セミナー科目は４２科目（２３％）あり，その内２１

科目は受講定員を３０名までとしていた。

これらの実態をふまえながら，多様できめ細かな教育をさらに充実させることとし

た。

②学部等の取組

総合理工学部電子制御システム工学科（工業力学Ｉを含む１０科目），物質科学科（力

学演習を含む４科目）では，多人数講義科目をクラス分けして少人数化した。

項 目 別 の 状 況
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物質科学科では，新入生オリエンテーションで英語，数学，物理及び化学の補習授

業を積極的に受講するよう指導した。

医学部では，カリキュラム検討委員会を中心にして授業科目，内容の見直しを検討

した。

生物資源科学部では，改組・再編検討委員会及びカリキュラム改革委員会において，

学部改組に伴うカリキュラムの見直しを行い，コアカリキュラム案をまとめた。カリ

キュラム編成の基本方針に，（ⅰ）教職課程科目及び資格取得科目は変更しない，（ⅱ）

少人数セミナー形式の授業を１年生から受けさせる，（ⅲ）学部内重複科目を統合する，

（ⅳ）社会ニーズに合致したカリキュラム編成とする，の４点を掲げた。また，学部

共通科目として，「生物資源ＭＯＴ概論」（ＭＯＴ：Management of Technology）及

びインターンシップ科目を取り上げた。

【１－２】

医学部において医学英語・チュ

ートリアル・体験型実習教育シス

テムの更なる充実を図る。

医学英語について，前期終了後に学生に対するアンケートを実施し，成果の評価を

行うとともに今後の医学英語教育充実に向けての資料とした。

専門科目における医学英語教育について，担当教員の実施状況を調査するためのア

ンケートを実施した。

チュートリアル教育では，コース終了後に学生に対するアンケートを実施し更なる

充実の資料とした。また，チュートリアルコースの見直しも検討した。

体験型実習教育においては，２，３年次への導入に向けてカリキュラム検討委員会

で意見交換を開始した。

【１－３】

ティーチング・アシスタント

（TA）の積極的活用と研修シス

テムの確立について検討する。

①全学の取組

自然科学系学部・学科及び外国語教育センターからの強い要請を受け，ＴＡの任用

規則を改正した。授業時間中心の教育補助業務に加えて，授業時間にとらわれず授業

に関連した資料作成・実験準備・学生のレポート整理等の業務も担当できるようにし

た。

併せて，ＴＡの任用システムの管理を人事課から教育担当副学長に移した。これに

よって，ＴＡ活用の迅速な対応を可能にするとともに，ＴＡ制度の教育的訓練機能を

充実するため，研修システムについて全学的検討を行うこととした。

遠隔地講義システムを利用した授業を支援するため，平成１７年度後期からＴＡ２

名を採用した。授業補助業務，機器操作に関する事前研修を授業担当者及び教務修学

課で行った。

②学部等の取組

医学部では，ＴＡの有効活用に向け，ＴＡの精選と担当時間の検討を行った。

総合理工学部では，ＴＡの活用を積極的に進めた。ＴＡの研修を学科・分野レベル
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で行った。学部レベルの研修システムの確立及び任用経費の配分方法は今後の課題で

ある。

生物資源科学部では，ＴＡ活用を積極的に進めた。ＴＡの研修については指導教員

に任せてきたが，優れた実施事例を参考に，次年度以降，研修システムを検討するこ

ととした。

外国語教育センターでは，平成１７年度からＴＡ活用のための独自の予算を確保し，

前期３名，後期６名のＴＡを採用した。補習補助や教授資料作成補助等，幅広くＴＡ

を活用する計画を立て，より充実した学生指導や外国語教育の提供を目指した。

法務研究科では，２年生及び３年生からＴＡを募集し８名を選考した。選考された

大学院生により１年次院生の法律基本科目の学習効果を高めるため１名当り１８０時

間の教育補助業務を担当させるとともに，自らの向学の機会となった。

※各学部等の TA 採用数

法文学部 ２４名（平成１６年度 ２６名）

教育学部 ２４名（平成１６年度 ２２名）

医学部 ３６名（平成１６年度 ４１名）

総合理工学部 １５２名（平成１６年度 １４７名）

生物資源科学部 ８０名（平成１６年度 ６０名）

外国語教育センター ９名（平成１６年度 ０名）

教養教育 ２名（平成１６年度 ０名）

法務研究科 ８名（平成１６年度 ０名）

【１－４】

専任教員による教育担当体制

の見直しに関連して，嘱託講師の

精選をさらに進める。退職教員等

の教育支援者の活用方法等の具

体策を検討する。

①全学の取組

退職教員を特別嘱託講師（授業及び授業外の目的を明記した教育業務を集中して委

託し担当させる）として業務委託する制度を検討するとともに，特任教授（非常勤職

員として教育研究活動に従事する）制度を活用して雇用する方策について検討を開始

した。

教育支援者の活用では，地域で活躍する人材を積極的に講師に迎える総合科目をす

でに開講しているが，今後，キャリア形成・情報・「島根学」等に関わる新規科目開講

のなかで更なる活用を図ることとした。［本報告書 p.２０【２０】参照］

②学部等の取組

法文学部では，嘱託講師は，原則として，教職・学芸員など資格取得科目，卒業要

件となる授業科目，定年・転出後不補充ポストの担当授業科目等に限ることとし，前

年度よりさらに精選を進めた。

教育学部では，教員養成教育に資する「サポートマイスターバンク」制度を創設し，

学外の教育関係者等の知見を教育活動に生かす体制を整備した。

医学部では，嘱託講師の精選をさらに進めた。
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総合理工学部では，嘱託講師の精選を進めるとともに，多くの学科において退職教

員を嘱託講師として積極的に活用した。

生物資源科学部では，教員数が減少するなかでも嘱託講師採用枠を抑制することと

した。また，退職教員のさらなる活用方法について検討を開始した。

外国語教育センターでは，平成１７年度前期からネイティブスピーカー７名の特別

嘱託講師（英語１名，ドイツ語１名，フランス語１名，中国語２名，韓国・朝鮮語２

名）を採用し，外国語運用能力向上に重点を置いたクラスの充実を図った。さらに，

平成１７年度後期から，日本人の特別嘱託講師 1 名（英語）を採用し，嘱託講師の充

実を図り，専任教員との連携を強化した。

【１－５】

外国語教育センターが実施す

る英語教育において，習熟度別ク

ラス編成を推進し，学生の習熟度

に応じたさらにきめ細かい教育

を行い，教育成果を上げる。各学

部の要請に応える英語教育シス

テムの開発を検討する。

４月に実施した TOEIC-IP 及び前期の成績をもとに，後期の英語ⅠＢ及び英語ⅡＡ

において習熟度別クラス編成を行い，レベルごとに共通テキストを採用し，学生の能

力に応じた教育を実施した。

語学力の不足するクラスの規模については，他のクラスと比べて人数を少なめにし，

きめ細かい教育を行える体制を整えた。

また，特に語学力の不足する学生支援のために前期の６～７月及び後期の１２～１

月に，正規の授業以外に，専任教員及び特別嘱託講師による補習授業を実施して，学

生支援に努めた。英語教育では，TOEIC３００点以下の学生を中心に，補習授業を実

施した。また，その対象を１年生のみならず２年生についても実施し，語学力の不足

する学生への支援を行った。

自由選択科目として，専門教育においても役立つさらに高度な英語力の修得を目指

す英語ⅢＡ，ⅢＢ，Ⅳのクラスを新たに開講した。

英語及び初修外国語の外部検定試験等の成績に基づく単位認定の取扱要項におい

て，学生が一定の基準を達成した場合，従来は「単位認定」としていたものを「優」

に改め，学生の到達成果にふさわしい評価方法に改善した。

【２】

平成１７年度末までに，各学

部・学科のエッセンシャルミニマ

ムを策定し，それを含めた教育カ

リキュラムを構築する。

【２】

各学部・各学科の教育目標を再

点検し，教養教育との連関に十分

配慮しながら，目標に沿ったエッ

センシャルミニマムを策定する。

それに基づいた教育カリキュラ

ムを，平成 17 年度末までに構築

する。

法文学部では，エッセンシャルミニマムについて他大学の情報収集に努めた。また，

人文社会科学系の専門分野に即して理解を深め，学部構成員の共通認識をつくり，教

員各自の教育活動で具体化する際の参考とするために，学外から講師を招き，研修講

演会を開催した。

教育学部では，平成１７年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教

員養成ＧＰ）に申請，採択されたのを機に，教員養成教育の改善を組織的，体系的に

進める「ＦＤ戦略」の策定を行った（会議開催１０回，延べ２０時間）。また，「１０

００時間体験学修」プログラムの拡充と学生参加，自己評価，体験時間記録システム

の構築等を鋭意進めている。

医学部では，地域医療のより高い臨床実践能力を育成するため，３週間の地域医療
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病院実習を組み込んだカリキュラムを構築し平成１８年度から実施することとした。

総合理工学部では，学部・学科の学修・教育目標を再点検し，目標に沿ったエッセ

ンシャルミニマムを策定した。また，平成１８年度に向けて教育カリキュラムを改定

した。

生物資源科学部では，改組・再編検討委員会及びカリキュラム改革委員会で新学科

体制を検討し，大枠でのエッセンシャルミニマムと教育カリキュラムの策定準備がで

きた。

外国語教育センターでは，まずエッセンシャルミニマムの策定に向けての基本方針

を全体で議論し，特別嘱託講師の協力も得ながら，各外国語のエッセンシャルミニマ

ムを作成する具体的作業に入った。

【３】

学生が一定の範囲内で他学部

開講科目を容易に履修できるシ

ステムを設定するとともに，全学

開放科目の充実を図る。

【３】

全学的重複科目の統合に関連

して，学部等において全学開放科

目の充実策を検討する。教育課程

への位置づけ等を含めて，新しい

履修システムの全学的検討をす

る。

①全学の取組

全学開放科目の実態（科目数：２０６，履修人数：２２６名）をふまえ，さらに充

実するため，開講の趣旨等に基づく特別の制限があるものを除いて，学部開講科目を

広く全学開放科目とするシステムについて，引き続き検討することとした。

②学部等の取組

医学部では，現在全学開放科目は実施していない。今後は，教育開発センターと協

議し，遠隔授業などを利用した全学開放科目の実施の可能性を検討することとした。

総合理工学部では，前年度と同程度の科目を全学開放科目とした。

生物資源科学部では，カリキュラム改革委員会において専門教育科目を全学開放科

目とし充実することも視野に入れた新しい履修システムを検討し，コアカリキュラム

案を策定した。

【４】

放送大学の活用，近隣大学・研

究所等との連携強化によって，単

位互換制度を拡充し，カリキュラ

ムの多様化を図る。

【４】

大学コンソーシアム山陰の活

用，島根県立大学との単位互換制

度の活用推進，連携大学間におけ

る夏季集中講義等の相互提供促

進について検討する。平成１１年

度に始まったスペースコラボレ

ーションシステム（SCS）を利用

する中国・四国地区国立大学等間

共同授業の定着・拡大を図るとと

もに，これら近隣大学等との単位

互換拡充方策を継続的に検討す

る。

①全学の取組

教育開発センター運営委員会において，放送大学との単位互換に関する協定書及び

覚書を改定し放送大学全科履修生を本学特別聴講学生として受け入れることを決定，

放送大学と協議を開始することとした。

スペースコラボレーションシステム（ＳＣＳ）を利用した中国・四国地区国立大学

等共同授業を１０４名の本学学生が履修希望し，７６名が単位認定された。

５名の本学学生が放送大学の授業科目を１１科目受講し，４名の島根県立大学生が

本学の授業科目を５科目受講した。

②学部等の取組

医学部では，チュートリアル教育や臨床実習などの専門教育の特殊性から他大学と

の単位互換は困難な状況にある。しかし，近隣大学のカリキュラム変更もあり，今後

は単位互換の可能性を検討することとした。
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総合理工学部は，これまで実施してきた中四国工学系大学間での単位互換制度の拡

大を図るため，引き続き原則としてすべての科目を単位互換対象科目とした。

生物資源科学部隠岐臨海実験所で実施している公開臨海実習は，他大学の学生が１

３名受講した。

【５】

理工系分野の教育プログラム

については，日本技術者教育認定

機構（ＪＡＢＥＥ）の認定取得が

可能となるような教育環境を整

備する。

【５】

総合理工学部物質科学科及び

電 子 制 御 シ ス テ ム 工 学 科 で

JABEE の認定取得のための準備

を進める。生物資源科学部地域開

発科学科でJABEE認定申請が可

能なコース設定などカリキュラ

ム改革を進め，JABEE 関係委員

会 に て 申 請 準 備 を 進 め る 。

JABEE 認定に伴う全学的な課題

を整理し，全学的な教育環境整備

を進める。

①全学の取組

教育開発センターのもと，ＪＡＢＥＥ資料を収集するシステムを構築し，運用を開

始した。

ＪＡＢＥＥ認定取得に関連して，平成１８年度学年暦の決定に当たり，特別授業期

間の他に土曜日の補講授業日を前後期とも２回新たに設定し，各期とも１５回の授業

確保を行う体制を強化した。また，３年次編入学生の既修得単位認定制度の取扱要項

を見直し，従来は一括単位認定していた教養教育分野についても教育上の必要に応じ

て個別に単位認定する方法に改善した。

政策的配分経費の確保など全学的な支援を行い，組織的に認定取得に向け取り組ん

だ。

②学部等の取組

総合理工学部では，ＪＡＢＥＥ認定取得のための準備として，各種講習会・研修会

への参加，ＪＡＢＥＥ教育プログラムの構築と維持のための機材を整備した。

・物質科学科では，ＪＡＢＥＥの認定取得のために，成績収集システムを改善し，

資料収集を進めた。

・認定後２年目を迎える地球資源環境学科では，１１月に中間実地審査を受けた。

・数理・情報システム学科情報分野では，５月にＪＡＢＥＥコースの認定を取得し

た。

・電子制御システム工学科では，ＪＡＢＥＥに認定申請書（自己点検書）を提出し，

１１月に実地審査を受け，指摘事項について改善報告書を提出した。

・材料プロセス工学科では，学科内にＪＡＢＥＥ委員会を設置し，ＪＡＢＥＥコー

スとして材料プロセス工学コースを新設した。

生物資源科学部においては，地域開発科学科の生物環境情報工学講座及び地域環境

工学講座がＪＡＢＥＥ認定審査申請を行った。

【６】

高度専門職業人の養成を目指

したカリキュラムを構築するた

め，修士課程(博士前期課程)のエ

ッセンシャルミニマムの策定を

含めてカリキュラムの充実を図

るとともに，研究課題遂行にあた

【６】

各研究科・各専攻の教育目標を

再点検し，目標に沿ったエッセン

シャルミニマムの策定とそれを

含めたカリキュラムの策定につ

いて検討を進める。

人文社会科学研究科では，法文学部の取組に併せて，研究科担当教員によるエッセ

ンシャルミニマムに関する研修・検討を行った。

教育学研究科では，大学院教育における専門職養成プログラム改善の一環として選

択必修科目に「学校教育実践研究」（通年３単位）を新設し，附属学校において少人数

教育及びＴＴ（チームティーチング）教育活動に参画することによって教育的実践力

の向上を目指すカリキュラム改革を実施した。
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っての指導体制を点検し，改善す

る。

医学系研究科修士課程では，社会人枠学生に対するカリキュラムの見直しを開始し

た。同科博士課程では，高度臨床医育成コースの新設について検討を開始した。

また，社会人学生に対して長期履修制度を適用するとともに，夜間開講の実施，時

間割の柔軟化等の配慮を行った。

総合理工学研究科では，研究科・専攻の学修・教育目標を再点検し，目標に沿った

エッセンシャルミニマムを策定した。また，平成１８年度に向けて教育カリキュラム

を改定した。

生物資源科学研究科では，カリキュラム改革委員会でエッセンシャルミニマムを含

めたコアカリキュラム案を策定した。

【７】

大学院博士後期課程において

は，平成１７年度末までに専門分

野の拡大・整備，参加教員の充実

を行う。

【７】

総合理工学研究科において，平

成 16 年度に制定した博士後期課

程担当資格審査基準に基づく新

規担当教員の選考を行い，専門分

野の拡大を図る。

総合理工学研究科博士後期課程では，新規担当教員の資格審査を行い，２３名の教

員が新たに博士後期課程担当に加わり，総勢６８名になった。平成１７年３月に初め

て学位授与を行い１３名の博士が誕生したのに続き，平成１８年３月には１１名に博

士の学位を授与した。

平成１７年９月には新たに秋季入学試験を実施し，社会人学生１名が入学した。

医学系研究科博士課程では，定員充足率の向上も視野に入れ，高度臨床医育成コー

スの新設等，博士課程改革の検討に着手した。

【８】

就職・進学意識の向上を図るた

めに，想定される卒業後の進路や

具体的な履修推奨モデルを示し，

履修指導を行う。

【８】

各学部・各学科において，就

職・進学についての具体的な履修

推奨モデルの作成及び履修指導

体制について検討する。

法文学部では，前年度に引き続き，職業意識醸成科目として開講している「キャリ

ア・プラニング」の内容の一層の充実に努めた。

教育学部では，学生の教職への動機づけ，キャリア教育実施及び教員採用対策セミ

ナーの一環として，退職教員による「ようこそ！先輩」（１０００時間体験学修事業）

を実施し，２・３年生教員志望学生に対する学校教育と教職への意欲を高める機会を

提供した。

医学系研究科では，修士学生の就職・進学の指導体制について検討を開始した。

総合理工学部では，学外者・卒業生による就職セミナーを実施するとともに，イン

ターンシップ科目を開講した。また，就職担当教員・指導教員制による学生指導体制

を確立している。

生物資源科学部では，地域開発科学科の生物環境情報工学講座及び地域環境工学講

座においてＪＡＢＥＥの資格を取得出来る履修コースを設置し，対応カリキュラムを

スタートさせた。また，以下の取り組みを実施した。

(ⅰ)履修推奨モデルを活用した履修指導の実施：入学時のオリエンテーション及びコ

ース・講座分属時期において，履修推奨モデルを活用した履修指導を実施した。

(ⅱ)キャリア教育の一環として企業等の外部機関のセミナー実施及び見学旅行の実

施：薬品・食品業界セミナーを２件行った。また，生命工学科３年生希望者対象の関

西方面企業見学旅行を夏休み期間に実施した。

(ⅲ)大学院進学セミナーを実施した。
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(ⅳ)全学及び学部実施就職支援セミナーへの参加促進：２年生，３年生の職業意識を

高めるため，各学科において，就職した卒業生・内定を得た学生による講演会を実

施した。全学就職支援セミナーへの参加啓蒙を教授会や就職委員を通じて行った。

(ⅴ)キャリア教育科目を含んだコアカリキュラムの策定：カリキュラム改革委員会で

コアカリキュラム案を作成し，そのなかに学部共通科目として「生物資源 MOT 概

論」とインターンシップ科目を取り上げた。

(ⅵ)卒業生・修了生受け入れ企業に対する評価アンケートの実施：学部卒業生及び研

究科修了生を２名以上採用した企業を対象に学部及び研究科の教育に対する評価ア

ンケートを実施し，カリキュラム及び教育内容・方法の改善に活用するための分析

を行った。

【９】

就業の動機付けを図り，働くこ

との意味を自覚させ，職業意識や

職業倫理を高めるよう，平成１７

年度末までに授業科目の充実を

図る。

【９】

進路選択に関わる既設科目の

検証を行うとともに，平成 17 年

度末までに関連授業科目の充実

を図る。

①全学の取組

教育開発センターとキャリアセンターが連携し，キャリア形成に関する新規科目の

開講を検討した。その結果平成１８年度開講をめざして，総合科目の枠内に「特別講

義（キャリア形成）｣を設定した。

②学部等の取組

法文学部では，「キャリア・プラニング」（職業意識醸成科目)の内容充実に引き続き

努めた。「国際化と教育」（教職総合演習）では，教育職員免許状取得希望者を対象と

して中学・高校の現職教員を嘱託講師として招聘し，その講義・ワークショップによ

り教員志願者の意識向上に努めた。同科目の嘱託講師は，現在，高校地歴，公民及び

中学社会・英語を専門としているが，平成１８年度，これを拡充・再編成することと

し，国語教員を含めた授業とするよう準備を開始した。

教育学部では，「教職ガイダンス」等の科目を通して教職に対する意欲を高める授業

を拡充した。

医学部では，卒業後の進路が限定されており進路選択に関わる科目は開講していな

いが，良き医療人の育成に関連して１年次に「生命科学の歴史と倫理」を開講してい

る。

総合理工学部では，インターンシップ科目を開講した。また，全ての学科において

「技術者倫理」を開講した。

生物資源科学部では，カリキュラム改革委員会でコアカリキュラム案を作成し，そ

のなかに学部共通科目として「生物資源ＭＯＴ概論」とインターンシップ科目を取り

上げた。

【１０】

「大学教育開発センター」（仮

称；平成１６年度末までに新設予

定）を中心に，教養教育を含め教

【１０】

教育開発センターを中心に，フ

ァカルティ・ディベロップメント

（FD）の計画・実施，教育の成

①全学の取組

前期に，外国語教育センターと連携した授業公開（１４科目，参加教員延べ３２名）

を初めて行った。
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育の成果・効果を検証し，平成１

８年度と平成２１年度にその結

果を公表する。

果・効果の検証及び教育に関する

全学的課題に対応する企画・実

施・調整等を行うとともに，教育

評価制度について検討する。

学生による授業評価（対象科目数：８３２科目，回答科目数：７１８科目，回答率：

８６．３％，対象学生数：４５，５５１人，回答学生数：３０，２２７人，回答率：

６６．４％）を実施した。

後期には，外国語を含む授業公開（２９科目，延べ３４名），教育改善に関する学生

との意見交換会（学生 ５０名，教職員 ２８名参加），学生による授業評価（対象科

目数：８１０科目，回答科目数：６９２科目，回答率：８５．４％，対象学生数：４

０，２２５人，回答学生数：２６，０５３人，回答率：６４．８％），ＦＤ講演会・研

修会（４０名の教職員・学生が参加）を実施した。これらの取組について報告書を作

成した。

学生による授業評価についてのアンケート結果の速報を作成し教員・学生に配布す

るとともに，授業担当者に対し担当授業の調査集計結果を送り授業改善への参考とし

た。また，外国語科目以外の授業公開は，総合満足度の高い教養教育科目を中心に行

った。

教育評価制度については，大学評価評議会において基本方針を検討し（会議開催４

回），組織評価の一領域として実施することを明確化した。

②学部等の取組

法文学部では，教育活動の組織的展開と教育評価についての認識を深め，学部とし

て共有するために，学外から講師を招き，現代ＧＰ（現代的教育ニーズ取組支援プロ

グラム）に関する研修講演会を２度にわたって開催した。

教育学部では，教員養成ＧＰ（大学・大学院における教員養成推進プログラム）が

採択されたのを機に，１０月に教育学部附属ＦＤ戦略センターを設置し，教育学部独

自のＦＤ活動（授業改善，評価，教育内容改善等）を組織的に展開した。

医学部では，教育企画開発室を中心に全教員を対象とした「医学・看護学教育ワー

クショップ」を，さらに，新任教員を対象とした研修会を実施した。また，「同僚によ

る教員の授業評価」を，講師（学内講師を含む）を対象に実施した。

総合理工学部では，全学科で専門教育科目の授業公開を行い，その内の２学科では

全学に公開した。また，複数の学科で教員の教育貢献度評価・表彰制度を導入してい

る。

生物資源科学部では，教育開発センター主催の授業公開及びＦＤ講演会・研修会へ

の参加促進に取り組んだ。今後は，これらを新任教員研修の場として活用するなど，

新たな研修の方途について検討することとした。

外国語教育センターでは，７月に，専任教員及び特別嘱託講師が担当する１年生の

必修科目について授業公開を行った。センター専任教員と特別嘱託講師は，相互授業

参観を積極的に行い，授業公開終了後に特別嘱託講師も参加したＦD 懇談会を開催し，

授業改善に向けての意見交換を行った。１２月にも全学の公開授業に参加し，授業公

開終了後に特別嘱託講師も参加したＦD 懇談会を開催した。

【１１】 【１１】
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「大学教育開発センター」及び

各学部は，上記の検証結果を基

に，授業科目の内容と担当の再検

討及び科目数の精選を行う。

教育開発センター及び各学部

は，授業科目の内容と担当の再検

討及び科目数の精選を進める。

①全学の取組

教養教育について授業科目の内容・担当・科目数について現状をふまえた課題を整

理し，教育課程の再編充実のなかで解決できるように平成１８年度計画を策定した。

②学部等の取組

総合理工学部では，平成１８年度に向けて，各学科でカリキュラムの改定・点検を

行った。

生物資源科学部では，カリキュラム改革委員会で科目数を精選したコアカリキュラ

ム案を作成した。内容・担当については，平成１８年度に決定することとした。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

１ 教育に関する目標

（２）教育内容等に関する目標

中

期

目

標

① 大学の理念・目的に沿って，知的好奇心が旺盛で勉学意欲があり，目的意識が明確な学生を，多

様な入学者選抜方法で受け入れるために，入試実施体制と入試組織を整備する。

② 入学者選抜に関する評価を推進し，その改善に努める。

③ 教育目的･目標に即して教育課程を編成し，体系的な授業内容を提供する。

④ 社会・地域の多様なニーズに対応した教育システムを整え，グロ－バルな視点から社会にコミッ

トできる学生を育成する。

⑤ 教育の質を保証する厳格な成績評価を実施する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１２－１】

「入試センター」において，学

内外の入学者選抜方法等に関す

る情報・データを収集し，データ

ベース化するためのシステムを

検討する。

「入試センター」の設置を受け

て，事務部門である入試課の整備

を行う。

入試センター運営委員会研究開発専門委員会において入試データの分析，入試改善

のための調査を開始した。

入試課の整備については，「事務機構改革推進会議」等において検討し，平成１８年

度から全学機能の入試企画グループと部局機能の学部･大学院入試グループに整理・統

合することとした。

【１２】

入学試験の企画・広報・実施・

評価等入試業務を行う「入試セン

ター」（仮称）を平成１６年度末

までに新設する。

【１２－２】

「入試センター」を中心に広報

活動を強化する。

入試センターを中心に広報活動を強化した。

・業者が運営するホームページ及び情報誌を活用した広報活動を実施した。（新規）

・県内高等学校６校において本学主催の学部説明会，入試説明会を企画し，実施した。

（出雲高校１校新規）

・業者主催の進学説明会に積極的に参加した。（資料参加９件，説明者派遣１１件）

・他の国立大学と共同で合同入試説明会を実施した。（２ヶ所，内１ヶ所新規）

・松江・出雲キャンパスでオープンキャンパスを実施した。

・業者運営の携帯電話サイトに本学の入試情報を提供した。(新規)
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【１２－３】

総合理工学部地球資源環境学

科のアドミッション・オフィス

（AO）入試及び医学部医学科の

地域枠推薦入試を実施する。

総合理工学部地球資源環境学科においてアドミッション・オフィス入試を行った。

（出願者：３名，合格者：３名）

医学部医学科において地域枠推薦入試を実施した。

（出願者：１０名，合格者：６名）

【１３】

入学試験においては，一般選

抜，３年次編入学者選抜のほか，

推薦入学者選抜，社会人特別選

抜，帰国子女特別選抜，外国人留

学生特別選抜を行う。

【１３】

入試の実施と事務処理の効率

化等について検討を開始する。

多様な入学試験を実施するための事務処理の効率化等を検証し，平成１８年度から

事務組織を全学機能の入試企画グループと部局機能の学部･大学院入試グループに整

理・統合することとした。

【１４】

大学入試に関しては，毎年入試

の実施結果を評価し，必要に応じ

入学者選抜方法，募集区分（一般

選抜前期日程，後期日程，推薦入

試等特別選抜）ごとの募集人数等

の見直し・改善を行う。

【１４】

前年度の学部入試の実施結果

を評価し，必要に応じて入学者選

抜方法及び募集人員の見直し・改

善を行う。

前年度の学部入試の実施結果を点検・評価し，可能な学部から入学者選抜方法，募

集人員，配点及び大学入試センター試験の利用教科・科目の見直し・改善を行った。

○入学者の確保について

企画広報活動を強化し，引き続き多様な入試を行った結果，平成１７年度学部入試

における志願者総数の大幅減（６，７３７名から５，９８０名へ，７５７名減）を平

成１８年度入試では小幅な減（志願者総数５，８１８名で，１６２名減）にとどめ，

入学者は１，１８０名から１，１９２名へ増加した。学士課程の学生充足率は，平成

１７年度１１０％，平成１８年度は１１２％の見込みとなった。

○入試情報の開示について

学部入試について，入試情報開示の全学的統一基準を作成した。

【１５】

大学院入試に関しては，毎年入

試の実施結果を評価し，必要に応

じ入学者選抜方法等の見直し・改

善を行う。

【１５】

前年度の大学院入試の実施結

果を評価し，必要に応じて入学者

選抜方法等の見直し・改善を行

う。

前年度の大学院入試の実施結果を点検・評価し，可能な研究科から入学者選抜方法

等の見直し・改善を行った。

○入学者の確保について

修士課程及び博士課程ともに企画広報活動を強化し，社会人及び留学生への働きか

けを強め，必要に応じて３次募集を実施した結果，修士課程の学生充足率は平成１７

年度９０％から平成１８年度９３％の見込みとなった。博士課程では，医学系研究科

の学生確保が進み，学生充足率は平成１７年度８1％から平成１８年度は８９％を超

える見込みとなった。

○入試情報の開示について

大学院入試について，入試情報開示の全学的統一基準を作成した。

【１６】

平成１７年度末までに学部・学

【１６】

平成 17 年度末までに学部・学 ①全学の取組
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科では，それぞれの教育理念・教

育目的を踏まえつつ，個々の授業

科目の位置づけを明確にした一

貫性・整合性のあるカリキュラム

の再編成を行い，「大学教育開発

センター」の下でそれらを調整す

る。

科では，教養教育及び専門教育の

理念・目的を踏まえつつ，個々の

授業科目の位置づけを明確にし

た一貫性・整合性のあるカリキュ

ラムの再編成を行い，教育開発セ

ンターの下でそれらを調整する。

教育開発センターにおいて，学部等の取組を踏まえて一貫性・整合性のあるカリキ

ュラム再編成を平成１８年度から全学的に行うために，学士課程における教育課程の

再編課題を整理した。

②学部等の取組

教育学部では，主専攻・副専攻の履修に係わるカリキュラムの重複に関する調査を，

全専攻を対象に実施し，所要の調整を行った。また，平成１８年度から導入する実習

セメスター期（３年次後期）のカリキュラム実施を検討するために教育支援センター

及び教務・学生生活委員会を中心としたワーキンググループでカリキュラムを策定し

た。

医学部では，より充実した診療参加型臨床実習（クリニカルクラークシップ）を目

指してカリキュラムの再編を行い，平成１８年度から地域医療病院での臨床実習を組

み込むこととした。

総合理工学部では，学科・分野ごとに教務・カリキュラム委員会を設置し，教養教

育から専門教育に至る一貫性・整合性のあるカリキュラムの構築を目指して継続的に

検討した。

生物資源科学部では，カリキュラム改革委員会で少人数教育及びセミナー形式によ

る授業実施・重複科目の統合等について検討し，基本カリキュラムとして汎用性の高

いコアカリキュラム案を作成した。

【１７】

「大学教育開発センター」は，

普遍性・地域性・独創性等を考慮

した重点的な教育テーマ・教育方

法の開発を行う。

【１７】

教育開発センターは，普遍性・

地域性・独創性等を考慮した重点

的な教育テーマ・教育方法の開発

について検討を開始する。

環境教育，フィールド学習等をテーマとする教育プログラムの策定と教育方法の開

発について検討を開始した。

環境教育については，ＥＭＳ（島根大学環境マネジメントシステム）実施委員会に

おかれた環境教育作業部会と連携した検討作業を開始した。

フィールド学習については，教育開発センターに「フィールド学習教育プログラム

開発プロジェクトチーム」を置き，政策的配分経費による「フィールド・スクール開

講準備とその試行」を実施するとともに，平成１８年度特別教育研究経費（教育改革）

に３年計画として「島根の人と自然に学ぶフィールド学習教育プログラムの構築－島

根大学から世界が見える教育の展開－」を申請し採択された。

【１８】

「大学教育開発センター」を中

心に，平成１７年度末までに，教

職科目・資格取得関連科目の全学

的な調整及び複合科目・学際領域

科目の整備を行い，効率的な教育

体系を作る。

【１８】

教育開発センターを中心に，平

成 17 年度末までに，教職科目・

資格取得関連科目の全学的な調

整及び複合科目・学際領域科目の

整備を行い，効率的な教育体系を

作る。

①全学の取組

教育開発センターに設置した教職課程運営代表者会議において，教職科目の授業計

画策定や嘱託講師採用等について全学的に一本化した運営を行ってきた。その他の資

格取得関連科目について必要な全学的調整はセンター実施部門を中心に行い，効率的

に実施した。

複合科目・学際領域科目の整備については，平成１８年度以降，学士課程における

教育課程の再編に合わせて展開科目・総合科目の見直しを行う中で全面的に実施する
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こととした。

総合科目の枠内に「特別講義（○○）」（○○は，環境，地域学，知的財産，キャリ

ア形成，人と学問等の現代的教育課題に関するテーマ）の授業科目を平成１８年度に

新規開講できる体制を整えた。

環境教育の整備については，ISO14001 の認証取得に関連して宣言された「島根大

学環境方針」の基本理念・基本方針の精神に則り，教育開発センターと EMS（島根

大学環境マネジメントシステム）環境教育作業部会が共同して「環境関連科目ガイド」

を作成した。これは，共通教養科目として開講されている環境関連の２３科目を，何

がどこまで学べるかによって分類提示し学生の学修便宜を図るガイドブックである。

②学部等の取組

総合理工学部では，数理・情報システム学科情報分野において，新しい教職科目「情

報システムと職業倫理」を開設した。

生物資源科学部では，教職科目・資格取得関連科目の受講に関する課題を整理し，

平成１８年度に学生の要望を調査し支援体制を検討することとした。

【１９】

インターンシップ制度を活用

し，教育面においても地域を始め

とする産業界との連携を深め，技

術の習得と同時に産業界の実情

についての認識を向上させる。

【１９】

現在行っているインターンシ

ップ企画を基にして，カリキュラ

ム化し，単位認定について検討し

実施案を作成する。

受け入れ企業等の開拓，受入れ

要請を行うとともに，学生に対し

ては事前・事後指導を充実させ

る。

本学の事務系職場において本学学生のインターンシップを実施し，４名の学生を受

入れた。（受入枠：１１名，受入数：附属図書館１名，生物資源科学部１名，広報・情

報課２名）

インターンシップを４３社で実施し，７２名の学生（４学部・２研究科）が参加し

た。なお，現在カリキュラム化している法文学部・総合理工学部・生物資源科学部・

総合理工学研究科博士前期課程においては，計７０名が参加し，内４０名について単

位認定を行った。

なお，法文学部では，初めて留学生１名のインターンシップを承認した。

企業セミナーを７月に開催し，参加企業に対して大学の就職支援体制の説明を行っ

た。（参加企業２６社）

【２０】

地域と深くかかわる内容の教

育プログラムを開発するととも

に，地域人材の活用によって講義

内容を豊富にし，学生の社会に対

する興味と関心を喚起する。

【２０】

地域と深くかかわる内容の教

育プログラム開発をめざし，総合

科目等における地域人材活用を

促進し，学生の社会に対する興味

と関心を喚起する。

①全学の取組

学士課程における教育課程の再編に関連して，平成１８年度中に環境教育，「島根学」

「出雲学」，キャリア形成，フィールド学習等の教育プログラムを開発することとした。

そのなかで地域人材の活用を促進するため，「総合科目の開設手続及び嘱託講師委託申

請手続に関する申合せ」を改正し，嘱託講師担当時間数を総開講時間数の３分の１以

下とする規定を改め，必要があると認めたときは３分の１を超えることができるよう

にした。この規定を，平成１８年度新規開講の総合科目「個人情報を守る理論と実践」

に適用した。

②学部等の取組
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教育学部では，教員養成教育に資する人材を活用するために「サポートマイスター

バンク」制度を創設し，学外の教育関係者等の知見を教育活動に生かす体制を整備し

た。

医学部では，地域に根ざした医療人の育成のため，平成１８年度より地域医療病院

での診療参加型臨床実習（クリニカルクラークシップ）を組み込むこととした。また，

平成１７年度は数名の地域医療機関の院長等を嘱託講師として迎えた。

【２１】

学生が自ら企画し，実践し，成

果を上げるという学生参加型の

実践的な授業を開講する。

【２１】

学生が自ら企画・実践する学生

参加型の授業等について検討す

る。

①全学の取組

教育課程の再編に関連して環境教育，フィールド学習等の教育プログラムを開発す

る中で，学生プロジェクトによる企画・実践を取り入れた新規科目を充実することと

した。

②学部等の取組

法文学部では，社会文化学科「歴史と考古コース」の歴史学分野で２年生を対象と

して「歴史学専修演習」を新たに開講した。この授業は，「文化遺産の歴史と保存」を

テーマとする２年生必修科目で，歴史学の全教員７名が共同で担当・講義するととも

に，受講生が自ら企画したグループ調査に基づき報告していくものである。今年度は，

大学祭で中間報告会を行い，口頭発表とポスターセッションを開催した。

教育学部では，１０００時間体験学修の一環として，松江市内の小・中学生を対象

とした「ウイークエンドスクール in 島大」を，学生を主体として開講（１１月から

８回）した。

医学部では，専門教育の特殊性から，学生参加型の授業を実施することが困難な状

況にあり現時点では検討されていない。今後，基礎医学教育等における学生参加型授

業実施の可能性について検討することとした。

総合理工学部では，学生参加型授業として物質科学科物理分野で新入生が主体的に

運営する「フレッシュマンセミナー」の新設，物質科学科化学分野の「基礎物質化学

実験」におけるプレゼンテーションの時間の新設，地球資源環境学科で「フィールド

スクール」の試行，数理・情報システム学科で「演習セミナー」の開講，電子制御シ

ステム工学科で「電子システム工学基礎セミナー」の開講，及び材料プロセス工学科

で学生の自主性を重んじた「材料プロセス工学セミナー」「創生教育セミナー」の開講

等に取り組んだ。

生物資源科学部では，学生参加型の授業について，教職科目の総合演習「環境問題

と教育」のさらなる充実と新規科目の創設について検討することとした。

【２２】

平成１７年度末までに，海外で

の学習体験を単位として認定す

るプログラムを設ける。

【２２】

平成 17 年度末までに，海外で

の学習体験を単位として認定す

るプログラムを設ける。

①全学の取組

アメリカ，韓国，中国の交流協定校で実施している海外研修科目の充実に関連して

検討するとともに，上記【２１】の学生プロジェクトの企画・実践科目の中に海外学
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習体験を含めることとした。

②学部等の取組

教育学部では，釜山教育大学との学生交流事業を，１０００時間体験学修の一環と

して認定・実施（１２月）した。

医学部では，ほとんどすべての科目が必修のため海外での学習体験を単位として認

定するプログラムは実施していない。今後，海外での臨床実習体験を臨床実習の一部

として認定する方向で検討することとした。

総合理工学部では，地球資源環境学科に単位化された科目（「海外地質見学（ジオ・

エクスカーション）」）があり，平成１７年度も実施した。

【２３】

室内の授業のみでなく，野外，

地域等の現場での学習体験を取

り入れた教育プログラム（フィー

ルド・スクール）を開講する。

【２３】

現場学習体験を取り入れた教

育プログラムについて検討する。

①全学の取組

「フィールドスクール開講準備とその試行」について政策的配分経費を措置し，法

文学部，総合理工学部及び生物資源科学部の既設科目の中で「フィールド学習教育プ

ログラム開発プロジェクトチーム」による試行を行った。また，これに基づきフィー

ルド学習教育プログラムの構築に関する特別教育研究経費（教育改革）が採択され，

平成１８年度以降，発展的に取り組むこととした。

②学部等の取組

医学部では，平成１８年度から地域医療病院での診療参加型臨床実習（クリニカル

クラークシップ）プログラムを組み込むこととした。

総合理工学部では，材料プロセス工学科が，幾つかの科目で実地教育として学外見

学会を実施した。

生物資源科学部では，中・四国９大学が連携して実施するフィールド教育を単位化

した。定員を超える希望者がある中，果樹園芸の里（愛媛大学），里山（鳥取大学），

里海（広島大学）におけるフィールド学習に学生を派遣した。

【２４】

全ての授業科目について成績

評価基準を開示する。

【２４】

成績評価基準・成績判定の標準

化を検討し，全教員が担当する全

科目についてシラバスを作成し

開示する。

①全学の取組

今年度からシラバスの模範例を周知するとともに，授業科目名の英語表記を導入し

た。また，平成１８年度シラバスの作成に当たっては，これまで「授業の目的」枠に

達成目標も合わせて記入することとしていたのを改め，「科目の達成目標（達成度）」

の枠を新設し，達成目標の明記を徹底することとした。

教養教育で実際に開講されている６９１科目のシラバス記載率は，１２月現在で約

９３％であった。記載率向上と記載内容充実に，引き続き取り組むこととした。

②学部等の取組

医学部では，成績評価基準，判定の標準化について毎年検討が行っている。また，
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全教員が担当する全科目について成績評価の方法を記載したシラバスを作成し開示し

ている。

総合理工学部では，各教員がシラバスに成績評価基準を記載するとともに，各学科・

分野内の教育系委員会において成績評価基準の妥当性について継続的に検討した。博

士前期課程や後期課程についても，シラバス記述内容の改善を行った。

生物資源科学部では，４月～６月にかけて，専門基礎教育科目と専門教育科目につ

いて全教員のシラバスへの記載事項の評価を行い，教授会で報告を行うと同時に，正

確な記載の推進を行った。平成１７年度のシラバス記載率は約８５％であり，全教員

全科目の記載を目指すこととした。

外国語教育センターでは，昨年度と同様に，英語ⅠＡに関しては共通シラバスを，

また，英語ⅠＢ，英語ⅡＡに関しては，レベルごとの共通シラバスを作成した。初修

外国語においても，前期の授業に関しては，各外国語ごとに共通シラバスを作成する

と共に，成績評価基準等，各外国語間においても格差が生じないように，できる限り

その統一を図った。後期の授業に関しては，メニューごとに共通シラバスを作成した。

【２５】

GPA(Grade Point Average)制
度の導入を含めた，教育の成果を

的確に評価する方法を検討する。

【２５】

GPA 制度の教育効果及び導入

に当たって整備すべき課題を明

らかにし，GPA 制度導入の具体

策を検討する。

①全学の取組

成績優秀者に対する授業料免除制度の導入にあたり，不可の単位数も考慮した新し

い成績指数算出方法を導入した。未修を含む登録単位数のすべてを対象とする GPA
方式に一歩近づいたものとなった。

②学部等の取組

医学部では，医学教育の実情との関係で GPA 制度の適合性に問題もあり，現時点

では具体策は検討されていない。

総合理工学部では，一部の学科・分野で，GPA 制度を研究室配属選考，大学院入試

における成績評価及び学生表彰に活用した。

生物資源科学部では，GPA 制度導入の諸課題を検討した。

【２６】

学生からの成績評価に関する

情報開示請求に適切に応じるた

めのシステムを構築する。

【２６】

成績評価基準の開示及び GPA
制度導入に関連して，成績評価に

関する情報開示システムについ

て検討する。

①全学の取組

成績評価基準を明示したシラバス作成について全教員に周知した。

情報開示システムについては，引き続き検討することとした。

②学部等の取組

教育学部では，学部長裁量経費を活用して，学部独自の学生相談メールアドレスを

開設し，学修支援サービスの多様化を図った。

医学部では，学務課教育改革・教務室が成績評価に関する窓口となって対応してい

る。
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総合理工学部では，各科目の担当教員がシラバスに成績評価の方法と基準を記載し

開示することを徹底した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

１ 教育に関する目標

（３）教育の実施体制等に関する目標

中

期

目

標

① 大学の理念・目的に沿った教育を実現するために必要な教育体制及び教育支援体制を整える｡

② 外国語教育の企画・立案・実施体制を確立する。

③ 附属図書館は，教育・研究及び学習を支える知的情報を提供する。

④ 情報ネットワーク等を含む教育環境を整備する。

⑤ 教育活動の評価システムを確立する。

⑥ 社会の要請を踏まえ，学部及び大学院の新設・改編・充実を行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【２７】

平成１７年度末までに，本学の

教員選考基準を踏まえて，各学

部・研究科の細基準を策定する。

【２７】

本学の教員選考基準を踏まえ

て，各学部・研究科の細基準を見

直し，策定する。

教員選考細基準の策定について進捗状況を確認するとともに，策定していない部局

等には策定するよう要請した。

○策定済み学部等：法文学部，医学部，総合理工学部，生物資源科学部，保健管理セ

ンター，生涯学習教育研究センター，産学連携センター，総合科学研究支援センター，

外国語教育センター，総合情報処理センター，汽水域研究センター

○策定済み研究科：人文社会科学研究科，医学系研究科，総合理工学研究科，生物資

源科学研究科，法務研究科

なお，教育学部及び教育学研究科においては，教育学部人事委員会で学部・研究科

における教員選考に係る細基準の見直しを検討し，選考基準等の基本的事項に関する

申合せ等の細基準を策定した。

【２８】

平成１７年度末までに，新しく

必要とされる教育分野に機敏に

人員を配置するために，柔軟な教

育体制のあり方を検討する。

【２８】

平成 17 年度末までに，新しく

必要とされる教育分野に機敏に

人員を配置するために，柔軟な教

育体制を検討する。

①全学の取組

退職教員の特任教授採用について検討を開始した。さらに，教育組織と研究組織を

一定分離した学部内学科横断型や学部横断型の教育プログラムの工夫について検討を

開始した。

②学部等の取組

法文学部では，（ⅰ）考古学専門教員を２名増員して４名とすることとした。この増

員２名分のポストは，法文学部の他分野を削減して拠出するものである。（ⅱ）福祉社

会コース担当教員に関しては，教育学部から定数３名を移すこととなった。このうち

１名は４月に教育学部の教員が法文学部に移籍し，１名は公募により１０月に新規採

用した。この結果，福祉社会コースは，平成１７年度後期から専任教員４名で運営す

ることとなった。(残り１名の定数異動は平成１９年度に予定)
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医学部では，新たに腫瘍学講座，地域医療教育学講座などの設置について検討して

おり，これに伴って柔軟な教育体制の検討を開始した。

【２９】

大学院担当教員の認定及び再

審査制度を充実させる。

【２９】

大学院担当教員の認定及び再

審査制度について検討する。

大学院担当教員の認定及び再審査制度について検討状況を確認するとともに，制度

を有していない研究科にあっては引き続き検討するよう要請した。

○認定基準を有している研究科：人文社会科学研究科，医学系研究科，総合理工学研

究科，生物資源科学研究科，法務研究科

○認定基準を有していない研究科：教育学研究科，ただし，教育学部人事委員会にお

いて教員選考細基準の策定に伴い，大学院担当教員の認定制度を整備した。

○再審査制度を有している研究科：医学系研究科，総合理工学研究科，法務研究科

○再審査制度を有していない研究科

・人文社会科学研究科：人文社会科学研究科運営委員会において４回審議し，原案

の提示を行っている。

・教育学研究科：引き続き検討し，平成１８年度中に整備することとした。

・生物資源科学研究科 ：生物資源科学研究科教員資格審査委員会において２回審議

し，素案を作成し検討中である。

【３０】

「大学教育開発センター」を中

心に，ファカルティ・ディベロッ

プメント（ＦＤ）を含め，大学教

育方法の企画，研究開発を進め

る。

【３０】

教育開発センターを中心に，フ

ァカルティ・ディベロップメント

（ＦＤ）を含め，大学教育方法の

企画，研究開発を進める。

①全学の取組

授業公開（前・後期），授業アンケート（前・後期），教育改善のための学生との意

見交換会，ＦＤ講演会・研修会を実施した。

兼任教員からなる教育開発センター運営会議で，学生が継続的に参加する教育改善

活動の組織化，導入ゼミのあり方，卒業時学生アンケート等について検討を開始した。

②学部等の取組

法文学部では，昨年までの成果を継承・発展させるため，今年度は，授業公開する

教員数を３名に増加した(昨年度は２名)。授業公開をうけて，その内容を検証する検

討会を１２月に開催した。

医学部では，教育企画開発室を中心にＦＤを含め教育方法の企画，開発を行った。

総合理工学部では，教員の授業方法改善についての検討体制を整え，全学科で学科

教員を対象とした授業公開を行った。また，複数の学科において教員の教育貢献度評

価を実施した。

生物資源科学部では，教育開発センター主催の授業公開，ＦＤ講演会・研修会へ積

極的に参加した。今後，新任教員の研修制度について検討することとした。

【３１】

「外国語教育センター」（平成

【３１】

外国語教育センターにおいて， 平成１６年度に実施した教育プログラムの自己点検・評価に基づき，英語について
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１６年度新設）において，外国語

教育の計画・実施を行う。

平成 16 年度より実施した新カリ

キュラムの自己点検評価に基づ

き，外国語教育の改善を進める。

は，英語ⅠA で複数のテキストを採用し，教育内容の充実を図った｡また，自由選択科

目として，英語ⅢA，ⅢB，Ⅳを開講し，継続的にさらに高度な英語を学べる体制を整

えた｡初修外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，韓国・朝鮮語）では，専任教員と

特別嘱託講師の連携をさらに強化し，各外国語間でレベルの差がないように，可能な

限り均質的な教育内容を提供する措置をとった。

語学力が不足する学生への対応としては，英語及び初修外国語について，正規の授

業以外に補習授業（前期：６～７月，後期：１２～１月）を実施した。本年度は，新

たに雇用した特別嘱託講師の協力を得て，専任教員が配置されていない中国語，韓国・

朝鮮語においても補習授業を実施することができた。

ＣＡＬＬシステムについては，平成１７年度学内政策的配分経費を活用し，ネット

ワーク型のＴＯＥＩＣに対応する語学学習プログラム，並びに医学英語に対応する語

学学習プログラムを平成１８年３月に導入した。また，外国語教育ワークステーショ

ンにおいても，学内政策的配分経費によって，学生用のＰＣ機器の充実及びマルチメ

ディア教材・基本図書の充実を図り，学生が自学自習しやすい教育環境の整備を進め

た。

管理運営面では，人事計画に従って，平成１７年度から特別嘱託講師７名（英語１

名，ドイツ語１名，フランス語１名，中国語２名，韓国・朝鮮語２名）を採用した。

さらに，平成１７年度後期から，日本人特別嘱託講師１名（英語）を追加採用し，

嘱託講師を充実・精選した。なお，平成１８年４月採用の特別嘱託講師１名（英語）

を公募・選考し，教育現場の活性化を図ると共に，嘱託講師と連携しやすい体制作り

を進めることとした。

平成１６年度の諸活動をまとめ，「平成１６年度島根大学外国語教育センター活動報

告書」を発行した。今後も継続的に外国語教育センターに係るあらゆる情報を集中管

理し，平成１７年度活動報告書も同様にまとめていくこととしている。

【３２－１】

雑誌資料について，コンテン

ツ・データベースを核として，各

種専門データベース，OPAC，電

子ジャーナル等が横断的・統合的

に利用できるシステムを整備拡

充する。

雑誌論文へのアクセス手段として，図書館ホームページの電子ジャーナル総合案内

窓口を再構成し，契約電子ジャーナルの横断的な利用や，OPAC(Online Public Access
Catalog)へのリンク，所蔵しない雑誌についての文献複写依頼支援を含むワンストッ

プ型のシステムを構築した。

総合的あるいは各専門分野データベース検索結果から，電子ジャーナルや OPAC，

インターネット上のフリー・リソース等，多様な情報源が一元的利用できるリンク管

理ボタン（リンクリゾルバー）を以下のデータベースに設定し，リンクツールのイン

ターフェースを統一した。（データベース：Current Contents Connect，Ovid 系デー

タベース，SPRIS 系データベース，SCOPUS，Google Scholar，PubMed）
自然科学系の大規模引用文献データベースである“SCOPUS”を正式導入した。

【３２】

附属図書館は，学術資料・学術

情報の整備・充実を図り, 学内の

教育研究プログラムと図書館サ

ービスの一層緊密な連携を実現

し, 学内利用者サービスの向上

を図る。

【３２－２】
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図書資料について，新着図書か

ら既存図書まで対象を広げ，

OPAC から目次・内容情報が参照

できるようにシステムを拡充し，

図書の利用促進を図る。

新規購入図書や既存図書の利用促進を図るため，OPAC の検索結果から“Webcat
Plus”等の図書目次や内容情報等が利用できるリンク形成を進めた。

また，未入力図書のデータ遡及入力について，継続的，計画的に入力中である（第

二期遡及入力６ケ年計画の１年目）。

【３２－３】

利用者の自学自習等の学術情

報リテラシー教育を支援するた

め，各種マニュアルやテキスト等

を継続的に整備する。

電子ジャーナル及びデータベースの講習会を本館，医学分館で１０コマ実施し，講

演者の許諾を得てビデオ収録し，キャンパス内のサーバによりストリーミング配信を

行い個別学習用に提供している。

本館において，情報検索講習会用テキスト（簡易版）を作成した。医学分館におい

ては，対象者別，テーマ別及び地域医療関係者別の講習会テキストを作成した。

【３２－４】

本館と医学分館を一元的に管

理・運用し，サービス機能を強化

した統合的な図書館システムを

平成１８年３月に導入する。

平成１８年３月に本館と医学分館の図書館情報システムを集約・一元化し，学生証

による利用カードの統合を図るとともに，ハードウェア，ソフトウェアの更新により

高機能な図書館サービスの提供と，Web 機能を中心とした効率的な管理・運用及び利

用体制を実現した。

【３２－５】

学生用図書の整備・充実を図

る。

本館では８月に学生用図書に関する選書方針・選書基準を定め，体系的な選書を可

能とした。一方，授業用図書の推薦をとおしての教員による選書と学生からの希望図

書を取り入れ，図書館職員が蔵書構成を考慮しながら授業や卒業研究などに必要な図

書の整備を行った。

医学分館では，学部長裁量経費として３００万円を充当することで，不足していた

学生用図書の整備を図った。

平成１７年度中に本館，医学分館で合計約３，６３０冊の学生用図書を購入した。

学生用図書の整備充実のため，来年度以降は授業料総収入の約１％にあたる３，３

００万円を学生用図書購入費として措置することとした。

【３３－１】

教育研究活動に不可欠な電子

ジャーナル及び各種データベー

スを，大学全体の情報基盤と位置

づけ，継続的・安定的な維持に努

める。

電子ジャーナル及びデータベースについて，学内の教員，大学院生等に対して利用

傾向，導入希望などについてのアンケート調査を行い，平成１９年度以降の選定の見

直しの基礎とした。

【３３】

附属図書館は , 電子図書館的

機能及び学術資料に関する情報

流通の拠点としての役割を充

実・強化する。

【３３－２】

「島根大学研究紀要全文デー 大学発行の研究紀要論文について，電子ファイル（PDF）の収集とデータベース登
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タベース」の継続的な管理運用を

行い，学内学術論文の情報発信を

促進する。

録により，公開事業を継続的に行っている。（紀要論文電子化・公開数 ６３(PDF)
／登録論文数１６１件)

【３３－３】

貴重資料の電子化及び解題付

与，データベース化を行い，所蔵

資料の情報発信による利活用を

図る。また，原本の保存対策を講

ずるとともに，地域の関連機関と

の間で資料の相互利用を推進す

る。

【３３－４】

漢籍・和装本及び未着手の洋装

本を対象とした，第二期遡及入力

を開始する。

本館所蔵の小泉八雲自筆書簡，近世絵図及び医学分館の大森文庫の医書関係資料に

ついて，企画展示・講演会にかかる部分を中心に書誌作成，訳文付与，画像電子化及

び解題作成等を行った。

小泉八雲自筆書簡及び絵図の高精細デジタルデータを，高速で拡大・縮小・移動が

可能でかつ，テキスト参照及び音声案内ができるなど多様な機能を有するビューアー

ソフトを用いて試験公開を行った。

貴重資料の書誌作成及びデータベース化による公開により，以下の実績をもとに資

料の利活用を推進した。

・ 漢籍・和装本（版本，写本）について，島根師範学校，旧制松江高等学校を中

心に法文学部言語文化学科の協力を得つつ約８，０００冊の書誌調査を行い，こ

れらの調査結果をもとに和装本４９２件をデータベース化した。

・ 第二期図書遡及入力は，本館の製本雑誌３９，８４０冊について行った。

・ 大森文庫については全件の資料調査を行い，書誌データベースを作成し Web
ベースで公開した。

貴重資料保存環境の改善のため，本館３階の「情報検索講習会室兼視聴覚室」を１

階「情報メディアルーム」へ移転後，同室を「第２貴重資料室」として整備し，書庫

７階の和装本２万冊余りを移した。

医学分館では，貴重資料の保存対策として大森文庫室を改装し，木製壁面・書架の

設置と展示装置，室内の空調・照明設備の改善，調湿対策などを施した。

【３４】

情報環境を充実させ，全ての学

生が個人専用のパソコンを有す

る体制の整備を図る。

【３４】

学内どこからでも大学のネッ

トワークにアクセスできる環境

整備，教育における利用促進，学

務情報・学生生活支援情報の充実

とそのシステムへの接続，学生・

教員の利用支援体制構築などの

体制を整備する。また，全学生が

個人専用パソコンを有する体制

実現に向けて方策を検討する。

①全学の取組

平成１７年度特別教育研究経費（教育改革）により「教育開発センタートータルシ

ステム」を整備し，学務情報・学生支援情報の活用システムを充実した。これにより，

危機管理及び休講・補講情報をはじめ学務・学生支援関係の重要情報等を提供する大

学情報提供システムを導入し，携帯サイトの充実を図った。また，学生支援電子カル

テシステムを導入し，学生指導履歴等の有効利用を図ることとした。

新入生に推奨パソコンの仕様を提示した。（共通仕様及び学部，学科の特別仕様を含

む。）

②学部等の取組

医学部では，学生が自由に大学のネットワークにアクセスできる環境が整っており，

チュートリアル教育等に利用した。
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【３５】

平成１６年度から松江・出雲両

キャンパス間で遠隔地講義が開

始できる体制を整備する。

【３５】

教養教育及び専門教育にわた

って，両キャンパス間遠隔地講義

システムを活用した授業を開講

する。

平成１７年度は，これまでの授業や補講の一部利用に加えて，松江キャンパス発で

遠隔地講義システムを全面的に利用した１４科目の開講が可能となった。実際には時

間割の設定及び受講生の関係で，前期３科目，後期２科目をこのシステムで開講した。

出雲キャンパス発を含めて，３科目の授業の一部をこのシステムにより実施した。

【３６】

大学院生の増加に対応した実

験・研究スペース・必要な設備・

備品を整備する｡

【３６】

大学院の講義室と実験・研究ス

ペースについて実態調査に基づ

き検討する。

医学系研究科では，大学院生の教育・実験・研究スペースの整備について，それぞ

れの担当指導教員が改善を検討した。

総合理工学部では，１１月に実態調査を実施した。

【３７】

平成１８年度末までに，語学自

習システム等，学生の外国語能

力，外国語学習意欲に応じて学べ

る体制を整備する。

【３７】

自学自習のための教材，機器等

を整備し，ＣALL 教室や外国語

教育ワークステーション等を活

用した自学自習を促す教育を実

施する。

政策的配分経費を有効活用し，新たに TOEIC に対応する語学学習ソフトと医学英

語に対応するネットワーク型語学学習ソフトを導入した。

外国語教育ワークステーションでは，学生用の PC や OS に対応するテーブルの整

備等のハード面，マルチメディア教材・基本図書のソフト面についてもさらに充実し，

学生の自学自習を支える教育環境の整備を進めた。

外国語教育ワークステーションでは，特別嘱託講師の協力も得て，午前８時３０分

から午後６時まで，教員が 1 名ないし２名常駐する体制をとり，学生の学習相談に対

応した。

外国語教育ワークステーションは，少しずつ利用者が増えていく傾向にあり，総数

で３００人を越える学生の学習相談・個別指導をした。また，自習及び PC 利用者に

ついては，特に後期以後利用者が増加し，毎月総数で１００名以上の利用者がいる。

【３８】

「評価室」（仮称；平成１６年

度末までに新設）において，平成

１８年度末までに，教育活動に関

する総合的な評価システムを作

成する。

【３８】

大学評価情報データベースの

運用を開始し，それに基づいた評

価手法の検討を開始する。

データベースシステム構築プロジェクトチームにより大学独自にシステム開発を進

め，大学評価情報データベースシステムの一部として教員情報入力システムを開発し

た。

次に，評価室員，評価室運営委員会委員により，このシステムの試行入力を実施し，

検証を行い，システムを改善した。

また，評価に関する基本方針を策定するため大学評価評議会を設置した。４回の会

議を開催し大学評価に関する基本方針，個人（教員）評価基準骨子，個人（教員）評

価規則骨子の原案を策定した。

【３９】

学生による授業評価の充実を

図り，個々の授業の改善及びファ

カルティ・ディベロップメント

【３９】

教育開発センターを中心に，学

生による授業評価を充実し，その

分析に基づき授業改善等のファ

①全学の取組

平成１７年度前期に学生による授業評価を実施した（実施７１８科目，延べ学生数

３０，２２７名）。学生の総合満足度平均点は７点満点の５．２１点，４点以下は３０
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（ＦＤ）に活用する。 カルティ・ディベロップメント

（ＦＤ）に活用する。

科目，６点以上は１４５科目であった。後期（実施 ６９１科目，２６，０５３名）

は，学生の総合満足度平均点は５．３１点，４点以下は１０科目，６点以上は１４６

科目であった。

アンケート結果の速報を作成し，教員及び学生に配布した。また，授業担当者に対

し担当授業の調査集計結果を送っているが，今年度から，調査項目ごとに全科目平均

値と担当授業評価得点が一目でわかるグラフを追加作成し，授業改善に役立ててもら

うこととした。

ＦＤの一環として，学生による授業評価で総合満足度の高い教養教育科目を中心に

授業公開し，参観を呼びかけた。また，ＦＤ講演会・研修会においてアンケート結果

を報告し授業改善について議論した。

②学部等の取組

医学部医学科では，チュートリアル教育については，学生による授業評価をすでに

行っている。また，基礎医学教育については，平成１８年度から開始できるよう準備

を開始した。診療参加型臨床実習（クリニカルクラークシップ）については，ＣＣ－

Ｗｅｂによる学生，教員の相互評価を試行的に開始し，平成１８年度からの本格実施

に備えている。医学部看護学科では，教育科目ごとに学生による授業評価を行ってい

る。

総合理工学部では，学科単位での授業評価を実施しており，複数の学科で教育業績

の評価・表彰制度を導入している。

外国語教育センターは，平成１６年度実施分及び平成１７年度前期に実施した独自

の学生授業評価アンケートの自由記述の部分について整理し，ホームページで公表し

た。

【４０】

大学院医学系研究科に，医療工

学専攻博士課程（独立専攻）の設

置を検討する。

【４０】

１７年度計画なし

【４１】

地域的特性を活かした教育・研

究を県内の関連研究機関とも連

携して推進するための「地域創造

研究推進機構」と，その中核とな

る理系・文系融合の大学院の設置

を検討する。

【４１】

「地域創造研究推進機構」(仮
称)の設置に向けて県内の関連研

究機関と検討を開始する。

地域創造研究推進機構設置のための第一歩として，「宍道湖・中海環境データベース

研究会」を４月に立ち上げ，１０月にはデータベース構築の実質化に向けて検討を開

始した。この検討会には本学の他，学外の機関として，国土交通省出雲河川事務所，

島根・鳥取両県の環境政策課，島根県内水面水産試験場，保健環境科学研究所，中山

間地域研究センターなどの組織が加わっており，今後の機構設置のための核になると

位置づけている。

重点研究プロジェクト「汽水域の自然・環境再生研究拠点形成プロジェクト」もこ

の検討会において大きな役割を果たしている。２月には，流域情報・湖内情報・文献

情報を３本柱としたデータベースの作成に取り掛かり，機構設置について検討する準
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備を整えた。

【４２】

鳥取大学大学院連合農学研究

科の実績を踏まえ，生物資源科学

分野の研究者・高度専門職業人養

成のための指導体制を一層充実

するために，鳥取大学及び山口大

学との連合大学院を維持する。

【４２】

連合大学院農学研究科を維持

するため，引き続き連絡･調整を

密にする。

原則月１回開催される代議委員会の議事録を構成教員全員にメール配信している。

研究科委員会が年２回開催されており，メールによる意見具申及び研究科委員会で

の発言の場が確保されている。

入学式，修了式等の機会を利用して，構成３大学の研究科長と連合大学院農学研究

科長・副研究科長との連絡･調整を図っている。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

１ 教育に関する目標

（４）学生への支援に関する目標

中

期

目

標

① 学生の学習支援体制を強化する。

② 課外活動及びボランティア活動の支援体制を整備する。

③ 学生の生活支援体制を強化する。

④ 学生の就職支援体制を強化する。

⑤ 留学生の生活支援体制を強化する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【４３】

各学部・学科・コースにおいて，

複数の履修推奨モデルを提示し，

系統だった学習計画を立てるよ

うに履修指導を行う。

【４３】

各学部，学科，コースにおいて，

複数の履修推奨モデルを提示し，

きめ細かい履修指導を行う。

法文学部では，学科・コース・分野を単位として，実情に即した履修モデルを作成

し，学年ごとに履修指導を前期・後期の始めに行った。

教育学部では，学年別及び専攻別の履修指導を４月と９月の２回実施した。

医学部では，専門科目のほとんどすべてが必修であるため，複数の履修モデルを提

示できる状況にはなっていないが，カリキュラムにおいては，臨床実習の中で希望す

る診療科を学生が選択できるシステムを構築している。

総合理工学部では，履修推奨モデルやフローチャートを学生に提示し，きめ細かい

履修指導を行った。

生物資源科学部では，４月に行われた各学科の新入生（３年次編入生も含む）オリ

エンテーションにおいて，学生委員が１～４年次における履修計画案を提示し履修指

導を行った。さらに，１，２年次においては，学科担任教員を介して修学上での指導

及び授業に関する連絡を随時行える体制を整えた。

生物資源科学部地域開発科学科の生物環境情報工学講座及び地域環境工学講座で

は，学生のニーズに応じて履修を選択できる３コース制（生物システム工学コース，

環境資源工学コース，地域工学コース）を実施した。

【４４】

全教員のオフィスアワー設定

を制度化し，教育面・生活面での

支援体制を強化するとともに，導

入ゼミの実施等により，指導教員

制度を充実して履修指導の強化

を図る。

【４４】

オフィスアワーの制度化と学

生への周知，教員の授業外指導の

あり方，導入ゼミの全学的実施に

ついて検討する。関連して，指導

教員制度を充実させる。

①全学の取組

学生委員長会議で，全学共通の指導教員制度を制定した。

「指導教員の手引き」を一層充実するための検討を重ね，１８年度当初に加除式の

改訂版を発行することとした。

②学部等の取組

法文学部では，（ⅰ）オフィスアワーをシラバスに記載するとともに当該時間帯には
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研究室に在室することについて，全教員への徹底を図った。（ⅱ）法経学科・言語文化

学科では「導入ゼミ」を開設している。

医学部では，オフィスアワー制度を導入し，特に国家試験に対応した学生指導を行

っている。

総合理工学部では，各教員がオフィスアワーをシラバスに記載し，学生に周知を図

った。また，３つの学科・分野においては導入ゼミを実施している。さらに，全学科・

分野でチュータ制もすでに実施し，学科・分野内にチュータの活動内容を検討する学

生支援委員会を設置，チュータによる成績通知及び導入ゼミの実施等，チュータ制度

の効果的な活用に努めた。

生物資源科学部では，各学科と附属生物資源教育研究センターのＦＤ委員により，

７月にシラバスへのオフィスアワー記載の状況を調査した。専門教育科目では，記載

の有無・記載内容の正確さなどを加味した評価点３点満点で，学部の平均点が１．９

５点であった。学生委員，ＦＤ委員を通じて，シラバスへのオフィスアワー記載の徹

底を図った。

外国語教育センターでは，授業期間中，午前８時３０分から午後６時まで専任教員

及び特別嘱託講師が外国語教育センターワークステーションに常駐する体制を整え，

外国語教育係と協力し，学生への授業外の指導・助言体制の充実を図っている。

【４５】

平成１８年度末までに，優秀な

学生に対する表彰制度を導入す

る。

【４５】

学生表彰基準の細目を整備し

た上で，優秀な学生を表彰する。

学生委員長会議において平成１６年に制定した規程に基づき学生表彰候補者を決定

した。なお，表彰の基準中「学術研究」に係るものについては，受賞内容等を詳細に

調査し，優秀な学生を表彰した。

前期：個人表彰 ６名 団体表彰 ２団体 計１８名

後期：個人表彰 １６名 団体表彰 １団体 計２４名

下記の学部においては，全学の取組みの他独自の表彰制度を設け，学修支援の更な

る充実を図った。

・医学部では，学生の自主的な研究及び学修を奨励することを目的とした「医学部

学生研究奨励費」制度を設けており，今年度の申請者２名について，学生委員会

で選考・採択した。

・総合理工学部では，物質科学科物理分野，数理情報システム学科情報分野，材料

プロセス工学科で優秀な学生の表彰を学科・分野独自で行った。また，物質科学

科物理分野では優秀な学生を日本金属学会奨学賞（学部４年生）に，物質科学科

化学分野では日本化学会中国・四国支部長賞（学部４年生１名，博士前期課程２

年生１名）に，また電子制御システム工学科では日本機械学会畠山賞（学部４年

生），三浦賞（博士前期課程２年生）に推薦し，表彰された。

【４６】

心身に障害のある学生の学習

環境の整備と支援体制の充実を

【４６】

学生委員長会議を中心に，心

身に障害のある学生の学習環境

平成１８年度に実施する学生生活実態調査について，調査項目・日程等について検

討を開始した。なお，心身に障害のある学生の支援に関する項目を設定する方向で検
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図るため，関連部署の連携システ

ムをつくる。

の整備と支援体制について検討

するとともに，実行可能なものか

ら整備する。

現在設置されている休養室，ト

イレなど関連施設の使用状況・便

宜性等について聴き取り調査な

どを行い，改善する。

討している。

法文学部では，学生への聞き取り調査で明らかになった問題点を整理し調査結果を

学部の施設整備委員会委員長に提出した。

【４７】

課外活動及びボランティア活

動を教育活動の一環として位置

づけ，地域社会や海外との交流を

促進する。

【４７】

学生委員長会議を中心に，教

育活動としての課外活動等の位

置付け及び地域社会や海外との

交流方法について検討する。

また，ボランティアセンター等

の組織化について検討する。

学内外からのボランティア依頼の都度，関係団体への照会を行った。

課外活動支援の一環として，体育館への貴重品ロッカーの整備，課外活動施設の暖

房設備の整備など，施設の安全性と快適さを確保した。

川津地区の公民館，警察，住民など１５団体が７月～８月の土曜日に実施した夜間

パトロールに教職員・学生が参加した。（実施回数７回 参加回数７回）

教育学部では１０００時間体験学修の基礎体験領域において多様なボランティア活

動への参加を促した。

学生ボランティア団体から，ボランティアセンター等の組織化に対する要望等を聞

き取り調査した。

【４８】

学生の意識・生活・将来展望の

状況を組織的に把握し，学生生活

の支援にフィードバックさせる

体制を構築する。

【４８】

学生委員長会議構成員と学生

生活推進会等学生代表との懇談

会を開催し，学生の意識等を把握

し，学生生活支援に活かす。

学生の意識，要望等を把握するため，平成１８年度に学生生活実態調査を実施する

こととした。

学生支援課長，課長補佐，課外活動担当職員が学生生活推進会の学生代表と週１回

程度情報交換し，学生の意識等の把握及び生活支援を強化する体制について意見交換

を行った。

学生委員長会議議長（副学長）及び学生支援課職員と学生生活推進会との懇談会を

２回行い下記について改善した。

・中国五大学学生競技大会，中・四国国立大学連合演奏会及び連合美術展覧会運営

に学生生活推進会がより強力な支援を行うこととした。

・サークルリーダー研修を学生生活推進会の協力を得て実施した。

・本学が国土交通省から委託を受けて，地区自治会，警察等と連携して行った「全

国都市再生モデル調査」，西川津地区の防犯活動（セーフティー川津）調査等を，

学生生活推進会と連携し行った。

島根県との共同事業「楽しく，まじめに学ぶ島根講座」実施の際，学生との懇談会

を実施した。（６回開催 講座参加学生数 ４２名 懇談会参加学生数 ２６名）

定期的な面接，意見交換会等を下記の学部等が実施し，学生の意識・要望等の把握

に努めた。

・総合理工学部では，指導教員が全学生に定期的に面接を行い，日常的に学生の意

識把握に努めた。
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・法務研究科では，１０月及び３月の２回にわたり，院生と教員による意見交換会

を実施し，その内３月については学生毎に実施するとともに，事前に匿名での授

業及び施設利用等に関する意見の提出を受け付け教員が回答する形態をとった。

・医学部では，医学部長・学生委員会委員と学友会代表との懇談会を６月に開催し，

カリキュラムからサークル施設まで幅広い問題について学生から要望を聞いた。

９月には大学施設の夜間利用等について学生委員長と学友会代表との懇談会を開

催した。これらの懇談会を踏まえ，次の支援を行った。①松江キャンパスへの移

動に係る負担軽減のため，受講者の多い日本国憲法の授業を１コマ目から２コマ

目に変更した，②学習スペースの増について，看護学科棟の演習室などの利用に

ついて学友会と学生委員長との懇談の場を設けた，③カリキュラムについて，引

き続き説明会・懇談会を開催し，意見交換の場を設けた，④要望の多いサークル

施設の整備を行い，用具を購入した。

【４９】

平成１８年度末までに常勤カ

ウンセラ－の配置，メンタルケア

実施マニュアルの作成，指導教員

制度の活用等を通して，不登校等

問題を抱えている学生への支援

を強化する。

【４９】

常勤カウンセラーを配置し，メ

ンタルケアの充実を図る。

指導教員との連携を密にし，問

題を抱えている学生の実態を把

握する。

平成１７年４月から保健管理センターに臨床心理士の資格を有する常勤カウンセラ

ー１名を配置し，松江・出雲の両キャンパスにおいて心理相談に当たる体制の整備充

実を図った。

これにより，松江キャンパスの保健管理センター専任教員２名及び出雲キャンパス

の嘱託講師１名を加えた４名の専門家による心理相談体制の充実強化と保健管理セン

ターの機能強化が実現した。

平成１７年度においては，延べ１，８７７件の健康相談・カウンセリングに対応し

た。この内訳は，松江キャンパス：学生１，４３７件，教職員２３８件，計１，６７

５件，出雲キャンパス：学生１３６件，教職員６６件，計２０２件となっている。

中国四国地区大学保健管理研究集会を主催し，各大学，高専等の参加者からメンタ

ルヘルス等の取組みについて情報収集を行い，メンタルケア実施マニュアル作成のた

めの資料とした。

学務情報システムに履修情報や就職情報等の学生情報を一元的に参照できる電子カ

ルテ機能を追加し，指導教員，学生相談担当者，保健管理センター医師等の連携をも

とに教育指導体制の充実を図るシステムを構築し，平成１８年度から稼動させること

とした。

前記の他，問題を抱えている学生への対応として，

・総合理工学部では，指導教員が全学生に定期的に面接を行い，日常的に問題を抱

えている学生の把握に努めた。

・法文学部では，保健管理センターの常勤カウンセラーを講師として，悩みを抱え

る学生への対処の仕方を中心に研修会を実施した。

（１１月開催 参加者 教員 ６７名，事務職員 ７名）
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【５０】

セクシュアルハラスメント等，

学生に対するあらゆるハラスメ

ントに対応するシステムを一層

充実する。

【５１】

学生からの苦情・相談に対応す

る体制を充実する。

【５０】【５１】

学生からの苦情・相談（あらゆ

るハラスメントを含む）に対応す

る体制を充実する。

相談窓口や緊急時の連絡先を

印刷したカードを作成する。

セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントの防止に対応するため新たにハラ

スメント防止規程を平成１７年７月に制定した。また，教職員及び学生を対象に「ハ

ラスメントの防止に関する講演会」を平成１８年２月に実施し，ハラスメント全般に

ついて理解を深めるとともに，ハラスメント防止についての意識啓発を図った。

学生相談については，これまで 1 名の職員が対応していたが，事務組織の変更に伴

い，平成１８年度からグループ制を導入し，相談員の複数化（３名）を図ることとし

た。

学生支援課の学生対応窓口に「ストップセクハラ」カードを置き，対応窓口を周知

するとともにセクハラ防止の啓発を行った。

相談窓口や緊急時の連絡先を印刷したカードを作成するための資料を収集した。

下記の学部では，独自の学生相談体制を整え，苦情・相談への対応の充実を図った。

・医学部では，直接には言いにくい苦情等の対応として，学生意見箱を平成１７年

４月に設置した。学生からの意見は定例の学生委員会に報告している。意見のう

ち実現したものは次のとおり。①陸上競技場で練習する学生のために大時計を設

置した。②附属病院で臨床実習を行う学生のためにロッカーを病棟各階のカンフ

ァレンスルームに配置した。

・教育学部では，学生の相談窓口として，学部独自の相談メールアドレスを開設し，

生活全般に関する支援からハラスメント，心身の健康等を含めた相談業務を開始

した。

【５２】

保護者との系統的な連携を強

化し，保護者とともに学生を支援

する体制を充実する。

【５２】

保護者との系統的な連携を強

化し，保護者とともに学生を支援

する体制を充実する。

学生委員長会議において，保護

者との懇談会の充実について学

部間の調整を行う。

成績を保護者に通知し，保護者とともに修学支援を行った。

下記の学部では，後援会の援助を得て，保護者との面談，後援会誌の発行による情

報提供等を行い学生支援の充実を図った。

・法文学部及び総合理工学部では，保護者と教員との面談を行った。また，後援会

の役員である保護者と学部長・学生委員長・事務長との意見交換及び懇談会を行

った。

・教育学部では，学部独自の後援会誌を発行し，学生生活全般にわたって保護者に

情報を提供した。

【５３】

学生の生活環境を適切に整備

するため，福利厚生施設の改善充

実を図り，建物内外のアメニティ

空間をさらに整備する。

【５３】

福利厚生施設の改善充実を図

り，建物内外のアメニティ空間を

整備する。

学生センター南側の広場を整備し，学生の憩いの広場とした。広場及び学生センタ

ー玄関付近に，学生と共にプランター設置等を行い，継続的に管理している。

学生と共に，野球場，陸上競技場，学生寮等の除草作業及び課外活動共用施設の不

要物品等の片付を行った。

生物資源科学部の建物周辺の整備を行い，「みのりの小道」を設けた。
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【５４】

子供を持つ学生のために学内

保育環境を整える。

【５４】

学内関係課による検討会の結

果をふまえ，学内保育環境を整え

るための具体的な方策と整備計

画をまとめる。

出雲キャンパスに保育所を設置するため，医学部に院内保育所委員会を設置し，具

体的な計画を検討・策定し，役員会において平成１８年４月に開設することを決定し

た。

上記決定に基づき，具体的な設置場所（建物）を決定し，必要な改修を実施し，施

設・設備を整備するとともに，運営委託事業者を選定した。

保育所運営に係る仕組みを整え，保育施設設置規則，利用要項その他の施設運営に

係る諸規程等を作成し，１８年４月に開所することとした。

【５５－１】

授業料免除学生の選考基準を

見直し選考を行う。また，成績優

秀で意欲的な学生対象の免除枠

を設ける。

成績優秀者の授業料免除制度について，学生委員長会議において検討した結果，「学

長が特に学業が優秀であると認めた者の授業料免除制度」を平成１８年度から実施す

ることとし，「学則」及び「授業料等免除及び徴収猶予規則」の一部改正並びに「推薦

並びに審査基準」を作成した。

【５５－２】

経済支援に関連した情報を適

切に提供する。

奨学金，授業料免除に関する情報をホームページに掲載するとともに，受給，免除

希望学生に対する説明会を開催した。

【５５】

優秀で意欲的な学生や経済的

に困難な学生を支援していくた

め，大学独自の奨学金や授業料免

除制度を創設するとともに，学生

への経済支援に関連した情報の

円滑な提供を図る。

【５５－３】

島根大学授業料奨学融資制度

による奨学支援を行う。

国立大学では初めての制度である島根大学授業料奨学融資制度を導入した。

前期：応募者３０名 制度利用者２３名

後期：応募者１９名 制度利用者１２名

【５６】

学内環境整備，図書館業務，福

利厚生施設の運営等学内業務に，

学生アルバイトの活用を促進す

る。

【５６】

学内環境整備，図書館業務，

福利厚生施設の運営等への学生

アルバイト活用を促進する。

附属図書館，保健管理センター，生協等で引続き学生アルバイトの受入れを行った。

国土交通省から委託を受けて，地区自治会，警察，学校等と連携し行った「全国都

市再生モデル調査」において，学生アルバイト２１０名の協力を得た。

生物資源科学部では，学内施設における学生アルバイトの活用を通した生活支援に

ついて現状を調査した。福利厚生施設の運営等については，平成１７年度は短時間の

ものまで含めると１０月までに延べ５６人がアルバイトをしていることが判明した。

平成１８年度に再調査することとした。

【５７】

学生が，学会発表や他大学等で

の研修を行う際の旅費等を補助

する支援制度を整える。

【５７】

学生が，学会発表や他大学等で

の研修を行う際の支援制度のあ

り方について検討する。

１２月に発足した「島根大学同窓会連合会」の一事業としての支援制度の検討を開

始した。

生物資源科学部においては，学生の学会発表等への支援状況について調査を行った。

寄附金や科学研究費補助金から学生への旅費を支援しており，１７年度は学部８名，
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大学院２６名であった。

【５８】

「就職支援センター」（仮称；

平成１７年度末までに新設）にお

いて，就職指導，就職試験対策，

就職分野の開拓等の支援活動に

関し，全学的連携を強化し，就職

率の更なる向上を図る。

【５８】

平成 17 年度中に就職支援セン

ターを設置し，就職支援を強化す

る。

キャリアアドバイザーによる

就職指導体制を整え，就職支援ガ

イダンスをより有効なものにす

る。

キャリア教育の実施体制・方法

について検討する。

高学年次学生に対する就職支援にとどまらず，低学年からの就職に関する意識付け

等を行うキャリア教育を推進するため，キャリアセンターを１０月に設置し，平成１

８年５月に配置する専任教員１名を選考した。

７月に企業セミナーを開催し，参加企業に対して大学の就職支援体制の説明・求人

依頼を行った。（参加企業２６社）

就職ガイダンス等について，学生の個人携帯メールへの連絡，参加啓発等を行った

結果，参加者が大幅に増加した。

平成１６年度 実施回数 １５回 参加者数 ２，１４７名

平成１７年度 実施回数 １８回 参加者数 ３，１８９名

下記の学部では，就職先の開拓，地域と連携した就職支援方策の検討等による就職

率の向上を図った。

・法文学部及び総合理工学部では，後援会の援助を得て，各学科・分野で就職支援

セミナー・講演会の実施，就職先の開拓を行った。

・教育学部では，地元県教育委員会と教員採用に関する協議機関を設け，地域と連

携した就職支援方策の検討を進めているが，その一環として教育学部附属ＦＤ戦

略センター内に教員採用関係資料を整備した。

【５９】

既卒者に対する就職支援を強

化するため，就業状況や求人情報

を取りまとめた情報システムを

整備する。

【５９】

就職に関する学内情報システ

ムの学外開示について検討する。

ジョブカフェしまね（しまね若

年者就業支援センター）と連携し

て既卒者の就職支援を行う。

ホームページに企業向け就職情報及び在学生向け就職情報を掲載した。

「ジョブカフェしまね」からキャリアカウンセラーを大学に派遣してもらい，在学

生の就業支援を充実した。なお，既卒者については，現在は「ジョブカフェしまね」

で対応してもらっている。また，平成１８年５月にキャリアセンターの専任教員が着

任することにより，「ジョブカフェしまね」とのより一層の連携を図り，専任教員とキ

ャリアカウンセラーの２名体制による，キャリアセンターでの既卒者の就業支援を検

討する。

【６０】

「国際交流センター」（仮称；

平成１８年度末までに新設）に

「留学生部門」を設置し，教育及

び学生支援を担当する副学長と

協力し，留学生の就学指導・生活

支援を強化する。

【６０】

国際交流センター設置計画

（案）を策定するとともに，セン

ター関係規則を整備する。

国際交流センター設置特別委員会において，国際交流設置計画（案）及び関係諸規

則（案）を策定し，平成１８年４月に「国際交流センター」を設置することとした。

「国際交流センター」には，留学生の就学指導・生活支援を強化するため，学生交

流部門を設置することとした。

【６１】

留学生のための外国語による

【６１】

多言語化による情報サービス インドネシア語による留学情報提供紙を作成した。
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情報サービスの向上を図る。 を継続的に推進するとともに，ホ

ームページ内容の充実及び管理

体制の整備を図る。

多言語（日・中・英）で提供しているホームページを見直し拡充した。

外国人留学生が英語で授業を受ける特別コースや渡日直後で日本語環境のパソコン

に慣れない学生が利用できる英語版ＯＳ，ソフトの導入状況（各学部等）について，

留学生センターの教員が中心となり調査し，生物資源科学部，総合理工学部に計１０

式を導入した。

【６２】

留学生に対する奨学金の確保

と資金的援助を強化する。

【６２】

留学生に対する奨学金の確保

と資金的援助を強化するための

具体的方策を検討する。

島根県留学生等交流推進協議会において，現在の私費留学生の状況について報告す

るとともに，関係団体に奨学金提供について継続して依頼した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

２ 研究に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

中

期

目

標

① 地域における知の拠点として，社会の要求に応えられる多様な学問分野を育成するとともに，特

色ある研究を強化し，国際的に評価される研究拠点を構築する。

② 研究成果を学内研究者で共有するとともに，積極的に社会に還元する。

③ 国内外のトップレベルの水準として評価される研究を維持・創出することを目指す。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【６３－１】

平成 16 年度から推進している

重点研究プロジェクトの研究成

果プレゼンテーションの評価結

果に基づき，更に研究体制の整備

を図る。

平成１６年度に発足させた４つの重点研究プロジェクトに対し，１年間の活動実績

についての評価結果を踏まえた平成１７年度から３年間の提案書を提出させ，ヒアリ

ングを含めた審査を行い，実施計画を決定した。

【６３―２】

特色ある分野の研究体制の整

備を図る。

上記研究プロジェクトに加え，将来の本学の特色ある研究プロジェクトになる可能

性の高いプロジェクトについて，学内公募を経て選定し，新たに「萌芽研究プロジェ

クト」として研究体制を整備した。

【６３】

学部・大学院及び学内共同教育

研究施設がカバーする多様な学

問分野を活かし，本学の設置理

念・目的，人的あるいは物的条件，

地理的歴史的条件等を考慮した

特色ある分野の研究体制，分野横

断的な重点研究プロジェクト並

びに産学官連携研究の推進強化

を図る。

【６３－３】

産学連携センターを中心とし

て，戦略的な産学官連携研究の推

進を図る。

産学連携センターにおいて，平成１８年度の文部科学省都市エリア事業，中国経済

産業局地域コンソーシアム事業の応募に向けて，島根県，（財）しまね産業振興財団及

び中国経済産業局とテーマ設定について協議し，中国経済産業局地域コンソーシアム

事業に応募した。

【６４】

大学として重点的に取り組む

領域について，次の分野の強化を

図る。

・ 地域社会の課題に対応し，産

学官が連携して学術的・文化

的・経済的価値を創出する研究

【６４】

平成 17 年度からの新たな重点

研究(萌芽研究)プロジェクトを設

置し，研究体制の整備を図る。

プロジェクト研究推進機構の萌芽研究部門のプロジェクトについて学内公募（応募

数２２件）し，次の５つのプロジェクトを選定した。

「医療・福祉施設の居住性向上に関する試験研究プロジェクト」

「自然エネルギーを利用した燃料電池用水素の化学的製法及び貯蔵・輸送法の開発」

「島根県における歴史的文化遺産の景観復原に関する学際的研究」

「石見銀山地域－島根半島の古熱水系における複合資源形成システムとたたら鉄資
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を推進する。

・ 統合後に新たな展開が期待さ

れる医学系と人文社会科学系，

自然科学系，工学系の連携融合

によって，過疎・高齢化等の諸

問題の解決をめざした研究を

推進する。

・ 本学の研究業績の蓄積・立地

条件等を活かして，国際的に通

用する独創的な研究分野を強

化・育成する。

源」

「東アジア条件不利地域における農村貧困克服と環境対策」

【６５】

教員ごとに研究状況の内容・成

果をまとめたホームページをさ

らに充実させ，積極的に学内外に

公表する｡

【６５】

研究に関するデータの管理体

制を整備し，データの更新方法の

制度化を検討する。

産学連携センターにおいて，「研究者情報」を作成，発刊した。併せて本学ホームペ

ージに掲載し，トップページから容易に参照できるシステムとした。

研究に関するデータについては，評価室において構築する大学評価情報データベー

スから教員研究情報を活用することとし，一元管理することとした。

【６６】

平成１７年度から，隔年ごとに

各研究組織の主要な研究成果並

びに分野横断的な重点研究プロ

ジェクトの研究成果を総説の形

で冊子にまとめ，ホームページに

掲載し学内外に公表する。

【６６】

研究成果の総説を冊子にまと

め，HP に掲載する。

プロジェクト研究推進機構のホームページを立上げ，重点研究等の研究成果を次の

とおり掲載した。

・重点研究部門は平成１６年度及び平成１７年度

・その他（萌芽研究部門，特定研究部門，寄附研究部門）は平成１７年度

プロジェクト研究推進機構以外の各研究組織の成果については，ホームページ用の

フォームを決めた上で，平成１８年度に，各部局等の平成１６～１７年度の主要な研

究成果を取りまとめ，ホームページに掲載することとした。

【６７】

研究支援の連携調整機能及び

知的財産の創出・管理機能を強化

するために，平成１６年度末まで

に，知的財産・特許取得・利益相

反に関わる学内諸規則を整備し，

周知を図る。

【６７】

知的財産の創出及び管理体制

の周知を図り，年度末までに再度

見直しを図る。

利益相反マネジメントポリシ

ーの更なる周知とマネジメント

体制整備を図る。

産学連携センター知的財産創活部門を中心に，知的財産取り扱い体制（「発明等の審

査体制」及び「実務体制」）の見直しを行い，発明審査委員会規則を改正し，平成１８

年度から新たな審査体制で実施することとした。また，平成１８年度早期に実務担当

者を確保することとした。

平成１７年３月の役員会において，利益相反マネジメント制度検討 WG が報告した

「利益相反マネジメント制度の構築について」の原案について，学内の意見を集約し，

体制を構築することを決定した。この方針に基づき，平成１７年９月教育研究評議会

において，全学の意見を聴きながら検討を進める旨を報告した。

日本弁理士会，島根県，松江工業高等専門学校と「知的財産権の活用による産学連

携の推進と産業振興施策等への支援に関する協定」を締結した。
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【６８】

平成１６年度末までに，既存の

共同研究センターを改組し，リエ

ゾン・知的財産等に関する専門能

力を有する人材を整備して，「産

学連携・支援センター」（仮称）

を設置し，研究成果や発明等の知

的財産の創出と社会への還元を

効率的かつ積極的に推進する。

【６８】

産学連携センター知的財産創

活部門に専任教員を配置し，機能

の強化を図る。

平成１７年４月から産学連携センター知的財産創活部門に専任教員１名を配置し，

知的財産の創出及び活用機能の強化を図った。

産学連携センター知的財産創活部門を中心に，知的財産取り扱い体制（「発明等の審

査体制」及び「実務体制」）の見直しを行い，発明審査委員会規則を改正し，平成１８

年度から新たな審査体制で実施することとした。また，平成１８年度早期に実務担当

者を確保することとした。

【６９－１】

中国寧夏大学及び寧夏医学院

との連携を強化し寧夏プロジェ

クトを推進する。

プロジェクト研究推進機構特定研究部門に政策的配分経費によるプロジェクトとし

て寧夏プロジェクトを設置し，寧夏大学及び寧夏医学院と連携し，寧夏大学・島根大

学国際共同研究所（中国寧夏大学構内に設置）を拠点とする共同研究に着手した。

【６９－２】

島根県及びテキサス州立大学

との連携を強化し，テキサスプロ

ジェクトを推進する。

プロジェクト研究推進機構特定研究部門に政策的配分経費によるプロジェクトとし

てテキサスプロジェクトを設置し，テキサス州立大学との研究交流を推進した。

【６９】

重点的研究プロジェクトや特

色あるプロジェクトを育成し，国

際的な研究拠点を形成するため，

研究戦略会議において全学的戦

略及び方針等を計画し，推進す

る。

【６９－３】

重点研究プロジェクトを国際

的な研究に育成するため必要な

措置を講ずる。

重点研究プロジェクトを国際的な研究に育成するため，次のことを行った。

【汽水域の自然・環境再生研究拠点形成プロジェクト】

・汽水域研究センターの外国人研究員の協力を得て研究を行った。

・沿岸環境の地球規模のモニタリングシステム確立の一環としてタイ・ソンクラ

ー湖の調査を現地大学研究者の協力を得て行った。

【Ｓ－ナノテクプロジェクト】

・外国人研究者をプロジェクトの研究組織の研究員に招聘した。

・９月に開催された国際会議（オランダ）において研究成果の発表を行った。

テキサスプロジェクト「ナノテクノロジープロジェクト」では，１１月にテキサス

州立大学から研究者２名を招聘し，セミナーを開催した。１月にはプロジェクトの若

手研究者を中心とした研究者５名がテキサス州立大学他を訪問し，研究交流を行った。

「水環境プロジェクト」では，１０月にシンポジウムを開催し，また，研究者３名が

テキサス州立大学を訪問し研究交流を行った。また，１１月には本学の研究者３名が

テキサス州立大学との研究交流，沿岸域，湖沼調査を行った。

寧夏大学・島根大学国際共同研究所落成記念「国際シンポジウム」を開催（１２月）

し，寧夏大学のほか，大韓民国からも研究者が出席して研究交流を行い，寧夏プロジ

ェクトの推進，萌芽研究プロジェクト及び科学研究費補助金による北東アジアの研究

成果を発表した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

２ 研究に関する目標

（２）研究の実施体制等の整備に関する目標

中

期

目

標

① 研究体制を整え，研究目的・目標の達成に結びつける。

② 研究目的と規模に応じて，適切な研究支援体制と研究環境を整備する。

③ 研究活動等の状況や問題点を把握し，研究の質の向上及び改善を図るための評価システムを整備

する｡

④ 組織の改組転換を含め，教育機能，研究機能を再検討し，教育研究の進展や社会的要請に柔軟に

対応する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【７０－１】

研究戦略会議において，研究ユ

ニット編成の手順と全学的な支

援体制について検討する。

プロジェクト研究推進機構に設置する研究部門及び研究プロジェクトの設置手順，

支援体制を確立した。

【７０】

平成１８年度末までに，学部･

研究科等を越えた研究ユニット

の編成方法や全学的な支援方法

に関する検討を行い，順次可能な

ところから具体化する。 【７０－２】

複数の重点研究プロジェクト

等が研究推進に専念できる体制

の整備を行うため「プロジェクト

研究推進機構」(仮称)を設置する。

学部，研究科を越えたプロジェクト研究に専念できる体制を整備するため，プロジ

ェクト研究推進機構を設置し，以下の研究を推進している。

重点研究部門･･･中期計画に沿った具体的研究テーマを学際的に推進し，本学の特色

ある研究として国際的な研究テーマを目指す研究プロジェクト（４

プロジェクト）

萌芽研究部門･･･数人規模の個別テーマや小規模な学際的テーマで，近い将来本学の

重点研究プロジェクトへの発展が期待される研究プロジェクト（５

プロジェクト）

特定研究部門･･･本学が地域貢献，国際貢献などの目的で政策的に取り組むべき研究

プロジェクト（２プロジェクト）

寄附研究部門･･･外部からの寄附によって設置される研究プロジェクト。島根県から

の寄附により，「島根県連携新技術研究開発部門」を設置して，新

産業創出のための新機能材料のための開発研究に取り組んでいる。

（１プロジェクト）

【７１】

重点研究プロジェクトに特化

した時限付きの研究組織を設置

する。

【７１】

①重点研究プロジェクト推進

のコアとなる時限付きの研究者

を配置し，研究組織の整備を図

重点研究プロジェクトに，実施計画に基づき研究専念教員１名及び研究員２名を配

置し，研究組織を整備した。
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る。

②重点研究(萌芽研究)プロジェ

クトを設置し，研究体制の整備を

図る。

平成１７年４月にプロジェクト研究推進機構を設置した。機構は，重点研究部門，

萌芽研究部門，特定研究部門，寄附研究部門の４部門による研究体制にし，次の時限

プロジェクトを設置した。

・重点研究部門 ４プロジェクト

・萌芽研究部門 ５プロジェクト

・特定研究部門 ２プロジェクト

・寄附研究部門 １プロジェクト

プロジェクト研究推進機構「重点研究プロジェクト」に配置できることとした研究

専任教員の選考基準及び再任基準に関する要項を策定した。

【７２】

優れた成果や特色ある成果が

期待できる学問領域（重点研究プ

ロジェクト）を設定し，重点的な

研究費配分を行う。この重点研究

プロジェクトは３年ごとに見直

す。

【７２】

重点研究プロジェクトに対し

て，重点的な研究費配分を行う。

プロジェクト研究推進機構重点研究部門（４プロジェクト），萌芽研究部門（５プロ

ジェクト）に，政策的配分経費から重点的に研究費（1 億円）を配分した。

平成１７年度実施計画についてヒアリングを行い，各プロジェクトに対して研究経

費を重点的に配分した。

【７３】

平成１８年度末までに，人材派

遣会社等との提携により，研究支

援に関わる人材を確保し，効果的

に活用できる体制を確立する。

【７３】

研究支援を行う人材を確保す

るために，必要な制度の整備を行

う。

重点研究プロジェクトの研究支援体制として，必要とする研究プロジェクトに，プ

ロジェクトの研究経費で，研究推進に必要な事務的な支援を行う研究支援者を１名採

用した。

【７４－１】

重点研究プロジェクトの研究

組織の教員が研究に専念できる

研究専念体制の整備を図る。

プロジェクト研究推進機構の重点研究部門（重点研究プロジェクト），寄附研究部門

に研究専念の教員を配置できる制度を整備した。

【７４】

一定の期間特定の教員が研究

に専念できる，研究専念・役職免

除制度を策定する。

【７４－２】

役職免除制度については更に

検討する。

役職免除制度については，各部局及び他大学の状況を調査し，引き続き検討するこ

ととした。
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【７５】

教職員・学生の海外派遣を推進

するための大学独自の経済的支

援体制の構築を図る。

【７５】

平成 16 年度の教職員の海外派

遣の実態にかかる調査をもとに，

課題点などを分析，調査した上

で，支援体制にかかる具体的方策

を策定する。

教職員の海外派遣の実態にかかる調査をとりまとめ，国際交流委員会に報告すると

ともに，調査結果を基に，海外派遣に対する支援のあり方を含めた課題点などの分析

を行った。

学内政策的配分経費に，大学の国際化を推進する学術交流の取組みについて，「社

会・国際連携推進費」の項目を新しく設け（平成１８年度予算編成方針）支援体制を

整備した。

【７６】

平成１８年度末までに，「総合

科学研究支援センター」を中心と

して，研究機器及び研究設備の整

備計画を策定し，これらを集中管

理し共同利用できる体制を整え

る。

【７６】

松江キャンパスにおける研究

機器・設備の管理スペースを確保

し，新機能材料開発分野の機器を

移設・整備する。

・長期的な機器の整備計画の策定

に着手する。

・共同利用事業の総合的管理計画

について継続して検討する。

・バイオ研究関連設備の整備及び

集中管理を進め，研究支援体制の

強化を行う。

・平成 17 年度末までに総合科学

研究支援センターの研究機器及

び設備で整備が必要なものを整

理し，整備計画の検討を行う。

・機器の学内共同利用を推進する

ための制度を整備する。学外者に

よる機器利用制度について検討

する。

「島根大学における研究設備整備に関する基本的な考え方」を役員会において決定

した。これに基いて，設備整備に係る基礎調査を実施し，研究設備整備委員会におい

て平成１８年度の研究設備整備計画案を策定した。

総合科学研究支援センターにおいて，以下の取組みを行った。

・共有スペースに低温物性計測機器室を設置し，物質機能分析分野で集中管理を開

始した。

・バイオ研究関連設備を集中整備するためのスペースとして RI 管理区域内にある

P1 実習室を改装し，バイオ研究支援室を新設する（管理区域の変更は文部科学省

承認済み）こととし，第 1 期工事を実施した。

・機器の集中管理の推進に向けての取り組みの一つとして，学内における機器利用

経費の取り扱い体制を構築するとともに，学外利用者への機器・設備の開放と，

使用料・消耗品費などを徴収する規則等の整備を進めるため，他大学の実情調査

を行った。

・共同利用機器のリストをホームページに掲載し，情報提供を行うとともに，情報

提供システムの整備に着手した。

【７７】

「評価室」において，大学評価・

学位授与機構等が定める評価基

準に対応した，多面的に研究業績

を評価するシステムを確立する。

【７７】

大学評価情報データベースの

運用を開始し，それに基づいた評

価手法の検討を開始する。

データベースシステム構築プロジェクトチームにより大学独自にシステム開発を進

め，大学評価情報データベースシステムの一部として教員情報入力システムを開発し

た。

次に，評価室員，評価室運営委員会委員により，このシステムの試行入力を実施し，

検証を行い，システムを改善した。

また，評価に関する基本方針を策定するため大学評価評議会を設置した。４回の会

議を開催し大学評価に関する基本方針，個人（教員）評価基準骨子，個人（教員）評

価規則骨子の原案を策定した。
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【７８】

全学共有スペースをさらに整

備し，競争的資金を獲得した教員

や学部・研究科等を越えた研究ユ

ニット等のための実験・研究スペ

ースとしての活用を図る。

【７８】

平成 17 年度から予定されてい

るプロジェクト研究要員６名に

対応する研究スペース，平成 16
年度から実施している重点研究

プロジェクト，分野横断的な重点

研究プロジェクト，或いは学部・

研究科等を越えた研究ユニット

を推進するための研究スペース

を確保する。

施設マネジメントに基づき全

学共有スペースを更に整備し，機

能的・効率的な利用を図る。

平成１７年７月に「島根大学における施設の有効活用に関する規則」を制定し，共

有スペースの確保，利用計画の決定システムを確立した。

【７９】

平成１７年度末までに，特に顕

著な功績のあった研究者に対し

て，功績賞等を授与する表彰制度

を確立する。あわせて，受賞者の

公開特別講演会を実施する。

【７９】

顕著な功績のあった研究者に

対する表彰制度を策定し，被表彰

者の講演会を実施する。

必要な財源の確保及び管理方

法(「研究推進基金」(仮称)の設置)
について検討する。

研究戦略会議で功績者表彰制度を検討し，職員表彰規程の業績等表彰に該当する業

績を基礎として制度化することとし，研究活動表彰に該当する業績について整理した。

職員表彰規程に基づく業績表彰を実施するために，研究活動以外の教育活動，地域

貢献活動，大学運営等に該当する業績について整理することとした。

【８０】

島根大学と島根医科大学との

統合により新生される医学と工

学・基礎生物学をはじめ，他分野

との複合・融合領域の教育研究体

制の整備拡充を積極的に進める。

【８０】

平成 16 年度から推進している

重点研究プロジェクトのうち医

学分野と連携したプロジェクト

について，評価結果に基づき更に

推進する。

学内の研究活動調査を行い，複

合・融合領域の共同研究を積極的

に育成する。

産学連携センターにおいて民

間機関等外部の機関との共同研

究を更に推進する。

医学分野と連携したプロジェクトとして，以下の研究を重点的に推進した。

【重点研究プロジェクト】

・健康長寿社会を創出するための医工農連携プロジェクト

・中山間地域における住民福祉の向上のための地域マネジメントシステムの構築

【萌芽研究プロジェクト】

・医療・福祉施設の居住性向上に関する試験研究プロジェクト

産学連携センターで学内の研究活動調査を行い「研究者情報」を発行し，ホームペ

ージ上でも公開し積極的に情報提供した。

【８１】

情報処理技術の進展に伴い，研

究内容や成果を含めた多様な情

【８１】

全学の情報基盤を統括し，ネッ

トワーク基盤，教育・研究支援体

全学の情報基盤を統括し，ネットワーク基盤，教育・研究支援体制を充実するため，

総合情報処理センター（以下「センターという。」）が担うべき業務の充実を図った。
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報サービスの提供，教育研究体制

の充実を図るため，情報関連組織

を平成１７年度末までに再編整

備する。

制を充実するため，総合情報処理

センターを「総合情報基盤センタ

ー」（仮称）に再編整備する。

産業界の協力による実社会と密接に結びついた教育実践の場として，「実務的システ

ム開発ラボラトリー」をセンター内に組織した。

学外の研究者がセンターの活動計画に基づいて，教育及び研究指導に従事できるよ

う客員研究員及び協力研究員制度を設けた。

各学部に設置しているセンター分室を開放し，学生がパソコンを利用しやすい体制

を整えた。

平成１８年度の授業科目として総合科目に「個人情報を守る理論と実践」を開設す

ることとした。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

３ その他の目標

（１）社会との連携，国際交流等に関する目標

中

期

目

標

① 「地域とともに歩む大学」として，生涯学習社会に対応した社会貢献の推進，地域産業界・地方

公共団体との連携を強化し，学内外の研究組織･機関との連携･協力を図る。

② 独自の国際貢献に関する目標を明確にし，推進する。

③ 外国人留学生の積極的な受入を図るとともに，受入体制の整備を推進する。

④ 海外の大学・研究機関等との連携・交流を推進するとともに国際共同研究を推進する。

⑤ 外国人研究者の受入体制を整備する。

⑥ 海外先進教育研究実践支援プログラム等，教職員の海外派遣体制を整備する。

⑦ 学生の海外派遣を推進する。

⑧ 附属図書館は地域社会との連携及び国際化への対応を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【８２】

全学的な大学公開講座の実施

体制を強化し，「生涯学習教育研

究センター」がその中心的な役割

を果たす。

【８２】

生涯学習教育研究センターが，

公開講座委員会の機能の中心的

役割を担うとともに，開かれた大

学の一翼を担う大学公開講座を

拡充するための全学的な支援体

制づくりに取り組む。

生涯学習教育研究センターの専門部会において，法人化後の「公開講座の在り方」

について検討を重ね，本学の社会貢献事業及び教育サービス事業として捉えることと

した。

それに基づき，公開講座の運営方針（①成人教育（アンドラゴジー）の視点，②収

益事業としての教育サービス事業の位置づけ，③地域の生涯学習システムの一翼を担

う）を定め，全学的な取組を推進するため全教職員向けに学長声明を出し，公開講座

の運営及び市民への教育サービス全般にわたって本センターが取り組むこととした。

平成１８年度の公開講座の募集では，平成１７年度の２４講座から前期だけで２５

講座に，また，公開授業は，平成１７年度前期１４講座から３．６倍の５１講座に拡

大した。［本報告書 p.５０【８４】参照］

【８３】

平成１７年度に，地域の生涯学

習推進に資する大学のあり方を

検討するため，大学と地域の関係

機関・団体からなる「島根生涯学

習推進協議会」（仮称）を設置す

る。

【８３】

生涯学習教育研究センターと

島根県教育委員会の間で締結さ

れた協定に基づき，個々の機関の

機能と役割を明確にした連携協

力体制を確立する。また，連携・

協力の具体的な成果として「生涯

学習指導者養成研修」等の体系化

を図るとともに県内全域を対象

とした連携研修事業を実施する。

市町村合併により県内各市町村の生涯学習担当者及びその担当範囲が変更したため

に，生涯学習教育研究センターと県内各市町村の生涯学習担当者及び関係機関・団体

の担当者による「島根生涯学習推進協議会」（仮称）の設置に向けた協議が進められな

かった。そのような状況下で，具体には島根県教育委員会生涯学習課と協議を２回実

施した。

生涯学習教育研究センターと島根県教育委員会生涯学習課の連携協力体制をより具

体化するために，県内の生涯学習関係指導者の研修を県東部，西部，隠岐の３地区で

３回共同開催した。
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また，本センターと島根県教育

委員会生涯学習課，島根県立生涯

学習推進センター（東部・西部）

を含めた４機関による協議会に，

県内各市町村の生涯学習担当者

及び関係機関・団体の担当者を加

えた拡大協議会「島根生涯学習推

進協議会」（仮称）の設置に向け

た協議を始める。

【８４】

「大学教育開発センター」にお

いて，教養教育科目を中心に，一

般市民及び高校生への授業公開

を推進するための実施体制を整

備する。

【８４】

高等学校と大学との教育的連

携のあり方及び推進体制につい

て教育委員会，高等学校校長会等

との協議を行い，教育開発センタ

ーを中心にして，一般市民及び高

校生への授業公開を推進するた

めの実施体制を検討する。

①全学の取組

１０月に開催された県内高等学校長との入試懇談会において，この会を入試を含む

高大連携協議の場として発展させること，そのため新たに高大連携について幅広く協

議するための協議機関を設置することについて合意した。

昨年に引続き，生涯学習教育研究センターは，生涯学習に役立てるため大学の授業

を一般市民に開放する「島根大学公開授業」（試験及び単位認定は行わない）を実施し

た。受講市民の要望に応えて，これまでの各授業の１５回中６回公開方式を改め今年

度から試験を除く１４回を公開することとし，受講料を６，２００円から７，０００

円に改定した。前期１４科目（平成１６年度は１１科目），後期１０科目（平成１６年

度は１２科目）を公開し，すべての授業に受講者があった。受講延べ人数は，前期４

８名，後期３８名であった。

教育開発センターと生涯学習教育研究センターの連携により，平成１８年度前期の

「島根大学公開授業」への協力を全教員に呼びかけた。その結果，教養教育科目で２

３科目，専門教育科目で２８科目の計５１科目が前期に公開されることとなり，前期

開設授業科目数を３．６倍に増やすことができた。

岡山県立総社高等学校ＰＴＡ研修会を受け入れ，大学の概要説明及び施設見学（附

属図書館，汽水域研究センター，埋蔵文化財調査研究センター）を実施した。

全ての学部が，高等学校の依頼に応じて，入試広報を兼ねた高等学校への出張講義

を実施した。

②学部等の取組

教育学部では，高校生が授業の一環として大学を訪問する機会を捉えて授業を公開

し，大社高等学校の総合的な学習「アカデミーオリエンテーリング」で実施した。

総合理工学部では，松江東高等学校のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）

事業に引き続き協力するとともに，米子東高等学校の探求的学習を受け入れた。

生物資源科学部では，松江東高等学校のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）

事業に引き続き協力するとともに，大社高等学校，松江農林高等学校の大学見学・授

業参観を受け入れた。また，ＪＡ島根中央会と教育連携（ＪＡ職員に対する教育，学
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生のキャリア教育）について協議し，平成１８年５月実施で合意した。

【８５】

一般市民の大学に対するニー

ズに応えるため，大学相談窓口の

開設を検討し，教職員と学生の共

同によって，教育相談，学習相談，

法律相談等に対応する市民相談

体制を整備するとともに，地域住

民から大学に対する要望等を聞

く体制を整える。

【８５】

一般市民の大学に対するニー

ズに応えるための大学相談窓口

を，利用者にとって交通の利便性

が高く，気軽に立ち寄れる場所に

開設できるよう地元の関係機関

と協議を推進し，可能な限り早急

に設置する。また，そのために必

要な運営組織，相談員等の人材確

保，提供する情報等を含めた大学

内の支援体制を確立する。

市民の広範囲な相談及び大学への来訪者の学内対応窓口を総務部総務課に一本化し

た。

学外窓口の設置については，生涯学習教育研究センター内で，平成１６年度に実施

したニーズ調査を基に，必要な運営組織，相談員等の人材，提供する情報，学習機会

等を含めた大学内の支援体制のあり方について検討した。

【８６－１】

産学連携推進にあたり教員の

意識改革を図るため啓発セミナ

ーを開催する。

産学連携推進にあたり教員が注意すべき事項について文書により通知した。また，

平成１８年度からは産学官連携推進を図るため各学部の教授会で説明することとし

た。

【８６－２】

研究シーズ発表会を充実する。 研究シーズ発表の場として，島根大学産学交流会を３月に実施し，企業１５社２５

名，地方公共団体・法人等１０機関２３名，学内（学生含む）８２名の計１３０名が

参加した。

【８６】

「産学連携・支援センター」に

おいて，リエゾン機能を強化し，

研究成果の産業界への移転を推

進し，地域産業界の活性化に資す

る。

【８６－３】

産官金学との連携によって研

究成果の産業界への移転を推進

するとともに，そのためのインキ

ュベーションシステムについて

検討を開始する。

産学連携センターにおいて，山陰合同銀行の担当部門とベンチャーへの投資などに

ついて意見交換を開始した。

産学連携センター地域医学共同研究部門にベンチャー起業に利用できる研究スペー

スを確保した。

産学連携センターのリエゾン機能を強化するため，連携企画推進部門の専任教員を

公募により募集し，平成１８年４月１日に配置することとした。

【８７－１】

科学技術相談実施の目的を明

確にし，目的に沿った PR 活動を

実施する。

２５２件の科学技術相談を（平成１６年度は２２７件）実施した。平成１８年３月

に第７回島根大学産学交流会を出雲キャンパスで開催し，本学のシーズを紹介した。

【８７】

「産学連携・支援センター」が

中心となり，総合的相談の窓口機

能の拡充により科学技術相談を

年間１５０件に，また，リエゾン

活動の強化により共同研究を年
【８７－２】

研究シーズ集をシート方式と 研究シーズ集「研究者情報」を作成し研究者データを公表（産学連携センターホー
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して整理し，情報提供をきめ細か

にできる体制を整備する。

ムページに掲載）した。シート方式については，次年度の試行に向けて準備を進めた。

【８７－３】

島根大学東京事務所を利用し

た産学連携事業を積極的に推進

する。

東京事務所での活動をベースに４大学（島根大学，室蘭工業大学，電気通信大学，

横浜国立大学）が連携し，「身近な暮らしに生かす大学の技術」を統一テーマに各大学

が当番制により高度技術研修を開催した。また，１２月にはコラボ産学官・科学技術

振興機構（ＪＳＴ）等の共催による新技術説明会に本学教員が出席し発表した。

【８７－４】

学外で開催される産学官連携

推進のためのコラボレーション

事業に積極的に参加する。

第４回産学官連携推進会議（京都），イノベーションジャパン 2005，中国四国ブロ

ック産学官連携ビジネスショウに出展し本学のシーズを紹介した。

間１００件まで増加させる。

【８７－５】

産学連携コーディネーターを

企業に積極的に派遣し，企業のニ

ーズを的確に把握して科学技術

相談件数及び共同研究件数の増

加を図る。

地域医学共同研究部門に配置している産学官連携コーディネーター，地域産業共同

研究部門及び地域医学共同研究部門の教員（産学連携マネージャー）並びに産学連携

センター客員教授が企業訪問し，共同研究に向けたコーディネート活動を推進した。

共同研究件数は９１件（平成１６年度は１１３件）であった。

【８８】

平成１９年度末までに，共同研

究を前提としてポストドクトラ

ルフェロー(ＰＤＦ)を地域企業等

に派遣し，研究成果が確実に地域

産業の振興に反映できる制度を

検討する。

【８８】

ポストドクトラルフェロー

（PDF)を地域企業に派遣するた

めに，関連部局の代表者によるワ

ーキンググループを設置し，制度

について検討する。

平成１８年度にＷＧを設置することとした。

【８９】

ホームページやマスメディア

を活用して，地域住民・企業・地

方公共団体に向けての広報活

動・情報発信の強化を図る。

【８９】

大学の情報を地域住民・企業・

地方公共団体へ発信していくた

め，効果的な情報発信システムの

具体案を作成する。

広報・広聴委員会（平成１８年３月開催）において，「島根大学広報・広聴活動計画」

を策定した。今後は，年度ごとに具体的な活動計画を策定し，実行することとした。

また，各部局等に連絡員を配置することによって，全学的な情報収集体制を整え，

情報発信を一層積極的に進めていくこととした。
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【９０】

｢大学コンソーシアム山陰｣活

動を充実強化し，教員・学生の交

流を積極的に進める。

【９０】

前年度に実施した，加盟大学の

教職員及び地元自治体の教育行

政関係者との協議をもとに，山陰

地域の教育環境に適応した「大学

コンソーシアム」の機能と役割を

検討し大学内外での具体的な実

施計画を策定する。

「大学コンソーシアム山陰」協

議会を開催し，活動分野ごとの具

体的な方策を検討し，連携・交流

事業の実質化を図る。

「大学コンソーシアム山陰」の国際交流に関する大学間交流会（１２月）を実施し，

構成大学と共同で行う事業について協議するとともに，情報交換を行った。

「大学コンソーシアム山陰」の共同開催事業として，構成大学の外国人留学生の交

流を促進するため，大山スキー場でのスキー研修会を実施し，２大学から教職員学生

６９人が参加した。

【９１】

新設を計画している「疾病予知

研究センター」（仮称）において，

「健やかな長寿社会の形成に関

する研究」，特に高齢者の疾病・

生活習慣病・小児の障害の予知・

予防に関する研究を推進し，地域

社会・国際社会との連携を強化す

る。

【９１】

疾病予知研究センター設置準

備ワーキンググループで「疾病予

知研究センター」の設置に関わる

全体構想（案）を纏める。

また，学内及び学外の研究機

関・組織・研究者との共同で疾病

予知に関する研究協力プロジェ

クトを各々１つ立ち上げる。

将来の予算措置を伴う「疾病予知研究センター」設置に向けて，まずは多額の予算

措置を求めない形の「研究センター」形成が実現の可能性があり，かつ本格的な研究

センター設置への経過措置としても意味があるものと考えられた。そのため，大学内

外で既に行われている，または計画されている「疾病予知予防」に関連する研究につ

いて調査し，研究グループ間の協力関係の構築，新たな研究のあり方などについて検

討を進めた。

【９２】

新設を計画している医学部附

属の「生涯学習研究支援センタ

ー」（仮称）において，「医食同源」

の視点からの地域住民・公的機

関・企業等への医療相談・薬相

談・技術相談等の実施，講演会・

シンポジウム等の開催を通して，

地域社会との連携を強化する。

【９２】

医学部附属「生涯学習研究支援

センター」（仮称）の設置を検討

する。

「高齢者の睡眠健康に関する

講演会」を開催する。

「生涯学習研究支援センタ－」(仮称)を「島根大学医学部市民生涯学習支援室」と

して平成１８年度中に医学部内に設置することとした。

また，「高齢者の睡眠健康に関する講演会」を島根県内の各地において合計１１回（浜

田市，簸川郡で各１回，雲南市で２回，松江市で３回，出雲市で４回）開催した。

【９３】

「国際交流センター」において，

国際貢献・国際交流に関する役割

等を，学部や研究センター等の教

育研究領域ごとに明確にすると

ともに，平成１９年度末までに，

本学の国際貢献に関して規範と

すべき基準を策定する。

【９３】

国際交流センター設置計画案

の中で，国際貢献・国際交流に関

する理念・目標を明示する。

「国際交流センター」設置計画において，「広く世界に開かれた大学としての役割を

果たし，国際交流が日常的に実践される教育研究・職場環境を創造する。」という理念

を明確にした。

また，その理念に基づき次のような目標を明示した。

①外国人留学生を積極的に迎え入れ，留学生活を充実させる諸体制の整備を図る。

②本学学生の異文化に対する理解を深め，コミュニケーション能力を養成するため

に海外留学をはじめとする多様な機会を提供する。
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③広く海外の研究機関等との研究連携・交流を進め，本学が位置する歴史的な諸条

件を踏まえて，国際教育交流及び国際共同研究を積極的に推進し，その成果を国

際社会に還元する。

【９４】

「国際交流センター」におい

て，外国人留学生の受入体制及び

奨学金制度等の支援体制を整備

する。

【９４】

国際交流センター設置計画

（案）の中で，留学生部門を設置

するなど，外国人留学生の支援方

策を検討する。

「国際交流センター」の中に，外国人留学生の支援体制の充実を図るため，同セン

ターに留学生及び派遣留学生に対する生活上の指導助言等，学生の国際交流に関する

業務を行う学生交流部門を設けることとした。

【９５】

平成１７年度末までに，日本語

教育，日本文化理解のための支援

体制を充実させる。

【９５】

日本語教育，日本文化理解のた

めの教育環境整備に向け，学内外

の団体等と連携して支援体制を

強化する。

「国際交流センター」設置計画案の検討の中で，学生の国際交流に関する業務を行

う学生交流部門を設け，その業務の一つとして外国人留学生に対する日本語・日本事

情等の教育に関することを盛り込むなど支援方策を検討した結果を基に，学内関係部

署も加わって，教育環境整備の詳細について再調整することとした。

外国人留学生の日本語理解，日本文化理解の支援体制，支援方策等について，国際

交流委員会及び外国語教育センターで検討を行い，日本語能力向上，日本文化日本事

情理解能力向上のため，中級レベルの日本語補講講座の開講及び「島根の伝統とその

背景（石見神楽）」など，４プログラムを実施した。

【９６】

「国際交流センター」において，

帰国外国人留学生に対し,それぞ

れの研究条件に応じた教育・研究

活動の支援,学術情報提供等のシ

ステム（データベースの整備等）

を構築し，活用する。

【９６】

帰国外国人留学生に対して支

援を行なうためのシステム構築

に向け，情報を集積する。

帰国外国人留学生の連絡先メールアドレスの収集を開始するとともに，帰国後必要

となる情報について外国人留学生と協議を行った。

【９７】

ホームページ外国語版の充実，

英文概要の内容の検討等，国際的

な研究交流を促進するために，海

外に向けた本学の広報活動の充

実に取り組む。

【９７】

外国人留学生の積極的な受入

を推進するために海外に向けた

本学の広報誌（プロスペクタス）

等の充実を図る。

外国人留学生の積極的な受入を推進するための広報について，留学生センター受入

派遣部門で検討し，国内外で開催される留学フェア等に参加するなど広報活動を積極

的に実施することとした。

海外留学フェア（インドネシア）に本学として初めて参加し，インドネシア語によ

る島根大学情報誌などにより，広報を行った。

【９８】

県や市町村の国際交流機関と

の連携を強化し，留学生を地域の

伝統工芸等の体験学習へ参加さ

せる等，地域住民との交流の場を

【９８】

留学生の体験学習の機会を多

くするため，島根県下の諸機関国

際交流機関関係者と意見交換の

機会をもつ。

外国人留学生がホームステイ体験ができるよう各自治体に働きかけ，１１月実施に

向け協議を行い，１０月渡日外国人留学生を対象としたホームステイを実施した。（２

０名が参加）

外国人留学生が伝統的な日本文化に触れる機会を設けるため，自治体の教育関係者
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通して国際理解を深めるプログ

ラムづくりを促進する。

小中高等学校等への留学生派

遣に関して，情報提供・協力体制

の議論を進める。その際，島根県

下の諸機関担当者の交換会ネッ

トワークを活用する。

と協議を行った。（２自治体：奥出雲町，浜田市）

教育機関への語学教育及び異文化交流体験講師として外国人留学生を派遣すること

について関係機関と協議し，５事業に留学生を派遣した。

【９９】

交流協定校との間の実績を評

価し，協定内容をより実効的なも

のにするとともに，交流協定校を

３０校に拡大する。

【９９】

平成 16 年度に整理した交流実

績データに基づき，交流協定校と

の協定内容の全般にわたって将

来のあり方についての議論を進

める。

国際交流専門委員会において，交流協定校との協定更新，及び新規協定締結の際の

検討すべき審査基準（レビュー方式）を設け審査を実施した。

具体には，協定更新においては，交流実態における課題等を整理するため交流実績

報告書を作成し，実績評価を実施，また，更新後の交流計画書を作成し，今後の交流

の在り方等について考察するなど審査基準に照らし，５校との交流実績評価及び更新

審査を行った。

上記方式に準じ，新規に海外の大学等と交流協定締結の希望があった場合には，交

流計画書の提出により，国際交流専門委員会において締結審査を開始することとした。

平成１７年度は４校との新規協定の審査を行い，締結の手続きを進めた。

「交流協定校との交流活性化にかかる招聘プロジェクト」を，国際交流専門委員会

企画事業として立案し，協定校２校との研究者交流事業を試行的に実施した。この事

業により，合計５名の研究者を招聘し，研究者間で研究情報の交換や研究指導等を行

った。

【１００】

教職員を対象に，国際交流プロ

ジェクト実施に関する各種の調

査手法，企画提案書作成，外国語

によるプレゼンテーション及び

契約書作成等の研修を実施する。

【１００】

国際交流プロジェクトに参加

するため，研修に必要な事項を整

理し，教職員対象の具体的な研修

プログラムの策定を開始する。

国際交流プロジェクトへの参加・実施促進に向けて教職員のニーズを調査し，国際

交流委員会に報告するとともに，国際交流専門委員会において，課題点などの分析を

行った。

「国際交流センター」の新設準備に伴い，同センター事業として企画検討が可能と

思われる範囲での研修事業の骨組みを整理した。

【１０１】

「国際交流センター」は，教職

員を対象に,国際交流プロジェク

ト実施に関する支援体制を整え

る。

【１０１】

国際交流センター設置計画

（案）の中で，教職員の国際交流

を推進する体制を構築する。

「国際交流センター」の中に，実効的な国際交流協定の推進，外国の大学の教育・

研究に関する情報収集等，学術の国際交流に関する業務を実施する部門として「学術

交流部門」を設置することとし，教職員の国際交流を支援する体制を構築した。

【１０２】

平成１８年度末までに，外国人

研究者の招聘資金，任用形態，宿

舎等，国際共同研究を推進するた

めの外国人研究者の受入体制を

【１０２】

外国人研究者受入体制（財政的

支援など）の具体的な方策の検討

を開始する。

外国人研究者の研修受入制度に基づき，平成１７年度には中国の協定校（寧夏医学

院・寧夏大学）から延べ１５名の研修員の受入れを行った。

研修員（寧夏特別研究員）受入れに際して，外国人登録等の各種手続き及び生活上

の相談体制を確立した。



島根大学

56

整備する。 外国人研究者の受入れに関し，「受入研究者向け受入れ各種手続きガイド」を作成し，

学内に周知した。

国際交流専門委員会において，外国人研究者の受入れに関して各学部・学科等にお

ける方針・取組み及び必要な受入体制の整備についての調査結果をとりまとめ，国際

交流委員会に報告するとともに，課題点などの分析を行った。

【１０３】

外国人客員研究員の招聘を推

進するとともに，期限付きポスト

を設けて，多様な分野での教育研

究及び交流を推進する。

【１０３】

外国人研究者の受入体制（教育

研究分野など）について，全学的

な検討を開始する。

外国人研究者の受入体制の整備に向け，国際交流専門委員会において，各学部・学

科等における方針・取組み及び必要な受入体制の整備についての調査結果をとりまと

め，国際交流委員会に報告するとともに，課題点などの分析を行った。

平成１６年度に立ち上げた「プロジェクト研究推進機構」においては，既存学部等

と連携した兼務教員の他，機構独自の専任教員・研究員や一定期間研究に専念できる

教員の枠を設けるなど，教員組織の面でも新しい制度を導入し，この制度により外国

の優秀な研究員を採用した。

【１０４】

海外先進教育研究実践支援プ

ログラム等の制度をより積極的

に活用するとともに，大学独自の

資金による海外派遣体制を整備

する。

【１０４】

海外先進教育研究実践支援プ

ログラム等，教職員の海外派遣の

ためのプログラムに積極的に応

募するとともに，大学独自の財政

的支援策について具体的な検討

を開始する。

文部科学省「大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援・海外先進

研究実践支援，戦略的国際連携支援）」の申請が可能なプログラム全てに応募するとと

もに，教職員の海外派遣のためのプログラムに積極的に応募できるよう，国際学術交

流関係助成金一覧等を学内向けホームページに分りやすく掲示した。

学内政策的配分経費に，大学の国際化を推進する学術交流の取組みを支援する「社

会・国際連携推進経費」の項目を新しく設け（平成１８年度予算編成方針），支援体制

を整備した。

【１０５】

平成１８年度末までに，外国の

教育機関からの派遣依頼，海外教

育支援活動への参加，外国への技

術指導者派遣等の依頼に対応で

きる体制を整備する。

【１０５】

海外からの教育支援等への教

職員派遣要請に対応可能な組織

（教育研究分野など）を整備する

ための検討を開始する。

海外の教育機関等からの教職員派遣及び教育支援等の協力依頼に関して，その対応

の可能性や意欲等ニーズについて教職員を対象に調査した。

平成１８年４月に設置されることとなった「国際交流センター」の中に学術交流部

門を設け，海外の高等教育機関からの対応窓口として整備した。

【１０６】

国際協力事業団(ＪＩＣＡ)を含

む国際援助機関の国際開発協力

プロジェクトに積極的に貢献す

るため，データベース（組織，教

員）を構築していく。

【１０６】

国際開発協力サポートセンタ

ーの「国際開発協力のための大学

等データベース」に積極的にデー

タ登録を行うよう推進する。

国際開発協力サポートセンターからのメール・ニュースを全教員にＥメール等で周

知し，貧困削減など地球規模の課題に取り組む活動への高等教育機関の支援の理解の

促進に努めるとともに，同センターの「国際開発協力のための大学等データベース」

に積極的にデータ更新・登録等を行うよう推進した。

【１０７】

平成１８年度末までに，学生の

【１０７】

学生の海外研修引率教員を支 危機発生時の支援体制を整備するため，国際交流担当職員研修会での情報収集を行
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海外研修引率教員を支える体制

を整備する。

える体制を整備するための方策

を整理する。

った。

日本学生支援機構主催の海外安全管理研修会に参加し，海外における活動上の安全

管理情報を収集した。

海外研修実施に際し，参加学生と引率教員を対象とした海外安全管理セミナー（１

回，１４人参加）を実施した。

【１０８】

講義等に国際情報を積極的に

活用するようにし，外国人留学生

との交流の促進等，学生の国際的

関心を高めるための方策を検討

する。

【１０８】

学生の国際的関心を高めるた

めの具体的方策について企画す

る。

夏季短期研修で来日する海外からの研修学生との学生交流を促進するため，学生企

画による交流会を実施した。（韓国慶尚大学校７月，中国寧夏大学８月）

外国人留学生の日本語能力向上，日本文化等理解能力向上プログラムに日本人学生

との共同作業を行い，企画・実施段階から双方の学生同士の意見交換が行えるように

し，４プログラムで共同作業等を行った。

【１０９】

留学を希望する学生を対象と

した期間限定の語学学習等の支

援体制を整える。

【１０９】

外国語教育センターと連携し，

留学を希望する学生からの要望

に基づき，期間限定の語学学習

等，学生支援プログラムを実施す

る。

外国語教育センターの協力により派遣前の留学生に対し，韓国・朝鮮語に関する語

学支援プログラムを実施した。（７月：２時間）

また，英語に関しても，外国語教育センターと連携し，留学希望者を対象とした特

別プログラムを実施した。（８月：３０時間）

派遣前の学生に対し，派遣先の大学の関係者による地域，大学，生活情報交換会を

実施した。（アメリカ・ケント州立大学卒業生との情報交換会）（７月：３時間）

春季海外研修（米国）の事前・事後の集中語学・異文化学習を外国語教育センター

の協力により実施した。(２～３月：３０時間）

【１１０】

海外の大学との交流協定等を

活用し，短期交換留学生増加を図

るための支援体制を強化する。

【１１０】

海外の大学との交流協定等を

活用し，短期交換留学生増加方策

を検討する。

従来年２回開催していた交換留学生向け派遣留学説明会を３回（７，１０，１１月）

開催した。（参加者数２５名）

在日アメリカ総領事館領事を招き，アメリカ事情，アメリカ留学，ビザ取得等に関

する研修会を実施した。（参加者数２６名）

【１１１】

私費による外国の大学等への

留学を支援する体制を検討する。

【１１１】

私費による外国の大学等への

留学を支援する体制の検討を開

始する。

ブリティッシュカウンシルの主催する英国留学フェアに参加し，情報収集と情報提

供のあり方について検討した。

英国留学フェア参加大学の留学担当者と連絡を密にし，平成１８年度に英国留学の

ための研修会が実施できるよう協議した。
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【１１２－１】

貴重資料，遺跡資料，小泉八雲

関係資料等を中心に関連機関と

連携協力しながら，展示会，資料

電子化及び公開等の学術・文化支

援事業により，学校教育及び生涯

学習活動を支援する。

附属図書館本館の小泉八雲関係資料や島根近世の絵図，医学分館の大森文庫（近世

医書，国書等）を中心に，地域関連機関や学内外研究者と連携協力しながら，企画展

示，講演会・シンポジウムを松江・出雲両キャンパスで開催した。

本企画による公開事業は，公共図書館や地域資料館連携による資料相互利用や学内

外の専門家ワーキングによる資料分析・評価など，学術・文化面で地域連携協力の成

果をあげることができた。

【１１２－２】

島根地域図書館連絡会を定期

的に開催し，講習会，研修会を充

実させるとともに，OPAC の横断

検索機能及び相互利用体制を推

進する。

島根地域図書館連絡会を，平成１８年３月に島根大学附属図書館で開催し，新規加

盟館を含め９機関２０名が出席した。OPAC 横断検索システム構築や次年度事業計画，

島根県内図書館ネットワーク構想など，連携・協力体制の推進と懸案事項の解決に向

けて組織改定や運用体制の改善を図った。

【１１２】

附属図書館は, 他機関との相

互協力 , 地域社会への学術情報

提供等により, 生涯学習の支援,
地域・市民への公開サービスを充

実・強化する。

【１１２－３】

島根県医療関係機関等図書館

（室）懇談会及び同会主催の研修

会を定期的に開催する。また，メ

ンバー館（室）所蔵の学術情報を

ホームページ等で共有すること

で，文献複写サービス体制を整備

する。

島根県医療関係機関等図書館（室）懇談会が主催する第２回島根県病院図書室セミ

ナーを平成１７年１１月に島根大学医学分館で開催した。加盟機関外の病院図書室に

も呼びかけ，病院図書室業務について研修し，参加者のレベルアップを図った。また，

平成１８年２月に大田市立病院で年次総会を開催し，新規加盟館の承認と，次年度事

業計画等を審議した。

【１１３－１】

国際 ILL(Interlibrary loan；図

書館間貸出，相互貸借）のシステ

ムを積極的に利用し，外国との相

互利用の促進を図る。

国際ＩＬＬ（Interlibrary loan：図書館間相互貸借）については，米国側のシステ

ムの不具合から４ヶ月間運用ができなかったが，本学からは米国側の参加館に対して

６件の文献の依頼を行い，４件の文献を得ることができた。

【１１３】

国際化に対応した附属図書館

をめざし, 国際的な学術情報の

流通や, 教育・研究の支援体制を

充実・強化する。

【１１３－２】

図書館ホームページ，各種情報

提供システム，各種利用マニュア

ルを統合的に整備するとともに，

多言語化を実施する。

「島根大学附属図書館医学分館利用案内」の中国語版を作成した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

３ その他の目標

（２）附属病院に関する目標

中

期

目

標

① 専門医療体制を整備し推進する。

② 地域社会に還元できる先端的医療を導入する。

③ 人間性豊かな思いやりのある医療人を育成する。

④ 患者中心の全人的医療を実践し，安全の確保を図る。

⑤ 管理運営体制を強化し，経営を改善する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１１４】

「癌診療拠点病院」の認証申請

を行い，癌の集学的治療体制を確

立する。

【１１４】

① 平成16年4月に設立した腫瘍

科の機能拡大と，診療要員の充実

を図る。

② 島根県が進める「がん診療ネ

ットワーク事業」に参画し，本院

が中心となってがん登録を行う

ための各拠点病院の現況調査と

今後の標準化作業を実施する。

③ 外来化学療法部ならびに腫瘍

科の症例検討会を拠点として，院

内における科学的な根拠に基づ

いた診療をさらに推進する。

平成１７年度に国立大学病院としては全国で始めて癌診療拠点病院として認定され

た。

腫瘍科の機能拡大を図るため，島根県からの外部資金により７月に専任教員（助手）

１名を採用し，さらに，出雲市からの外部資金により１２月に１名（助手）を採用し

た。

島根県が進める「がん診療ネットワーク事業」の一環として６月に「がん診療情報

の収集・解析・活用について」を研究テーマとする受託研究を受け入れ，がん医療水

準の均てん化を図るため，患者情報の収集・解析及び解析情報の活用を行うこととし

た。また，７月には出雲市から「癌治療における化学療法の質的向上」を研究テーマ

とする受託研究を受け入れ，高度な専門性に裏付けられた化学療法の実践とそれを担

う人材の育成を目指すこととした。なお，これらの受託研究は平成１８年度も引き続

き実施することとしている。

院内がん登録を推し進めるため，院内がん登録委員会を設置し，病院医学教育研究

費で作成したソフトにより，院内がん登録を開始した。

山陰地方で初の前立腺癌永久挿入密封線源治療を１０月から開始し（平成１７年度

は１９症例），山陰地方の前立腺癌センター的な役割を果たすこととした。

【１１５】

肥満，動脈硬化，高脂血症，糖

尿病，高血圧等のメタボリック・

シンドローム対策を総合的に推

進する。

【１１５】

① 地域の行政や医療機関から

なる総合対策チームを組織する。

② 広義の栄養治療に係る専門

外来開設のための体制整備を行

う。

奥出雲町との共同研究として，地域住民のメタボリックシンドローム対策を推進す

るとともに，出雲市との共同研究により，健康学習と自己決定に基づくメタボリック

シンドローム予防プログラムの開発をすすめた。

平成１７年度の「重点研究部門」研究プロジェクトにおいて，医工農連携プロジェ

クトによる生活習慣病の予防と治療を含めたプロジェクト研究を開始した。

高度な臨床栄養管理をチーム医療として実施するため，４月に「栄養サポートチー
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ム」（ＮＳＴ）を設置した。また，６月には，この活動を第三者的に評価・検証する目

的で外部委員を入れた評価委員会を設置し，本年度は２回（１月，３月）開催した。

この評価を今後のＮＳＴの活動に反映させることとしている。

【１１６】

専門性を考慮し医療従事者を

流動的に配置する。

【１１６】

効率的かつ質の高い医療チー

ムを組織するために，診療内容，

実績や体制の評価を実施し，病棟

改築や診療科再編に向けて検討

を行う。

平成１５年１０月に設置した「緩和ケアセンター」の充実を図るため，４月には専

従医師（助手）１名及び専従看護師１名を配置した。また，１１月には平成１６年６

月に改組した「新生児集中治療部」に専任医師（助手）２名を配置した。なお，その

内専従看護師１名は，平成１７年８月「ホスピスケア認定看護師」の資格を取得し，

高度な看護技術の実践と医療の質の改善に努めている。

薬剤部の助教授は，平成１８年３月「がん専門薬剤師」の資格を取得し，高度な薬

物療法の知識・技術を備えた専門薬剤師として，良質な医療の提供に努めている。

病院再開発に係る資金調達等を含めた具体的検討を行うため「病院整備推進室」を

設置するとともに，「病棟再開発構想 WG」を設置し，附属病院再整備計画（案）の作

成作業を開始した。

【１１７】

最近増加している糖尿病等の

複合合併症を有する腎機能障害

の治療に必要な専門的設備・技術

を具備した「血液浄化治療部」（仮

称）を設置する。

【１１７】

「血液浄化治療部」(院内措置)
を高度な合併症を有する腎不全

患者の治療などが実施でき，地域

医療の担い手となり得る施設と

して，専任医師を配置し整備拡張

する。

腎臓内科専門医（兼任）が新たに加わり，以前から治療に携わっている泌尿器科医，

さらに専任の臨床工学士と緊密な連携の下に，安全で質の高い血液浄化治療を患者さ

んに供している。また，透析関連施設の医師が開放型病床を利用している透析患者に

対して，当院の医師とともに共同指導を行い，透析患者の診療の継続性，充実した地

域医療連携が維持されている。これにより開放型病床に係る入院時・退院時共同指導

件数も増加傾向となっている。

【１１８】

治験協力者に対する診療，検査

等を集中的に担当する治験専門

外来を設置する。

【１１８】

① 治験管理センターを拡充整

備し，治験専門外来の設置に向け

て検討を開始する。

② 治験等の申請，実施，報告が

迅速かつ正確に行えるよう関係

書式，手続きを標準化する。

治験外来設置については，専用診察スペースの必要性を含めて検討を開始している。

各医師の診察枠以外の時間帯で必要に応じて治験予約診療が可能となるような体制を

構築するため，治験診療が可能な共用診察スペースの確保を模索中である。

治験等の申請に関しては，治験管理センターホームページを開設し，治験依頼者，

治験担当医師への情報提供はもとより標準化された治験申請手順を掲載するほか，院

内外より各種書式のダウンロードを可能とし，治験申請手続きの迅速化を図った。
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【１１９】

難治疾患の原因解明・診断・治

療技術の開発等，継続的な高度先

進医療を実現する。

【１１９】

① 地域医療機関の指導的役割

を有する病院として，継続的に高

度先進医療の実践を目指して努

力する。

② 各診療科単位に当該年度に

重点的に推進すべき先端医療技

術の研究課題を設定する。

高度医療の提供は特定機能病院指定の承認要件の一つである。本年度皮膚科から承

認申請のあった「悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の遺伝子診断」について基

準を満たし次第，高度先進医療として申請することとした。

【１２０】

自己細胞による再生医療と肝

臓・腎臓等の移植医療を確立す

る。

【１２０】

① 「再生医療・移植センター」

(仮称)の設置に向けて準備を進め

る。

② 分化誘導再生療法，培養軟骨

細胞移植等の自己細胞を用いた

再生医療に積極的に取り組む。

③ 肝臓・腎臓・骨髄などの移植

医療が病院をあげて実施できる

環境づくりを進める。

培養軟骨細胞移植については，整形外科を中心に臨床的な取り組みを実施している。

整形外科では，自家骨から骨ネジを作成する画期的な技術を産学共同で開発し実用

化に取り組んでいる。

泌尿器科において血液型不適合生体腎臓移植を行い成功した。

移植医療が実施できる環境作りの一つとして，病棟７階に無菌病室を３床改築によ

り設置した。４月から活用しており，病床稼働率も約８４％となっている。

【１２１】

医療人の生涯教育，研修等に必

要な「病院医学教育センター」（仮

称）を設置する。

【１２１】

① 医療人の生涯教育，研修等に

必要な「病院医学教育センター」

（仮称）設置を含めた，支援体制

を検討する。

② 専門的な資格取得者（認定看

護師，ＭＳＷ，臨床心理士等）を

組織的に養成するためのシステ

ムを構築する。

病院をフィールドとした教育研究を行うための支援を行う「病院医学教育研究セン

ター」（仮称）の設置に向けての検討を開始するとともに，平成１７年度は，横断的な

病院フィールド研究のテーマを募り，約２０件の研究費支援を実施し，病院の活性化

に対しても成果を上げた。

平成１７年度「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」に

申請し採択された，「夢と使命感をもった地域医療人の育成－日本版 WWAMI プログ

ラム－」を実施するため指導医，研修医等の延べ４８名を米国ワシントン大学等へ派

遣し，予定通りの成果をあげて当初の目的を達成した。また，益田赤十字病院と大田

市立病院の２病院と大学病院の間に遠隔医療教育システムを設置した。今後３年計画

で地域医療人育成事業をさらに推進する。

コメディカルスタッフの専門的な資格取得を目的とした１０件の研修会等への参加

に対し，旅費，受講料等を補助し，積極的に人材育成を図った。
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【１２２】

「卒後臨床研修センター」を拡

充整備し，学外の関連教育病院と

の連携を強化する。

【１２２】

① 学外の臨床研修協力病院と

の連携を強化する。

② 臨床指導医の質の向上を図

り，充実した研修病院群を構築す

る。

島根県が行う「研修医等定着と特別対策事業」の一環として主催する「臨床研修プ

ログラム発展講習会」及び「臨床研修指導医講習会」を共催し，研修協力病院への参

加を呼びかけ，臨床研修協力病院との連携及び臨床指導医の質の向上を図ることとし

た。臨床研修プログラム発展講習会は９月と１１月に開催され，臨床研修指導医講習

会は１０月と２月に開催され，本院からそれぞれ２５名，２６名の計５１名の臨床研

修指導医が参加した。

院内において，卒後臨床研修の研修状況把握，指導医の資質の向上のため，「卒後臨

床研修指導代表者会議」を定期的に開催することとし，９月，１１月及び１２月に開

催した。

地域枠推薦入試の実施とあわせ，地域医療教育専任助手を４月に任用し，地域の臨

床研修病院を巡回して，来春の地域医療学生実習義務化に備えた調査を実施し，３５

病院で実習が行える体制を構築した。

【１２３】

病院情報の公開を推進する。

【１２３】

① 患者の個人情報を適切に管

理するための規程等を整備し，病

院長（保護責任者）が中心となっ

て個人情報の取扱いに関する啓

蒙等を行うとともに，医療全般に

わたってより適切な患者対応を

日常化する。

② 地域住民を対象に健康教育

講演会や見学会を定期的に開催

する。

③ 本院のホームページや患者

図書室で医療業績等を含めた医

療情報を公開する等，診療情報を

積極的に発信する。

患者さんの個人情報を適切に管理するため，「附属病院の保有する個人情報の適切な

管理のための措置に関する規則」を４月に制定し，個人情報の適切な管理・取扱いに

ついて各診療科等へ周知した。また，診療録の閲覧をより適正に行うため１２月に電

子カルテ化にも対応した「診療録閲覧室」を設置した。

平成１８年度のプライバシーマーク（P マーク）の取得に向けて，コンサルタント

を依頼し，取得に向けての具体的作業を開始した。

医療情報公開のため平成１７年度の診療案内に，平成１６年度の当院の疾病統計を

掲載した。

病院情報を職員に周知するため，職員向け広報誌「病院ニュース」を定期的に発行

することとし，平成１７年８月，１０月，１８年１月に発行した。

紙媒体に代わる情報伝達システムとして，本院のホームページをリ二ューアルする

作業を進めており，これにあわせ随時診療情報を発信することとしている。

患者さんのプライバシー保護を図るため，内科外来の中待合室を廃止した。同時に

患者アメニティ改善のため診察室の拡張，ドアのバリアフリー化を行った。
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【１２４】

安全管理を担当する医療人を

配置し，安全管理部門の機能強化

を図る。

【１２４】

① 安全管理体制の確立に向け

て検討を加えるとともに，インシ

デントレポートの評価と対応，ポ

ケットサイズの安全マニュアル

等の効率的な利用を促進し，きめ

細かい医療事故防止対策を実行

する。

② 医療機器等の安全管理シス

テムの構築を目指し，ME 機器管

理室の拡充整備を行い，要員の確

保，管理機器の拡大，研修会等に

よる安全と効率についての啓蒙

活動を積極的に進める。

③ 医療事故を未然に防ぐため

に，病院職員の専門職化と業務内

容に応じた適性配置，適性人数に

ついて積極的に検討を加える。

医療事故防止対策マニュアルを更新し，院内 Web に掲載した。

ME 機器管理室の整備・充実を図るため，８月から臨床工学士１名を増員した。

全職員を対象とした医療安全のための職員研修会を平成１７年度は５回開催した。

また，中途採用職員を対象とした研修は４回開催した。

専門職的病院職員として，４月から言語聴覚士２名（１名は非常勤職員）を配置す

るとともに，診療情報管理の充実を図るため診療情報管理士１名を常勤職員とし，１

２月から外部委託により１名増員した。

インシデントレポートの効率的集計及び詳細な統計解析により，より有効な安全対

策を実施作成するため，インシデントレポートの電子化を図った。

外来診療科及び手術部の看護師等が，より一層専門的業務に専念できるように，ク

ラーク等の非常勤職員７名を新規に配置し，患者サービス及び医療安全の向上を図っ

た。

【１２５】

地域医療連携センターの役割

を強化し，患者サービスと地域医

療人との提携に最大限に活用す

る。

【１２５】

① 医療情報ネットワーク，情報

サービス，患者相談室等の利用体

制を整備する。

② 地域連携の一環として，本院

と島根県，出雲市ならびに関連医

療施設との間で医療に関する協

議の場を設け対応について検討

する。

③ 地域医療機関等との相互理

解・協力のための協議組織を検討

する。

④ 情報ネットワークを利用し

た紹介システムを充実させ，新規

患者の予約システムを構築する。

⑤ 支援医療機関の拡大を図る

ため，定期的な説明会，連絡会，

報告会を実施する。

病棟の中で患者相談室が整備されていない２フロアーのうち７階病棟に患者相談室

を設置した。

地域医療機関との連携と患者サービスの一層の向上を図るため，初診紹介患者予約

サービスを７月より開始した。開始当初は月７０数名であったが３月は２５０名と順

調に増加しており，地域医療機関においても好評を得ている。

第２回島根大学医学部附属病院関連病院長会議を９月に開催し，地域医療の現状等

について協議を行った。また，地域医療人育成に向けての大学病院としてのビジョン

を明確に示した。
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【１２６】

外部有識者を加えた戦略企画

室を中心とした効率のよい運営

体制を確立する。

【１２６】

① 外部有識者を加えた戦略企

画室を中心とした効率のよい運

営体制管理システムを構築する。

② 病床の増改築に向けた基本

案を作成する。

③ 定期的に実績を考慮した病

床再配分を実施し，効率のよい病

床利用率を目指す。

病院再開発に関し，外部有識者と相談しながら PFI も含めた検討を行うため，「病

院整備推進室」を設置するとともに，「病棟再開発構想 WG」を設置し，附属病院再整

備計画（案）の作成作業を開始した。

診療科の再編として，内科を現行の５診療科から８診療科に，外科を現行２診療科

から７診療科に再編することとした。これにあわせて効率的な病床再配分を行うこと

としている。

【１２７】

患者サービスの向上につなが

る各種業務の外部委託の導入を

図る。

【１２７】

① 患者サービスを十分考慮し

て院外処方率を 100%に近づけ

る。

② 未収金や支払遅延を防止す

るとともに，患者サービスの向上

のためにカード決済，時間外料金

徴収等を拡充整備する。

③ 患者図書室を充実させ，外部

図書館との貸借システムを導入

する。

院外処方箋発行率は，４月以降９０％を超えており，本年度平均発行率は約９３％

となった。

患者サービスの向上のため，クレジットカードでの支払いを拡充した。また，自動

支払機の利用促進を図っている。（本年度クレジットカード支払率：窓口徴収額の約

８％，自動支払機利用率：外来窓口徴収額の約６０％）

患者アメニティの充実を図るため，患者図書室に出雲市図書情報センターとの貸借

システムを導入した。さらに，職員からの寄付による蔵書及び外部資金による医学関

係雑誌を約５８０冊購入し患者図書室の充実を図った。

車椅子の必要な患者さんの便宜を図るため，内科外来及び外来化学療法室に車椅子

用トイレを設置した。

【１２８】

医療材料等の購入と使用の両

面において効率的な管理体制を

確立する。

【１２８】

① 医薬品・医療材料等の医療提

供体制の効率化を図るため，収益

性，経済合理性について追跡調査

をすすめる。

② 医薬品・医療材料等の請求，

購入，入庫管理，出庫管理及び在

庫管理を効率的に行うために，院

内物流中央管理システム(SPD)
を導入し，患者別，診療科別，疾

患別，病棟別などの診療原価管理

に向けて具体的な検討を進める。

③ 各種経費の削減を行うため，

医薬品・医療材料等の購入計画，

購入方法を再検討し，購入契約前

の市場調査や価格交渉を強化し，

院内で使用される物に対しその利用目的，運用が適切にかつ安全に患者さんに対し

て行われているかどうか把握，管理できるマネジメントシステムの構築及び院内 SPD
の導入に向けた検討を行っている。

後発医薬品メーカー評価データベースを構築し，後発医薬品の採否に適用すること

とした。また，後発医薬品の採用により平成１７年度は約６，０００万円の医薬品購

入費削減を図った。

医薬品，医療材料等の購入にあたっては，市場価格調査，価格交渉を強化するとと

もに，契約後においても価格交渉を行い随時変更契約を行っている。また，医療材料

の購入品目の見直しも随時行っている。この結果，前年度に対し約５，５００万円の

削減となった。

血液製剤の集中温度監視システム稼働によって，血液製剤の有効利用を図った。

大型医療機器については，経済性を考慮しつつリース契約を拡大することとした。

老朽化した医療機器については，必要性，緊急性，費用対効果等を考慮して計画的

な更新を図ることとし，平成１７年度は緊急性の高い「リニアック」を更新（購入）

した。
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費用対効果を十分に考慮すると

ともに，購入内容の再点検，代替

品や類似品の導入，一元的管理，

新製品の評価等を積極的に実施

する。

④ 大型医療機器については，契

約方法を見直し，レンタルやリ−
ス契約による計画的な調達を考

慮する。老朽化した診療機器の計

画的な更新を実施する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上

３ その他の目標

（３）附属学校に関する目標

中

期

目

標

① 幼児・児童・生徒に確かな基礎学力と「自ら学び，自ら考える力」を育む附属学校を創る。

② 教育学部とともに歩み，教員養成学部を支える新たな教育観・教職観に満ちた附属学校を創る。

③ 地域に開かれ，地域を育み地域に育まれる附属学校を創る。

④ ２１世紀の教育を実践するに相応しい附属学校の組織及び施設設備を創る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１２９】

少人数教育(教科，教科外活動

における少人数学級編成，複数教

員による指導，大学院生によるチ

ームティーチング（ＴＴ）教育等)
に関する実践的研究活動を推進

する。

【１２９】

「附属学校部」及び「附属学校

運営協議会」において，１９年度

当初を目途とする附属学校改組

計画を立案する。

附属学校部に，学校（園）長，副校（園）長，教頭及び附属学校主事からなる「附

属学校改革検討ＷＧ」を設置し，改革案を策定した。

【１３０】

新教育課程，新カリキュラムに

対応した，総合的学習等の実践的

教育研究活動を推進する。

【１３０】

「附属学校部」及び「附属学校

運営協議会」において，教育研究

会の合同開催等，研究活動の協働

化，効率化の実現に向けた検討を

開始する。

平成１７年度開催の教育研究会及び附属学校教員研修等について，附属学校全教員

が一同に会して研修する機会を持つ等，所要の改善を図った。

【１３１】

「幼－小－中」一貫教育に関す

る実践的教育研究活動を推進す

る。

【１３１】

「附属学校部」及び「附属学校

運営協議会」において，１９年度

当初を目途とする附属学校改組

計画を立案する。

「附属学校改革検討ＷＧ」において，平成１７年度末に「４・３・４制による幼－

小－中一貫教育」の制度改革構想を立案した。

【１３２】

「特別支援教育推進室」の機能

を充実させ，多様な教育相談に対

応できる環境を整備する。

【１３２】

「附属学校部」及び「附属学校

運営協議会」において，１８年度

当初を目途とする特別支援プロ

グラムを立案する。

「附属学校部」及び「附属学校運営協議会」において，特別支援プログラム（附属

幼・小・中に校内支援委員会及び校内支援室を設け，幼児・児童・生徒の学習・生活

支援にあたる。）を策定し，附属小学校において平成１８年度から実施する。
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【１３３】

平成１８年度末までに，入学者

選抜の在り方について検討し，結

論を得る。

【１３３】

「附属学校部」及び「附属学校

運営協議会」において，１８年度

当初を目途とする新たな入試方

法を立案する。

「附属学校部」及び「附属学校運営協議会」において，幼・小・中の接続の観点か

ら附属の内部進学児童に対する「連絡入試」（内申書等による情報共有を基礎とする選

抜方法）の制度化について検討した。

【１３４】

学生の「教育実習」担当教育機

関として，年間を通して教育実習

生の受入を行うとともに，「学部

教育支援センター群」と協働して

教育実習プログラム開発に関す

る実践的研究を推進する。

【１３４】

学部附属センターと協働して，

４年一貫の教育実習体制の整備

計画を立案するとともに，学部学

生の教育的実践力の向上をめざ

した教育実習プログラムを構築

する。

学部附属センターと協働して，教育実習体制の整備を行い４年一貫のプログラム（1
～４年の各学年において附属学校園を活用した教育実習）を構築した。具体的には，

１年次には授業観察と記録のスキルを高める実習とその事前トレーニングとしての講

義を一体的に実施，２年次には各教科・学校種に対応した授業参観・協議を中心とし

た実習を実施，３年次には専攻する教科・学校種に対応した教壇実習と，異校種実習

を実施，４年次にはまとめとして異校種免許取得のための実習と，専攻の教科・学校

種を深化させる実習等を各自で選択して行う実習を実施するプログラムである。

【１３５】

「特別支援教育体験」(１年次

必修)の実施等，学生の教育体験，

子ども体験活動に資する多様な

プログラムを開発し，教育学部学

生の資質形成に有効なフィール

ドを提供する。

【１３５】

「特別支援教育体験プログラ

ム」を実施する。

平成１６年度は１年生全員必修の講義「特別支援教育基礎Ⅰ・Ⅱ」を実施，平成１

７年度はこれを基礎とした２年次における特殊教育諸学校での学校体験「特別支援教

育基礎体験」と「特別支援教育相談論」の講義を実施した。平成１８年度にはこれに

続く発展的な３年次必修の「特別支援教育相談実習」を予定している。

【１３６】

大学院生の教育実践研究に積

極的に対応し，学校経営，教科指

導，教科外指導等あらゆる教育領

域にわたる研究活動を支援する。

【１３６】

学部及び附属学校部が協働し

て，大学院生の教育実践研究に資

するサポート体制について検討

する。

平成１７年度から，選択必修科目「学校教育実践研究」（通年３単位）を新設し，附

属学校において大学院生による教育実践研究，具体的には，少人数教育及びチーム・

ティーチングによる授業実践活動をともなう実践的研究開発プログラムを実施した。

【１３７】

積極的に「調査研究指定校(文
部科学省)」等に取り組み，学校

教育改革に資する実践的研究を

推進するとともに，地域の公立学

校等に対し研究成果の公表，指

導・助言を行う。

【１３７】

地域の公立学校等に対し研究

成果の公表，指導・助言を行う体

制のあり方について検討する。

地域の公立学校等に対する研究成果の公表，指導・助言を行う体制のあり方につい

て検討（会議開催５回，延べ１０時間）した。

【１３８】

教育学部，県教育委員会，県立

【１３８】

現職教育プログラムの開発に 公立学校教員への現職教育プログラムのあり方について，附属学校教育研究会の改
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教育センター等と連携し，現職教

育プログラムの開発に協力する

とともに，研修の場を提供する。

協力するとともに，研修の場を提

供する体制の整備を検討する。

革と合わせ，継続して検討（会議開催５回，延べ１０時間）した。

【１３９】

教育学部に学部教員及び附属

学校教員によって組織する「附属

学校部」を設置し，「附属学校部

長」を置いて，「学部－附属」及

び附属学校・園間の連携を一層強

化する。

【１３９】

附属学校部において障害児教

育及び特別支援教育の幼，小，中

一貫教育体制のあり方について

検討する。

附属学校部において障害児教育及び特別支援教育の幼，小，中一貫教育体制のあり

方について，継続して検討（会議開催５回，延べ１０時間）した。

【１４０】

有能で多様な人材を確保する

ために，教員人事交流に関する協

定を締結している島根県及び鳥

取県の各教育委員会と教員の人

事交流の円滑化を図る。

【１４０】

島根県及び鳥取県の各教育委

員会と教員の人事交流の円滑化

を図るために具体的な計画等に

ついて検討する。

「附属学校部」及び「附属学校部運営協議会」において，島根県教育委員会との人

事交流に関する協定書を作成，締結した。

【１４１】

学部教員組織との人事交流を

促進するため，派遣人事制度を創

設する。

【１４１】

教育学部との人事交流につい

て，具体的な計画等について検討

する。

平成１７年度当初に，附属学校教員１名を教育学部助教授として採用し，学部と附

属学校の人事交流を実現した。

【１４２】

平成１７年度末までに，ユニバ

ーサルデザイン，環境保全等の社

会的要請と安全対策に十分に配

慮した附属学校の施設設備の長

期構想を策定する。

【１４２】

環境保全等の社会的要請と安

全対策に十分に配慮した附属学

校の施設設備の長期構想等につ

いて検討する。

環境保全等の社会的要請と安全対策に十分に配慮した附属学校の施設設備の長期構

想等について引き続き検討（会議開催３回，延べ６時間）した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

１ 教育方法等の改善

１ 多様な入学者選抜方法等の実施

 (1) 医学部医学科では島根県内のへき地出身者を対象として，島根県におけるへき地医療を

担う使命感と意欲を持った学生を受入れることを目的として，平成１８年度入学者選抜試

験から地域枠推薦入試（募集人員５名）を実施し，６名の学生を受入れた。

 (2) 総合理工学部地球資源環境学科では，学科の理念・目的に沿って入学者受入方針を明確

にした上でＡＯ入試を実施し，３名の学生を受入れた。

 (3) 優れた入学者の受入の推進と高大連携の推進に関わって，医学部，総合理工学部及び生

物資源科学部が引き続き，島根県立松江東高等学校のスーパーサイエンスハイスクール事

業（文部科学省指定）に協力したほか，全ての学部が出張講義，学部見学，授業体験等の

事業を実施した。また，外国語教育センターは，私立出雲北陵高等学校との連携により，

高校生向けの英語教育プログラムを実施した。

２ 理工系学部における日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）認定取得の推進

(1) 総合理工学部では，数理・情報システム学科情報分野が昨年の地球資源環境学科に引き続

いて認定を取得した他，電子制御システム工学科が実地審査を受けた。残る，物質科学科及

び材料プロセス工学科ではＪＡＢＥＥ対応コースを新設するなど，組織的に実地審査に向け

た準備を進めた。

(2) 生物資源科学部では，地域開発科学科がＪＡＢＥＥ認定審査申請を行った。

３ 外国語教育の組織的推進

(1) 外国語教育センターは，授業以外でも学生指導に責任を持つ「特別嘱託講師制度」を新

設した。この制度により，ネイティブスピーカーの特別嘱託講師７名（英語１名，ドイツ

語１名，フランス語１名，中国語２名，韓国・朝鮮語２名），日本人の特別嘱託講師１名（英

語）を採用し，専任教員１２名と連携して英語をはじめとする外国語の運用能力を高める

組織的教育を推進した。

(2)  語学力の不足する学生のクラスの規模を，他のクラスより少人数に設定した。特に語学

力の不足する学生への支援として，前期及び後期にそれぞれ正規の授業以外に補習授業を

実施した。英語教育では，ＴＯＥＩＣ３００点以下の学生を中心に補習授業を実施した。

また，その対象を１年生のみから２年生にも広げた。

(3)  外国語教育センターワークステーションでは，午前８時３０分から午後６時まで，専任教

員及び特別嘱託講師のうち１～２名が常駐する体制をとり，学生の学習相談体制を充実した。

４ 地域の要請に応える人材の養成

(1) 教育学部は，平成１６年度から実施している「１０００時間体験学修」を推進するとと

もに，文部科学省の「大学・大学院における教員養成推進プログラム」に申請・採択され，

「戦略的ＦＤによる資質向上スパイラルの実現－地域教員養成基幹学部のミッションを達

成する「協同」の構築－」と題する取組を開始し，教員養成カリキュラム改善，授業改善，

学生指導に活用する「ＰＲＯＦＩＬＥ ＳＨＥＥＴ」開発等の活動を開始した。

(2) 医学部では，「地域医療を目指す入学志願者の入学から卒後研修までの一環教育システムに

よる医療人の育成」を推進するため次の取り組みを行った。

① 地域枠推薦入試を実施した。（定員５名のところ６名入学）

② 医学科の臨床実習に地域医療のより高い臨床実践能力を育成するため，地域医療病院実習

（３週間)を組み入れることとした。

③ 医学部の目指す地域医療教育をテ－マとして「医学・看護学教育ワ－クショップ」を県内

の地域医療病院（３５施設）も参加し開催した。

④ 地域医療教育の体制整備として，教育企画開発室に専任助手を配置し，地域医療教育検討

委員会を設置した。また，３名の地域医療病院の病院長・診療所長を嘱託講師として迎えた。

(3) 法文学部では，世界遺産への登録が予定されている「石見銀山」遺跡をはじめとする世界的

文化遺産についての学習プログラム（石見銀山と東アジア交流，および世界遺産に関する総合

研究）を導入し，世界遺産となる遺跡の研究や活用を担う人材育成を目指している。

(4) 法文学部法経学科行政学ゼミは地域をフィールドとした活動を続けているが，「ＯＳＡＫＡ

ＮＰＯアワード２００５」において，研究成果をとりまとめた「学生による市民立法の試み―
島根県地域いきいき活動促進条例顛末記―」を発表し，優秀賞に選ばれた。

５ 大学教育改革支援プログラムに２件採択

(1) 教育学部が申請した，大学・大学院における教員養成推進プログラム（教員養成ＧＰ）「戦

略的ＦＤによる資質向上スパイラルの実現―地域教員養成基幹学部のミッションを達成す

る「協同」の構築―」が採択された。これにより，教員・学生・地域社会との協同を構築し

「１０００時間体験学修」を中核とする独自カリキュラムの実効性を高め，学生の教師とし

ての専門性・実践力を習熟させる取組が展開されている。

(2) 医学部附属病院が申請した，地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラ

ム（医療人ＧＰ）「夢と使命感を持った地域医療人の育成―日本版ＷＷＡＭＩプログラム―」

が採択された。これにより，地域医療人への夢と使命感を持たせることと，指導医の意識改

革を中心として，島根県におけるへき地医療を担う地域医療人育成に向けた取組が展開され

ている。

６ ＦＤ活動の充実

(1) 教育開発センターは，学生による授業評価を継続実施した。前期の実施科目は７１８科目，

延べ学生数３０，２２７名で，学生の総合満足度平均点は５．２１点（７点満点），４点以

下は３０科目，６点以上は１４６科目であった。後期の実施科目は，６９１科目，延べ学生

数２６，０５３名，学生の総合満足度平均点は５．３１点（７点満点），４点以下は１０科

目，６点以上は１４６科目であった。アンケート結果を学生及び教員に速報するとともに，

授業担当者には担当授業の調査集計結果を送り授業改善の参考とした。

(2) 教育開発センターを中心に，授業公開（前期は外国語科目を対象，後期は外国語及び総合

満足度の高い教養教育科目を対象）・教育改善のための学生との意見交換会・ＦＤ講演研修
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会を前年度に続いて実施した。

(3)  教育学部では，「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成ＧＰ）に採

択され，「教育学部附属ＦＤ戦略センター」を１０月に設置し，事業を推進した。

２ 学生支援の充実

１ 学生への経済的支援制度の充実

(1) 平成１７年度から，地元金融機関と連携し，国立大学として初めての利子補給型「島根

大学授業料奨学融資制度」を導入・実施した。この制度は，学生本人が提携先の金融機関

から授業料相当額の融資を受け，学生の在学期間中は本学が利息を補給するものである。

この制度を，前期は３０名の応募のうち２３名が利用し，後期は１９名の応募のうち１２

名が利用した。

(2) ２年次から４年次の学部学生を対象として，学業成績優秀者に対する授業料免除制度を

設け，平成１８年度から導入することを決定した。これは，前年１年間の成績指数を基に，

上位者（各学部各学科・各学年で１名：全学部で６０～７０名）を対象に後期分の授業料

を免除するもので，学生の学業に対するやる気を引き出し，学習意欲の向上を図ることを

目的としている。

２ キャリアセンターの設置等による就職支援

(1) 低学年からの就職に関する意識付けときめ細かな就職支援を組織的に行うためキャリ

アセンターを設置し，専任教員（平成１８年５月採用）を選考した。就職ガイダンス，企

業セミナー，合同会社説明会等をきめ細かく全学的に実施した。また，携帯メール配信シ

ステムによる各種説明会等の開催情報の提供を開始した結果，セミナー等への参加者が大

幅に増加（前年度比約１．５倍）した。各学部においても就職支援セミナーを開催するな

ど支援を強化している。平成１７年度の本学の就職率が，中国地区の国立大学で第1位（「週

刊エコノミスト」ランキング）であった。

(2)  島根のことをもっと知りたい学生と，若者に島根に定住して欲しい島根県の想いをマッ

チングさせる事業として，島根県との共同により「楽しく，まじめに学ぶ島根講座（全６

回）」を実施した。この講座は，多彩な分野で活躍中の県職員等が講師となり，自らの体

験等を講演するほか就職に関する情報提供も行われ，学生の就職に対する支援の一環とな

った。

３ 臨床心理士（常勤カウンセラー）の配置

保健管理センターに常勤カウンセラーとして臨床心理士１名を配置し，心理相談を開始し

た。心理相談に当たるスタッフは，専任教員２名，嘱託講師１名を加え４名となり相談体制

が整備された。これにより心理相談体制の充実強化と保健管理センターの機能強化が実現し，

松江・出雲両キャンパスで延べ約１，９００件の心理相談に当たった。

４ 学生相談システムの充実

昨年度に実施した学生相談専用メールアドレスの開設に引き続いて，修学及び就職関係を

含め学生生活全般にわたる学生情報を集中管理する電子カルテシステムを整備し，学生相談

システムを充実した。運用効果を高めるため指導教員制度のさらなる充実を目指し，「指導教

員の手引き」の改訂版作成を開始した。

５ 「学生が育ち，学生とともに育つ大学」づくり

平成１７年度に検討を重ね，平成１８年４月に発効することとした「島根大学憲章」の前文

には，「学生・教職員の協同のもと，学生が育ち，学生とともに育つ大学づくりを推進する」

と明記している。この大学憲章の作成自体も，その検討ワーキンググループメンバーに各学部

から６名の学生代表が加わり活発な意見交換を行い，原案を作成した。また，学生の視点によ

る，学生が主体となった情報発信の試みとして「広報誌ｂｅ」を作成した。学生の自主組織で

ある学生生活推進会と学生支援課との定期的な懇談や，学生による授業評価及び意見交換会の

実施など，学生の意見を聴く機会を多く設けた。

３ 研究活動の推進

１ プロジェクト研究推進機構を設置し，島根大学の特色ある研究を推進

学部の枠を超えた研究組織として「プロジェクト研究推進機構」を設置し，学内政策的配分

経費を集中的に配分し，研究を推進した。プロジェクト研究推進機構に設置された研究部門は

以下のとおりである。

重点研究部門 中期計画に沿った具体的研究テーマを学際的に推進し，本学の特色ある

研究として発展させ，国際的な研究テーマを目指す研究プロジェクト

（４件）

萌芽研究部門 数人規模の個別テーマや小規模な学際的テーマで，近い将来本学の重点

研究プロジェクトへの発展が期待される研究プロジェクト（５件）

特定研究部門 本学が地域貢献，国際貢献などの目的で政策的に取り組むべき研究プロ

ジェクト（２件）

寄附研究部門 外部からの寄附によって設置される研究プロジェクト（１件）

島根県からの寄附により，「島根県連携新技術研究開発部門」を設置

して，新産業創出のための新機能材料のための開発研究に取り組むプロ

ジェクト

２ プロジェクト研究推進機構重点研究部門で研究成果

(1)  プロジェクト研究推進機構重点研究部門の「健康長寿社会を創出するための医工農連携プ

ロジェクト」の研究チーム（骨加工部品の創製チーム）が『イノベーション・ジャパン２０

０５-大学見本市』で「ＵＢＳスペシャルアワード賞 医療・福祉部門賞」を受賞した。この

賞は，大学ゾーン全出展者の中から専門ジャーナリストが候補を選考し，その中からビジネ

スの可能性を感じる研究成果として選出するものである。

(2)  プロジェクト研究推進機構重点研究部門「健康長寿社会を創出するための医工農連携プロ

ジェクト」の研究チームが島根県特産の西条柿成分を活かし，健康食品に利用する技術を民

間企業等と共同開発し，商品化に成功した。
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３ 法人化後初のベンチャー企業設立

重点研究プロジェクト「健康長寿社会を創出するための医工農連携プロジェクト」のβ-グル

カン研究チームが，パン酵母からβ-グルカンの高純度抽出に成功した。この技術を活用した医

薬品・健康食品の実用化に向けて，平成１７年１２月にベンチャー企業が設立された。

４ 社会・地域との連携，国際交流等の推進

１ 社会連携，地域貢献の取組

(1) 全国都市再生モデル調査事業として「子供と女性を犯罪から守る時空間，公共空間から見

た地域防犯力高度化調査」が採択され，島根大学，警察，松江市川津地区の学校，自治会等

と連携した事業を実施した。

 (2) 本学と松江市，また，本学と雲南市との間で連携・協力し，相互の発展に寄与することを

目的として，それぞれ包括的連携に関する協定を締結した。また，学部単位でも，医学部と

津和野町が地域医療充実へ向けて協定を締結した。

(3) 文部科学省が「目指せスペシャリスト研究開発校」として指定した島根県立出雲農林高校

と，生物資源科学部，ＪＡいずも，島根県農業試験場等の関係団体で担い手育成へ向け協定

を締結し，同校の支援を開始した。

(4) 「スーパーサイエンスハイスクール事業」の指定校である島根県立松江東高等学校に対

して，医学部，総合理工学部及び生物資源科学部が実習や授業を行い，事業の推進に協力し

た。

(5) 附属図書館が関連する機関の協力を得て，生涯学習の支援，地域・市民への公開サービス

の一環として，講演会・シンポジウムを含んだ以下の企画展を開催し，多くの市民の来場が

あり盛況であった。

テーマ，内容 会場 開催日数 参加者

「教育者としての小泉八雲」

（企画展示，講演会・シンポジウム）

附属図書館本館

（松江キャンパス）

９日間 約５００名

「絵図の世界」

（企画展示，講演会）

附属図書館本館

（松江キャンパス）

１２日間 約８７０名

「島根にもたらされた華岡流医術」

（企画展示，講演会）

附属図書館医学分館

（出雲キャンパス）

７日間 約４６０名

(6) 旅行会社との共同企画により，島根大学公開講座「生涯学習ツアー世界遺産シルクロード

を訪ねて」を初めて実施し，大学における事前講座３６名，ツアー１０名（国際情勢により

いずれも希望者が大幅減となった）の参加者があった。

（7）地域住民の生涯学習教育を支援するため，平成１８年度から「医学部市民生涯学習支援室」

（仮称）を設置し，医学部で主催するセミナー等を積極的に地域住民へ広報し地域貢献を図

ることとした。

(8)  島根県の離島である隠岐島において，長年にわたる関係者の要望であった，大学入試セン

ター試験会場を設けることについて，本学と大学入試センター，島根県教育委員会等関係機

関との間で協議を行い，平成１９年度入試から実施することとした。

(9) 経済産業省・資源エネルギー庁が指定する「エネルギー教育に関する研究・実践を推進す

る地域拠点大学」（経済産業省・資源エネルギー庁）に選ばれ，「山陰の地域に根ざしたエネ

ルギー環境教育に関する実践的研究」の取組を開始した。

２ 産学官等の連携

(1) 「地域経済の活性化」，「自然環境共生社会の実現」，「コスト縮減・品質に留意した社会

基盤整備のための技術開発」などについて大学の研究成果を活用するために，国土交通省中

国地方整備局との間で包括的・連携協定を締結した。

(2) 日本弁理士会，島根県，松江工業高等専門学校及び島根大学の４者で全国初の取組として，

知的財産支援協定を締結した。

(3)  産学連携センター知的財産創活部門に専任教員１名を配置し，知的財産創出活用機能の強

化を図った。

(4)  総合情報処理センターに，産業界の協力により実社会と密接に結びついた教育実践の場と

して，「実務的システムラボラトリー」を組織することとした。あわせて，学外の研究者が

総合情報処理センターの活動計画に基づいて，教育及び研究指導に従事できるよう客員研究

員及び協力研究員制度を設けた。

３ 国際貢献・交流の取組

 (1)  本学の国際化及び国際交流の推進に向けて，学生交流部門と学術交流部門からなる「島

根大学国際交流センター」の設置について検討を行い，平成１８年４月に設置することと

した。

（2） 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の円借款による「中国・内陸部人材育成事業」と連携し，中

国寧夏大学と島根大学との国際共同研究所を中国寧夏回族自治区に設置した。これを記念

して，中国及び日本両国において開設記念シンポジウムを実施したほか，研究者の受入れ

（１５名）等の研究交流を積極的に行った。

(3)  中国で日本の法律を学ぶコースを初めて開設した山東大学との交流協定締結に基づいて，

聴講学生７名を受入れて日本法を学ばせるとともに，教育プログラムの共同開発や共同研

究を開始した。

(4) 医学部への留学生及び外国人研究員等の増加に対応するため，出雲地区にある島根大学職

員宿舎の一部（１０戸分）を用途変更し，島根大学国際交流会館出雲の天神分室として留学

生等の宿舎用に整備した。

５．附属病院におけるサービス向上の取組

(1) プライバシーの保護

患者さんのプライバシーを守るために内科外来の中待合室を廃止すると同時に，診察室の

拡張，バリアフリードアへの改修を行い好評を得ている。また，十分なスペースと個室性を

持った車椅子トイレ及び患者相談室を設置し，患者満足度を上げるとともに個人情報保護を

徹底した。また，平成１８年度のプライバシーマーク取得に向けて具体的な作業を開始した。

(2) 人間性豊かな思いやりのある医療人の育成

① 「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」で当院から申請し採
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択された「夢と使命感をもった地域医療人の育成－日本版ＷＷＡＭＩプログラム－」によ

り平成１８年２～３月にかけて，延べ４８名の指導医，研修医等を米国医学教育視察に派

遣した。現地での実地体験により本計画の目的とする意識改革が達成され，病院における

臨床教育に新風が吹き込まれることとなった。

② 従来，診療科単位にアウトカム評価なく配分されていた研究医療費を病院医学教育研究

費として，病院の活性化に役立つ研究に配分することとし，感染対策研究やインシデント

研究など２０テーマを採択し成果を得た。また，人材育成経費もこの中に含めコメディカ

ルスタッフの専門的な資格取得のための支援を行った。

③ 登録医に対する開放型病床を継続し，地域医療機関の主治医と病院主治医等が治療法な

どについて直接話し合えるシステムを構築しており，生涯教育に役立つと共に患者さんに

も好評である。

(3)  患者サービス向上への取組

① 地域医療機関から直接初診予約が出来る画期的な「初診紹介患者予約サービス」を７月

から導入した。初診の待ち時間が大幅に短縮され，大変好評で紹介予約が増加し続けてい

る。

② 現金を持参しなくても済むクレジットカードでの支払いが可能なシステムを導入し，ま

た自動支払機の設置により利便性を図り，支払いの際の手間と時間の短縮を図っている。

③ 患者図書室に外部資金を充当して一般向け医学関係雑誌を約５８０冊購入し内容を充実

した。また，出雲市図書情報センターとの貸借システムを導入し，患者図書室の一層の充

実を図った。

６．その他

１ 島根大学同窓会連合会の設立

島根大学と各学部等の同窓会との連携を目指した島根大学同窓会連合会（仮称）設置に向け，

検討を行い，平成１７年１２月に「島根大学同窓会連合会」が設置された。

２ 島根大学ミュージアムの設置

島根大学における標本資料類などを大学所有の有形知的財産として位置づけ，それらを収集，

整理・保管及び調査研究をしたうえで，展示公開などによる教育，普及啓発，情報発信の促進

及び地域貢献などを行う目的で「島根大学ミュージアム」（仮称）の設置に向けた検討を行った。

検討結果を踏まえ，既存の埋蔵文化財調査研究センターを発展的に解消し，「島根大学ミュージ

アム」を平成１８年４月に設置することを決定した。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化

１ 運営体制の改善に関する目標

中

期

目

標

① 学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的な支持と創意工夫を結集して，総合大学としての自

立的かつ機動的な大学運営を行う。

② 教員と事務職員等が一体となり，共同して業務運営が行える体制を整備，強化する。

③ 法人の持つ学内資源（資産，財源，人員等）を，全学的な視点に立って戦略的に運用し，法人全

体の個性ある魅力的な大学を創造する。

④ 学部等の運営について機動性と戦略的な視点から効率化を図る。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１４３】

学長は，法人の運営体制の点

検を平成１８年度末までに行

い，必要な改善を行う。

【１４３】

法人化後の大学運営体制及び

年度計画執行の全学管理方法に

ついて，総合企画室において点

検し，必要に応じて改善する。

Ⅳ 「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（平成１７年６

月国立大学法人評価委員会へ提出）作成過程において，①学長を中心と

した経営戦略・意思決定システムの確立，②全学委員会方式からセンタ

ー方式への移行，③研究費や人件費の戦略的配分等について分析・整理

したことにより，法人化後の運営体制に関する自己点検・評価につなが

った。これらの報告書はホームページにより学内外へ公表した。

国立大学法人評価委員会による評価結果を受けて，役員会において指

摘事項及び課題を整理し，経営協議会・教育研究評議会へ報告するとと

もに，改善策の検討を開始した。特に大学院博士課程の学生充足率アッ

プについては緊急の課題とし，「新時代の大学院教育（答申）」の役員に

よる勉強会（１１月）及び文部科学省担当事務官を招いて学内教職員向

けの講演会（２月）を実施するとともに，各研究科においても具体的な

対策について検討し，学生募集のＰＲの強化や入学者選抜方法の改善を

行った。その結果，平成１８年度入学者数が増加し，一定の改善が図ら

れた。

法人化後の運営体制について，以下の検討課題を総合企画室会議に提

示し，検討に着手した。（①役員会，副学長懇談会，ブレーン会議の役割・

運営体制，②全学委員会の見直しとセンター方式の検証，③事務機構の

見直し，④役員会，教育研究評議会と学部等の関係，⑤松江キャンパス

と出雲キャンパスの連絡調整，⑥役員会の下に置かれている各種会議の

あり方）

上記の検討等を経て，以下のとおり改善及び平成１８年４月から改善

を具体化する体制を作った。

① 学長のリーダーシップによる戦略的企画の策定・実施，全学的課

題のマネージメント，スポークスマン機能・秘書機能の充実を図る
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ため，学長室を設置することとした。

② 総務担当理事として事務局長を充て，各理事の下に部長を配置す

る部長制を敷き，日常業務は部長が掌理することとし，総務担当理

事が事務組織を総括する体制をとり，効率的な業務運営が可能な組

織再編を行なった。

③ 附属病院の規模，特に財政規模の大きさ，特殊性を考慮し，責任

ある立場で大学運営に当たるため，医学部附属病院長を医療担当理

事とすることとした。

④ 大学運営の円滑化を図るための連絡調整を行う場として，各副学

長のみで開催していた副学長懇談会を，重要事項について実質的な

協議も行なえるよう，各部長も陪席の上で実施する常任理事懇談会

に改めた。

⑤ 各部局との連絡調整を行なうのみであった部局連絡会議を，部局

間にまたがる事項について実質的な協議が行なえるよう，各副学長

を正式な構成員とした部局連絡協議会に改めた。

⑥ 各理事（副学長）の下に，それぞれ部長(事務職員)を置くととも

に，常任理事懇談会に出席させ，課題を共有し，機動的に対応でき

る体制とした。また，部の下に置く課を再編するとともに，相互援

助，後継者養成，事務負担の平準化を進めるためグループ制を導入

することとした。

⑦ 本学の教育，研究，管理運営等の評価の基本方針を策定するため，

大学評価評議会を設置した。

⑧ 学生の就職・進路選択及び就職活動を円滑に推進し，全学的立場

から支援するため，キャリアセンターを設置した。

⑨ 本学における国際化・国際交流の推進に係る事業の企画・立案及

び派遣留学生への支援を行うため，国際交流センターを設置した。

中期計画の進行管理について，１０月に年度計画の項目ごとに中間報

告を求め，進行状況や問題点の把握に努めた。

平成１８年度計画の策定にあたって，平成１７年度分の中間報告を踏

まえ，担当課へヒアリングを行い，最終案をとりまとめた。

【１４４】

統合後間もない状況をふまえ

つつ，医学部と他学部の関連組

織の調整，再編をさらに進め，

全学一体となって，合理的かつ

機動的運営を可能にする環境を

整備する。

【１４４】

部局連絡会議において，部局

間の連携・連絡調整を行う。

また，役員会，経営協議会等

の議事については，会議後速や

かに各部局へ周知し，必要に応

じて役員と部局長との懇談会を

開催するなど，全学の連携協力

Ⅲ 平成１８年３月，部局連絡会議を部局連絡協議会に改め，従来からの

連絡調整機能に加え，部局間の重要事項を審議・決定するなど，実質的

な協議を行う体制とした。

出雲と松江間の移動を軽減するため，各種会議等はテレビ会議システ

ムを活用している。また，テレビ会議システムの利用度を高めるため，

会議目的以外の使用については，原則としてシステムが設置されていな

い会議室を使用するよう申し合せた。
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体制を整備する。 松江，出雲両キャンパスを対象として開催した講演会，研修会，報告

会などは，遠隔講義システムが利用できる講義室を使用した。

役員会，経営協議会等の議事については，会議後速やかに各部局へ周

知している。議事要録についてはホームページで公表している。

【１４５】

企画戦略部門を担当する副学

長のもとで，中期計画執行の総

括的管理体制を確立し，情報収

集・伝達体制を整備するととも

に，計画遂行に向けて，教員・

職員の資質の向上及び学内諸組

織の活性化を図る｡

【１４５】

総合企画室に「部局等連絡会

議」を置き，効率的な情報収集・

伝達を行い，中期計画執行に向

けてより機動的で円滑な全学的

体制を構築する。

Ⅲ 総合企画室に部局等連絡会議を設置すべく検討に入ったが，既に検討

中であった事務組織改革に関連して，総合企画室の業務内容についても

見直すこととなり，当面，部局等連絡会議の設置を見送り，既設の会議

等を活用しながら中期計画の執行に当たった。

見直しの結果，総合企画室では，中期目標・中期計画に関する業務を

担当しないこととなったため部局連絡会議を設置しないこととした。

【１４６】

業務の適切な執行を点検する

ために，監査室を設置し，自主

的な内部監査機能を充実させ

る。

【１４６】

内部監査機能の充実を図るた

め，監査室の体制等について見

直し検討する。

Ⅲ 事務機構改革推進会議において事務機構再編の検討を行い，監査室の

体制について，より内部監査機能の充実を図るため，学長直属の組織と

して設置することとした。（平成１８年度から実施）

【１４７】

平成 16 年度末までに企画室

を設置し，戦略的・全学的企画

機能を充実させる。

【１４７】

総合企画室において，組織・

制度・施設・運営等に関する施

策の具体化，将来構想の検討を

行う。

Ⅲ 法人化後の運営体制について，以下の検討課題を総合企画室会議に提

示し，検討に着手した。

・組織⇒学部，研究科，事務機構及び役員組織等の見直しと将来計画

・制度⇒事務処理方法，給与，財務等

・施設⇒施設の現状把握，スペースの配分計画，整備計画

・運営⇒全学委員会の点検・見直し，役員会等各種委員会と業務処理

の関係の整理

上記の検討等を経て，本報告書【１４３】記載のとおり改善した。

総合企画室において「危機管理体制に関する基本的な考え方」及び「危

機管理指針」を作成し，平成１８年３月の役員会を経て制定した。

島根大学の使命，本学が養成しようとしている人材像，将来像の指針，

改革の方向性，大学の存在意義を学内外へ明確に示すため「島根大学憲

章」を策定した。策定に当たっては，大学憲章制定委員会の下に学生も

加わったワーキンググループを設け，全学一体となって検討を行った。

また，憲章の素案をホームページに掲載したり，同窓会等に提示し，意

見募集を行うなど，多方面からの意見を聴取した。

コラボ産学官（東京オフィス）のあり方について検証し，特別正会員

から法人正会員に参加資格を変更することとした。
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【１４８】

執行体制の明確化と効率的・

機能的運営能力の向上のため

に，従来の委員会方式から，全

学的視野に立って計画・実施に

責任を負うセンター方式に計画

的に移行させ，理事の業務分掌

による執行責任体制を確立す

る｡

【１４８】

16 年度に設置したセンタ

ー・室については，全学的な施

策についての企画立案機能を高

め，自立的な大学運営に資する

ための専門的業務を遂行する。

17 年度末までの設置を予定

している就職支援センター（仮

称）について，位置付け・役割・

構成等を検討し，準備が整い次

第設置する。

Ⅲ 平成１６年度に設置した各センター・室の現在の運営状況等を把握す

るため，以下の報告等に基づく点検・評価を行った。各センターごとの

業務実績は【１５９】に整理したが，専任教員の配置を含めた運営体制

が整備され，企画・立案・実施など，それぞれ当初の目的どおり運営さ

れており，専門的業務が円滑に遂行されている。

・国立大学法人島根大学の平成１６年度に係る業務の実績に関する報告

・監査室による業務監査報告

・大学評価基準に対する現状調査（各部局ごとに作成）

・平成１７年度計画の進行状況（中間報告）の取りまとめ

平成１７年度中に設置することとしていた就職支援センター（仮称）

については，キャリア教育と就職支援の両面を担う総合的なセンターと

しての機能を強化するため，「キャリアセンター」に名称変更したうえで，

設置計画をまとめ，平成１７年１０月に設置し，専任教員の選考を行っ

た。

【１４９】

大学構成員のすべての力量を

法人の運営に活かすために，必

要に応じて，教員と事務職員等

が一体となって委員会を構成す

る等，計画立案・執行に参画す

る場を広げる。

【１４９】

平成 16 年度に行った専門的

研修への派遣状況及び必要とす

る専門的研修の調査結果を元

に,体系的な要員養成計画を検

討する。

専門性を要求される職員の配

置計画について,事務組織整備

検討プロジェクトチームの検討

結果を踏まえて検討する。

Ⅲ 事務局長を事務職員のトップとして配置していたものを，平成１８年

度から総務担当の理事として大学運営により責任を持って参画すること

となる役員（理事兼総務担当副学長・事務局長）とすること並びに事務

組織の整備を行った。

平成１７年度に設置した委員会等のうち，ハラスメント対策委員会等

については教員と事務職員等が一体となって計画立案・執行に参画する

組織構成とし，平成１６年度に引き続き大学構成員のすべての力量を法

人の運営に活かす取り組みを進めている。

また，男女共同参画推進計画を策定するための男女共同参画推進コア

会議については担当役員の下に教員と職員が対等の立場で検討メンバー

として参加し，提案書の作成に当たった。今後は，同様に委員会構成の

みでなく，その前段階から教員・事務職員が一体となって企画・立案す

る体制を進めることとした。

・ハラスメント対策委員会（教員＋総務部長）

・生物資源科学部人件費管理委員会（教員＋事務長）

・生物資源科学部環境マネジメントシステム対応委員会

（教員＋事務長）

・男女共同参画推進コア会議（教員＋事務局長，総務課長，人事課長）

また，教員と事務職員等が一体となって計画立案・執行に参画するに

は，事務職員等においても各人がスキルアップする必要があり，平成１

６年度に派遣したマネージメント研修等を踏まえて，専門職能集団とし
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ての事務組織の構築に向けて以下の検討を行った。

・特に専門的知識・能力の必要な部署の検討（ヒアリング実施）

特許等知的財産を取り扱う部署，病院経営に直接影響を及ぼす医

療情報管理部門及び医療事務部門，財務・経営分析部門，人事・労

務マネージメント部門等を抽出

・人事異動の期間，系等の検討（ヒアリング実施）

人材育成に必要な期間と人事異動のスパンについて（医療事務に

ついての専門的職員の育成について）

系統的要員養成（広い視野を持ちながらスペシャリストとして育

てる方策）

・後継者や要員の養成に適した組織の見直し（事務機構改革推進会議

での検討）

事務組織整備検討プロジェクトチームの検討結果を踏まえ，従来

の細分化された事務組織を見直し，平成１８年度からグループ制を

導入・試行することとした。

【１５０】

学内環境整備，図書館業務，

福利厚生施設の運営等に，学生

が参画できる制度を整備する。

【１５０】

学内環境整備，図書館業務，

福利厚生施設の運営等に，学生

が参画できる制度を整備する。

Ⅲ 島根大学環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）実施委員会に，学生委

員２名を加えた。平成１８年度からは松江キャンパスでは３名にするこ

ととしている。

ＥＭＳ活動を学生（ＥＭＳ各作業部会所属・内部監査員，SＯEＣ（学

生サークル）等）と共に取り組み，３月に松江キャンパスではＩＳＯ１

４００１の認証を取得した。

学生とともに，学生センター南側及び玄関付近にプランター等を置き，

憩いの場所を作り，継続的に管理している。

各学部等が夏季に実施する学内環境整備作業に教員・事務職員・学生

が一体となって取り組んだ。

図書館業務に１０名（本館７名，分館３名）の学生が参加した。

学生とともに，野球場，陸上競技場，学生寮等の除草作業及び課外活

動共用施設の不要物品等の片付けを行った。

【１５１】

法人の中長期的な経営戦略や

中期目標・計画の遂行のために，

学長のリーダーシップのもと

で，評価をふまえた学内資源の

有効活用を行う。

【１５１】

評価室において，学内資源の

有効活用に関する問題点等の洗

出・整理・分析を開始する。

総合企画室において，全学的

視点による重点経費の配分及び

大学が持つ経営資源（資金，人

材，施設，設備等）の有効活用

Ⅲ 大学評価評議会を設置し，４回の会議を開催し，本学の評価の目的，

評価の種類，評価結果の利用等の基本方針を定めた。学長及び部局長は，

評価結果の利用方法の方針の一つとして本学の資産配分に利用すること

とした。
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のための体制・ルールづくりを

行う。

【１５２】

予算配分については，全体の

基盤となる教育・研究を対象と

した「基盤的配分」に加えて，

評価システムに基づく「評価（競

争的）配分」及び教育・研究・

社会貢献等の計画的な育成のた

めの「政策的配分」を行う。

【１５２】

平成 16 年度予算・決算の分析

を行い，評価システムに基づく，

平成１８年度予算配分基準の策

定に反映させる。

Ⅲ 平成１６年度予算・決算の分析結果を反映させた，平成１８年度予算

編成方針を策定した。

また，各セグメントに対し「平成１６年度予算についての執行状況と

評価」及び「平成１８年度予算編成に関する要望事項」についてヒアリ

ングを実施し，その結果を踏まえ，平成１８年度予算編成方針及び平成

１８年度予算編成基準を策定した。

なお，評価（競争的）配分経費については１／２を留保し，評価方法

確定後に平成１８年度予算配分に反映させることとした。

【１５３】

全学的人件費枠を使って，教

育・研究の活性化のために人的

資源の流動化を進める。

【１５３】

大学全体の人件費から戦略的

に運用できる枠を確保し，より

有効な人的資源の流動化策を検

討する。

Ⅲ 新センターは，法人化後の拡大する自主性・自立性に対応し，権限と

責任の所在の明確化を図り，機動的な大学運営が実行できるよう従来の

委員会方式に代わり設置されたもので，大学運営に関する全学的業務を

行うもの。この新センターに採用される専任教員には任期制を導入する

など人的資源の流動化を促進している。

新センター構想に基づく評価室，教育開発センター，入試センター，

キャリアセンター，並びにプロジェクト研究推進のために設置した寄附

研究部門及びプロジェクト研究推進機構（重点研究プロジェクト）に新

たに任期制を導入し，このうち，平成１７年度には評価室に１名，重点

研究プロジェクトに研究専念教員１名を配置し，教育開発センターに１

名，キャリアセンターに１名の専任教員の選考を終えた。

【１５４】

平成 17 年度末までに，学部の

意思決定の迅速化を図るための

組織（代議制［教員会議］（仮

称）・企画委員会・副学部長の設

置等）及び実施方法について検

討を行い，可能なところから実

行する。

【１５４】

各学部等の迅速な意思決定の

仕組み・運営体制について，各

部局の現状を踏まえ，必要に応

じて見直す。

Ⅲ 従来，副学部長については，各学部教授会の定めるところにより置く

ことができるものとしていたが，平成１８年４月から，全学ともにこれ

を置くこととした。また，その職務を「学部長の職務のうちからあらか

じめ定める範囲内の業務を処理する。」と規定するなど，運営体制を強化

した。

学部によっては，副学部長を４名としたり，副学部長（２名）と評議

員（２名）による重要な課題の分担，更には学部事務長を加えた執行体

制により，学部運営の強化を図った。

ウェイト小計



島根大学

79

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化

２ 教育研究組織の見直しに関する目標

中

期

目

標

① 組織の改組転換を含め，教育機能，研究機能を再検討し，教育研究の進展や社会的要請に柔軟に

対応する。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１５５】

（法務研究科）

法務研究科は、設置２年度目

の自己点検を行い、教育課程の

拡充実施を図る。

Ⅲ

＜法務研究科＞

平成１６年度の自己点検・評価報告と外部評価を実施した報告書を公

刊するとともに，設置後５年以内に実施する第三者認証評価に向け，そ

の準備的段階のトライアル評価である法務研究財団による評価を受け

た。このトライアル評価に向けて自己点検報告書を作成し，またこのト

ライアル「評価報告書」（平成１８年３月）の指摘に沿い教育課程の拡充，

関連規則の改定を図った。

教育課程において整合性のとれた履修を可能にするため，カリキュラ

ム編成上の改善を図るとともに，科目担当教員の再配置の実施計画を策

定した。

設置理念・目的に沿った組織的な教育課程の編成と客観的で厳格な成

績評価の実施に向けてファカルティ・ディベロップメント及び教員への

指導を行い，改善を図った。

【１５５】

平成 16 年度に設置された山

陰地域に根ざす法律家を養成す

るための法科大学院を定着さ

せ，平成１９年度にその再点検

を行い充実を図る。また，平成

16 年度に改組した法文学部及

び大学院人文社会科学研究科を

それぞれ平成２０年度及び平成

１８年度に再点検し，これらの

一層の充実を図る。

（法文学部）

法文学部の改組第一年度の成

果と課題を検証し，16 年度に引

き続き検討を進める。

Ⅲ

＜法文学部＞

法文学部及び人文社会科学研究科の改組後の検証作業を，全部局を対

象として実施した「大学評価基準に対する現状調査」（第１回試行）に合

わせて実施した。

その際，認証評価基準の全項目を，学科代表会議他の各委員会に分担

し，学部を挙げての作業として実施した結果，２００項目について現状

評価を終えた。

平成１８年度は，この試行に基づき，改善策を講じるとともに，第２

回試行を実施する。
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【１５６】

教育学部は，山陰地域におけ

る唯一の教員養成専門学部とし

て，「１０００時間教育体験学

修」等を柱とする斬新な教育課

程を編成して，２１世紀の教育

改革を担う高度専門職業人とし

ての義務教育教員の養成を行

う。

【１５６】

（教育学部）

学年進行に対応して新規開講

する科目等を中心に，次の諸点

について検討する。

①教員養成カリキュラムの実施

状況，教師としての資質形成に

資する内容の精選等について

②「１０００時間体験学修」の

実施状況および組織のあり方

③教員，学生の両者が行う地域

貢献活動の成果

Ⅲ ＜教育学部＞

「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成ＧＰ）に，

「戦略的 FD による資質向上スパイラルの実現－地域教員養成基幹学部

のミッションを達成する「協同」の構築－」が採択され，教員養成教育

の一層の拡充を図る環境が整った。

「教員養成ＧＰ」において計画した，「教育学部附属ＦＤ戦略センター」

を１０月に立ち上げ，教員養成カリキュラム改善，授業改善，学生指導

に活用する「ＰＲＯＦＩＬＥ ＳＨＥＥＴ」開発等の事業に着手した。

ＦＤ研修会を定期的に開催し，現在学年進行中の教員養成特化型学部

の教育活動全般にわたる点検・評価を開始した。

１０月に，「教職系専門職大学院（教職大学院）」設置検討ＷＧを設置

し，「教職大学院」整備に関する検討を進めた。

【１５７】

医学部は，医療人養成教育シ

ステムの改革を図り，最先端医

療・地域医療・難病医療等に貢

献する国際的な研究拠点の構築

を図るための教育・研究組織の

改組を推進する。

【１５７】

（医学部）

「医学部の今後のあり方」に

関しての学部としての基本方針

についての全階層の教員からの

意見の集約作業と全学部レベル

での意見交換を進め，その大要

を策定する。

Ⅲ ＜医学部＞

昨年度から実施してきている「医学部の今後のあり方」に関しての医

学部全教授を対象にしたアンケ－トの回答が３０名の教授より寄せられ

たのを受けて，それらを冊子の形で配付するとともに，医学部のホーム

ペ－ジにも公開して，医学部の全階層の教員間の意見交換を進めている。

また，今回集められた回答については，ＫＪ法による解析を加えるこ

とにより，医学部の教授の「医学部の今後のあり方・教育研究組織の改

組」に関しての考え方の全容を探るべく，その一連の作業も鋭意進めた。

先ず，手始めに看護学科の教授から寄せられた看護学科の教育研究組織

改組についての意見をＫＪ法により解析したところ，看護学科での教育

研究組織改組に関わる諸問題が浮き彫りにされ，今後の取り組みを進め

る上でこの様な解析法が大いに有用であることが確かめられた。
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【１５８】

（総合理工学部）

JABEE コースの認定取得を目

指して，学科・講座の教育理念・

目標を点検し，カリキュラムや

対応体制の整備について，さら

なる検討を続ける。

Ⅲ ＜総合理工学部＞

物質科学科では現行カリキュラムの問題点の点検と改良，教育目標の

点検，学生への周知・指導体制の強化，シラバスの改善，教員相互の授

業参観，卒業生対象の授業アンケート等を実施した。

地球資源環境学科では JABEE 中間審査をうけてシラバスやカリキュ

ラムの充実を図った。

数理・情報学科の情報分野では授業資料チェックの改善，カリキュラ

ムの点検と改善，学生の指導体制の強化および授業公開等を行った。

電子制御システム工学科では JABEE 審査をうけて学習・教育目標の

改善を行った。

材料プロセス工学科では教育目標の作成，カリキュラムの変更，学生

支援体制の強化と資料収集体制の整備，教員相互による授業評価等を行

った。

【１５８】

総合理工学部及び生物資源科

学部は，学科・講座の設置理念・

目標を点検し，教育組織・研究

組織のあり方を検討する。

（生物資源科学部）

点検した各講座，附属生物資

源教育研究センターの設置理

念･目的に基づいて，カリキュラ

ムを改革し，平成１８年度入学

生から適用する。

Ⅱ

＜生物資源科学部＞

改組・再編検討委員会を設置し，２２回（延べ４４時間）会議を開催

し，鋭意検討を重ねてきたが学科再編の合意に至らず，カリキュラムの

大枠策定にとどまっている。

【１５９】

各種センターについては，法

人への移行期から「外国語教育

センター」をスタートさせるの

をはじめとして，「大学教育開発

センター」，「国際交流センタ

ー」，「企画室」，「評価室」，「入

試センター」，「就職支援センタ

ー」，「産学連携・支援センター」

等を順次設置する。各センター

の主な機能は以下のとおり。

【１５９】

Ⅲ 平成１７年度末までに設置を計画していた就職支援センター（仮称）

については，「キャリアセンター」として平成１７年１０月に設置した。

国際交流センターを平成１８年４月に設置することを決定した。

また，法人化後に新たに設置したセンターの状況については以下のと

おりである。（なお，センターごとの自己評定を（ ）書きで記載してい

る。）
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・「外国語教育センター」；学生

の外国語運用能力向上のための

教育プログラムの開発実施，外

国語教育に関する学部間の調

整，外国語教育を通した地域貢

献・国際貢献等

（外国語教育センター）

外国語教育に責任をもつセン

ターとして，大学の中期目標・

中期計画期間中のセンター独自

の行動計画を策定・実施し，セ

ンター活動の充実を図る。

(Ⅳ)
○外国語教育センター（平成１６年４月設置）

センター独自の中期目標・中期計画に沿って，外国語教育に係る諸活

動を推進している。

① 学生指導については，さらに強化を図り，外国語教育センター・

ワークステーションにおける教員常駐制度を維持し，日常的な指導

を行なうとともに，英語及び韓国・朝鮮語に関し留学を希望する学

生対象の特別プログラムの実施，ドイツ語・フランス語の検定試験

対策の特別プログラムの実施など，新しい取り組みを行った。独自

の学生との懇談会も平成１８年２月に実施した。

② 高大連携の新しい形として，私立出雲北陵高校と連携を図り，英

語教育プログラムを実施した。 その他，地域貢献のニーズ調査のた

めに，平成１８年３月末に県内の各自治体，小学校・中学校・高校，

企業等のアンケートを行った。

③ 外国語教育センターのホームページの充実をはかるとともに，外

国語教育センターのパンフレットを作成した。また，広報誌の発行

を予定しており，広報活動にも力を入れている。

④ 「平成１６年度外国語教育センター活動報告書」の作成や「島根

大学外国語教育センタージャーナル」の発刊などによって，平成１

６年度における教育研究活動を総括した。

・「大学教育開発センター」；フ

ァカルティ・ディベロップメン

ト（ＦＤ）の計画・実施，教育

の成果・効果の検証及び全学の

共通教育の企画・調整等

（教育開発センター）

センターを中心にして大学教

育に関する課題意識を全学的に

共有し，ファカルティ・ディベ

ロップメント（FD）の計画・実

施，教育の成果・効果の検証・

評価及び全学にわたる教育の企

画・実施・調整等の活動を推進

する体制を整備する。

(Ⅲ)
○教育開発センター(平成１６年１２月設置)

教育開発センターでは，中期目標・中期計画に沿って全学の教育改革

に係る諸活動を推進している。

任期付専任教員の再任手続きに関する細則及び再任基準等に関する要

項を定め，専任教員の公募・選考を行い，平成１８年４月に着任するこ

ととなった。

・「国際交流センター」；国際学

術交流に関する事業の企画・推

進と留学生受入・支援・派遣体

制の整備等

（国際交流センター）

国際交流センター設置計画

（案）を策定するとともに，セ

ンター関係規則を整備する。

(Ⅲ)
○国際交流センター（平成１８年４月設置）

全学委員会である国際交流委員会の下に設置した国際交流センター設

置特別委員会が中心となり，「国際交流センター設置計画（案）」及び同

センターの関係規則（案）を策定し，平成１８年３月役員会等で審議了

承され，平成１８年４月，同センターを設置することとなった。
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・「企画室」；中期目標・計画，

年次計画の全学調整，法人運営

に関する重要事項の調査・研

究・企画，大学改革の推進等

(Ⅲ)
○総合企画室（平成１６年１０月設置）

現在，教育評価，研究評価等の評価については，大学評価評議会策定

の基本方針に基づき，評価室において評価基準，評価方法などの評価シ

ステムを検討しており，その実施を踏まえて，更に教育研究組織の改善

に係る調査・研究・企画を進めることとしている。

一方，国立大学法人評価委員会による評価結果等を受けて，本学の運

営等に関する問題点等を分析・検討し，本報告書【１４３】記載のとお

り改善策を講じた。

・「評価室」；大学評価にかかる

情報収集，評価システムの開発，

分析評価，評価の活用に対する

サポート等

（総合企画室・評価室）

教育評価・研究評価・学内資源

活用状況の評価等を踏まえて，

教育研究組織の問題点等の情報

を収集する。

(Ⅲ)
○評価室（平成１６年１０月設置）

評価室に設置したデータベースシステム構築プロジェクトチームによ

り大学独自のシステム開発を進め，大学評価情報データベースシステム

の一部である教員情報入力システムの開発を行い，入力のテストランを

実施した。

専任教員の公募選考を行い，平成１７年１２月に１名配置した。

・「入試センター」；入学試験の

企画，広報，実施，評価，改善

等

（入試センター）

発足した「入試センター」に

ついて具体的進捗状況を検討

し，システムとして更なる改善

を図る。

(Ⅲ)
○入試センター（平成１６年１２月設置）

入試の企画広報・実施・評価改善等の活動を推進している。

大学及び大学院入試の情報開示について，全学的な統一基準を定めた。

入試センター専任教員（１名）を公募した。

専任教員（任期付）の再任手続きに関する細則及び再任基準等に関す

る要項を定めた。

・「就職支援センター」；就職の

開拓，就職相談，就職教育の企

画･実施，就職情報の整理･活用

等

（就職支援センター（仮称)）
平成 17 年度中に就職支援セ

ンター（仮称）を設置し，就職

支援の強化を図る。

・ メール通知機能を活用し，セ

ミナー，ガイダンス等の周知徹

底を図る。

・ 相談員を配置し，常時就職相

談できる体制を整える。

・ 就職ガイダンスをカリキュラ

ムとして立ち上げるように，全

学就職委員会で検討する。

(Ⅲ)
○キャリアセンター（平成１７年１０月設置）

低学年からの就職に関する意識付けと，より細やかな就職支援を組織

的に行うため，当初計画していた「就職支援センター」（仮称）を「キャ

リアセンター」として１０月に設置し，専任教員の選考を行い，平成１

８年５月に着任することとなった。

キャリアセンターの設置を受け，就職支援の強化について検討を開始

した。

「ジョブカフェしまね」による就職相談を定例化（相談員１名 毎週

水曜日１３時３０分から１７時３０分 於：学生センター）して行った。

就職ガイダンス等について，メールによる連絡，参加啓発等を行った

結果，参加者が大幅に増加した。

平成１６年度 実施回数 １５回 参加者数 ２，１４７名

平成１７年度 実施回数 １８回 参加者数 ３，１８９名
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・「産学連携・支援センター」；

産学連携活動支援，リエゾン機

能強化，知的財産創出・管理・

活用等

（産学連携センター）

16 年度に達成済みのため，17
年度は年度計画なし

(Ⅲ)
○産学連携センター

① 産学官連携コーディネーター，教員及び客員教授による企業訪問を

実施した（シーズ紹介とニーズ収集）

② 研究者情報を作成し，ホームページに掲載し公表した。

③ 産学交流会を開催し，シーズの紹介を行った。

④ 高度技術研修を実施した。

⑤ 知的財産創活部門に専任教員を配置した。

⑥ 知的財産取り扱い体制の見直しを行った。

⑦ 日本弁理士会，島根県，松江工業高等専門学校と「知的財産権の活

用による産学連携の推進と産業振興施策等への支援に関する協定」を

締結した。

【１６０】

センター方式に移行するまで

の間は，当該業務担当の副学長

の責任を明確にした上で，関係

する既存の委員会で上記機能を

担うこととし，学内合意と創意

工夫により条件が整ったところ

から速やかにセンターへ移行す

る。

【１６０】

新設センター・室へ移行がス

ムーズに行われているか検証す

る。

Ⅲ 平成１６年度に設置した各センター・室の現在の運営状況等を把握す

るため，以下の報告等に基づく点検・評価を行った。各センターごとの

業務実績は【１５９】に整理したが，専任教員の配置を含めた運営体制

が整備され，企画・立案・実施など，それぞれ当初の目的どおり運営さ

れており，移行はスムーズに行われた。

・国立大学法人島根大学の平成 16 年度に係る業務の実績に関する報告

・監査室による業務監査報告

・大学評価基準に対する現状調査（各部局ごとに作成）

・平成１７年度計画の進行状況（中間報告）の取りまとめ

平成１７年度中に設置することとしていた就職支援センター（仮称）

については，キャリア教育と就職支援の両面を担う総合的なセンターと

しての機能を強化するため，「キャリアセンター」に名称変更したうえで，

設置計画をまとめ，１０月に設置した。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化

３ 人事の適正化に関する目標

中

期

目

標

① 教員の活動に対する一元的に管理された多面的評価システムを構築する。

② 教育研究を一層活性化させるために，教員の流動性を向上させるとともに，有能で多様な人材の

登用を推進する。

③ 事務職員の専門性等の向上のため，必要な研修機会を確保するとともに，他大学等との人事交流

に配慮する。

④ 教職員の処遇に本人の業績を適切に反映させる。

⑤ 教職員の人権意識，職場倫理及び社会的信頼をより一層向上させる。

⑥ 教職員が働く環境を改善する。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１６１】

「評価室」は，教員の教育，

研究，社会貢献，国際貢献，管

理運営等における諸活動を考慮

し，多面的に評価するための評

価基準を策定する。

【１６１】

大学評価情報データベースに

よる教員活動の多面的評価に基

いた人員配置を行う上での問題

点等を調査・検討する。

Ⅲ 大学評価評議会において，教員の諸活動，「教育」，「学術・研究」，「医

療」，「社会貢献」，「組織運営」の５領域における全学基準骨子の原案を

策定した。

【１６２】

教育・研究活動の活性化を図

るため，全学的に運用できる人

件費枠を確保し，流動化を促進

させる。

【１６２】

全学的な人件費を活用し，教

育研究を一層活性化できるよ

う，教員の流動性を高めるため

の計画・方策を検討する。

Ⅲ 教員の流動性を高め教育研究を活性化するため，新センター構想に基

づく評価室，教育開発センター，入試センター，キャリアセンター，並

びにプロジェクト研究推進のために設置した寄附研究部門及びプロジェ

クト研究推進機構（重点研究プロジェクト）に新たに任期制を導入した。

新センター以外の既存の部局等では，医学部医学科，医学部附属病院，

保健管理センター出雲，産学連携センター，総合科学研究支援センター

（実験動物分野及び生体情報・ＲＩ実験分野）に任期制を導入しており，

それぞれの部局等の任期制適用率は医学部医学科が７３％，医学部附属

病院が７４％，保健管理センター出雲が１００％，産学連携センターが

１００％，総合科学研究支援センター（実験動物分野及び生体情報・Ｒ

Ｉ実験分野）が６７％である。

有能で多様な人材の登用策の一つとして，財政改革検討会議を設置し，

人事・給与制度ＷＧで年俸制の導入についての課題の洗い出し等の検討

を開始した。
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【１６３】

教員採用は公募によることを

原則とする。公募は可能な限り

外国へも行う基準を確立する。

【１６３】

学部等への調査結果を踏ま

え，教員公募の改善について引

き続き検討を行う。

Ⅲ 教員の採用は公募を原則とし，公募は研究者人材データベース及び本

学のホームページなどに掲載することにより，世界中から応募可能とし

た。

また，人事委員会では，個別の人事案件に対して公募の範囲や方法に

ついてチェックを行っている。

【１６４】

特定の専門的職能が求められ

る分野においては，公募に限定

することなく，最良の人材が得

られる方策を講じる。

【１６４】

特定の専門的職能が求められ

る分野の人材獲得方法等につい

て，引き続き検討する。

Ⅲ 人事委員会において，具体の人事について，事前に採用方針等（専門

分野，必要理由，採用の方法，募集方法，評価項目，人件費）の妥当性

をその都度チェックし，公募に限定することなく大学として必要な人材

を獲得する最良の方法等も併せて審議するシステムとしている。

【１６５】

選考基準・選考結果の公開を

進める。

【１６５】

教員の選考基準，選考結果の

公開方法の改善について，引き

続き検討する。

Ⅲ 教員選考基準は本学ホームページに公開している。部局の教員選考細

基準については進捗状況を確認するとともに，策定していない部局等に

は策定するよう要請し，基準の策定に向けて検討中の１学部を除き制定

を終えた。

選考結果の公開方法については，応募者からの問い合わせについては

応募者本人の情報に限り回答することとしているが，今後は公開に向け

て引き続き検討する。

【１６６】

教育研究を活性化させるため

に，大学全体として，任期付き

任用制度の導入を検討する。

【１６６】

教員の任期付き任用制度の導

入について，引き続き検討する。

Ⅲ 教員の流動性を高め教育研究を活性化するため，新センター構想に基

づく評価室，教育開発センター，入試センター，キャリアセンター，並

びにプロジェクト研究推進のために設置した寄附研究部門及びプロジェ

クト研究推進機構（重点研究プロジェクト）に新たに任期制を導入した。

新センター以外の既存の部局等では，医学部医学科，医学部附属病院，

保健管理センター出雲，産学連携センター，総合科学研究支援センター

（実験動物分野及び生体情報・ＲＩ実験分野）に任期制を導入しており，

それぞれの部局等の任期制適用率は医学部医学科が７３％，医学部附属

病院が７４％，保健管理センター出雲が１００％，産学連携センターが

１００％，総合科学研究支援センター（実験動物分野及び生体情報・Ｒ

Ｉ実験分野）が６７％である。

有能で多様な人材の登用策の一つとして，財政改革検討会議を設置し，

人事・給与制度ＷＧで年俸制の導入についての課題の洗い出し等の検討

を開始した。
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【１６７】

適正な能力評価をふまえて，

教員総数に占める女性や外国人

教員の比率を法人化以前よりも

高める。

【１６７】

女性教員や外国人教員の雇用

を高めるための方策を，引き続

き検討する。

Ⅲ 教員の採用については，原則公募としている。公募は優秀な人材を広

く公平に求めるもので，性別や国籍を重視した採用は現在のところ行っ

ていない。

しかし，平成１７年６月に学長の諮問により男女共同参画推進コア会

議が設置され，平成１８年３月に島根大学の男女共同参画の理念，使命

とそれを遂行する４つの提言からなる「島根大学男女共同参画推進活動

に関する提案書」がまとめられ，学長へ答申された。この提案書には，

女性，外国人などに対する学内における既存の制度，慣行，意識，大学

政策の見直しを行うことも提言されている。

この提案書は平成１８年４月の常任理事懇談会で審議され，島根大学

として男女共同参画の推進体制を確立することが確認されており，今後，

男女共同参画推進委員会（仮称）を設置し，基本方針の策定，数値目標，

ポジティブアクション等を検討していく体制の整備を行うこととした。

（平成１６年３月１日現在の教員に占める女性の割合１０．７％，平

成１８年３月１日現在の教員に占める女性の割合１２．２％）

【１６８】

職員のコスト意識の涵養と企

画・財務・労務管理・経営能力

養成のため，定期的に財務会計

業務，人事労務管理業務等に関

する専門的な研修を実施する。

【１６８】

平成 16 年度に検討・作成した

計画案のうち，事務職員の専門

性を高める研修について更に具

体的に，職階制・職務別に体系

的に整理し，その実施体制・方

法について検討し，実施可能な

ものから順次実施に移す。

Ⅲ 平成１６年度までに実施されている研修等をさらに整理し，職階別・

職務別に体系的に整理して,現在の各対象者に係る研修開催状況について

分析を行った。

平成１７年度は，本学主催の新採用職員(事務系職員)及び，新任教員(教
育職員)の研修をリニューアルし，それぞれ法人職員研修としてふさわし

いメニューにより，コンプライアンス，関係法規の知識の付与や意識啓

発を図る研修を実施した。

職階別研修については，他の研修実施機関で企画・実施されている研

修に派遣することにより目的をほぼ充足しており，１７年度も継続して

研修の企画及び派遣を実施した。

職務別研修については，中国・四国地区ブロックで新たに労務管理マ

ネジメント・セミナー，労務担当職員研修が企画・開催され，積極的に

職員を派遣した。

専門性を高める研修として，財務省が開催する政府関係法人会計事務

職員研修（４６日間）に職員を派遣した。

法人の業務に対する視野を拡げ，職員としての資質・能力を高めるた

め，平成１６年度に引き続き，文部科学省関係機関職員実務研修（１年

間）に若手職員１名を派遣した。

また，これらの取り組みが浸透して，各部署でそれぞれ業務に必要な

専門性を高める研修が必要であるとする気運が高まり，自主的・積極的

な企画開催の動きが見られ，財務課での簿記受験の推奨，教務修学課・
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学生支援課でのビジネスマナー講習会の開催に結びついた。

また，全職員を対象とした研修(各自が職務に応じて自主的に研修を行

いスキルアップを図るもの)については，次のとおり引き続き派遣実施し

た。

・情報システム統一研修（ＣＤ－ＲＯＭ研修）・・・１２名受講

・放送大学の授業科目による一般職員研修 ・・・１８名受講

・広報情報課による情報セキュリティ研修 ・・・１８０名受講

・ＳＣＳ活用セミナー（学校教育法関係，会計基準，労働管理関係）

・・・１４９名受講

【１６９】

学内異動人事との調整を図り

つつ，他大学等との交流人事を

定期的に行う。

【１６９】

山陰5機関人事担当課長会議,
島根地区人事担当課長会議にお

いて，山陰地区，島根地区内に

おける定期的・計画的人事交流

を推進する。

また，中国地区における同様

な人事交流の可能性について検

討する。

Ⅲ 松江工業高等専門学校及び国立青年の家国立三瓶青年の家と「島根地

区三法人の人事交流に関する申合せ」を締結し，平成１７年度から在籍

出向による計画的な人事交流を積極的に進めていくこと及び各法人人事

担当部課長による会議を定期的に開催し，人事交流に係る協議を行うこ

ととした。

上記申合せに基づき，出向６名，出向受入２名の人事交流を実施した。

平成１７年６月開催の山陰５機関人事担当課長会議において，山陰地

区における定期的・計画的人事交流について検討した。

鳥取地区については，鳥取大学と米子工業高等専門学校の人事交流と

いうことになるが，地理的理由が障害となり積極的な交流ができないと

いう問題があった。山陰５機関人事担当課長会議では，具体的な人事交

流は個別の機関で行うことが確認されたこともあり，本学との人事交流

を希望していた米子工業高等専門学校と本学は交流協定を締結し人事交

流を進めていくこととなった。

上記の他，中四国ブロックの３大学と転出３，転入３の人事交流(幹部

職員を除く)を実施した。

【１７０】

教職員の能力・業績評価を当

該教職員の処遇に適切に反映さ

せるシステムを検討する。

【１７０】

教員の業績評価について，新

しい評価基準と評価方法の導入

を引き続き検討し，給与体系に

ついても評価が反映できるシス

テムになるよう検討を行う。

事務職員の能力・業績評価シ

ステムについて検討を行う。

能力・業績評価システムに対

応した新給与体系について検討

に着手する。

Ⅲ 教員の業績評価については，大学評価評議会を設置し４回の会議を開

催し，本学の評価の目的，評価の種類，評価結果の利用等の基本方針を

定めた。

教員以外の能力・業績評価については，一般職員（事務系，技術系），

医療関係職員，附属学校教員の３つの区分に分け，それぞれの特殊性を

考慮した評価システムの導入について，ワーキンググループを設置して

検討し，平成１８年度に試行を行う予定としている。

また，教職員の評価結果の処遇等への反映については，給与構造の改

革による査定昇給制への対応について，今後いかにリンクして行くかを

検討することとしている。
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【１７１】

国際的に競争力のある多様な

教員構成を実現するために，年

俸制等の導入等，多様な給与体

系を検討する。

【１７１】

年俸制を導入する職種，条件，

課題等について検討する。

Ⅲ 財政改革検討会議の下に設置した人事・給与制度ＷＧにおいて，年俸

制の各種課題について検討を開始した。

また，年俸制を導入するにあたり，問題となりうる労務管理面での課

題については労務管理コンサルタント会社の職員を交えて勉強会を実施

し，他大学（東京大学，大阪大学）の状況についても調査を行った。

【１７２】

事務職員等については，専門

的な資格・能力の申告（申出）

制による人材開発を実施し，適

切な処遇・配置を行う。

【１７２】

事務職員等の適切な配置・処

遇を行うため，専門的な資格・

能力の内容・対象職種などにつ

いて検討する。

Ⅲ 事務職員等の専門的な資格・能力の取得についての申告については，

職務に有用なものについては人事課（現人事労務課）に報告することと

している。

語学等の能力については身上調書に記載することとしており，英語以

外にも中国語，韓国語，ドイツ語，スペイン語等の能力について記載さ

せている。また，英語については TOEIC よるスコアを記載させる等によ

り人事配置の参考としている。

専門的な資格・能力を必要とする職種について，医学部医療サービス

課では，診療情報管理士，医療ソーシャルワーカーを対象の職として選

考採用も可能としており，医療事務での有用な資格等については今後処

遇面での対応を検討することとした。

【１７３】

平成 16 年度末までに倫理委

員会を設置し，教職員のモラル

の向上を図る。

【１７３】

倫理委員会を中心にモラル向

上のための対策を検討し,実施

する。

Ⅲ セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントの防止に対応するた

め新たにハラスメント防止規程を平成１７年７月に制定した。また，教

職員及び学生を対象に「ハラスメントの防止に関する講演会」を平成１

８年２月に実施し，ハラスメント全般について理解を深めるとともに，

ハラスメント防止についての職員の意識啓発を図った。

【１７４】

平成 16 年度末までに，あらゆる

ハラスメントの防止を含め，教

職員が守らなければならないガ

イドラインを定める。

【１７４】

（16 年度に実施済みのため，17
年度は年度計画なし）

【１７５】

平成 16 年度末までに，あらゆる

ハラスメントに対する苦情に関

して，迅速かつ公正中立に対応

するための学外者を含めた体制

を構築する。

【１７５】

（16 年度に実施済みのため，17
年度は年度計画なし）
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【１７６】

平成１８年度末までに，子供を

持つ教職員のために学内保育環

境を整える。

【１７６】

学内関係課による検討会の結

果をふまえ,学内保育環境を整

えるための具体的な方策と整備

計画案をまとめる。

Ⅳ 出雲キャンパスに保育所を設置するため，医学部に院内保育所委員会

を設置し，具体的な計画を検討・策定し，役員会において平成１８年４

月に開設することを決定した。

上記決定に基づき，具体的な設置場所（建物）を決定し，必要な改修

を実施し，施設・設備を整備するとともに，運営委託事業者を選定した。

保育所運営に係る仕組みを整え，保育施設設置規則，利用要項その他

の施設運営に係る諸規程等を作成し，平成１８年４月に開所することと

した。

【１７７】

常勤カウンセラーを配置し，

機能を充実させることにより，

教職員のメンタルヘルスケア体

制を整備する。

【１７７】

教職員のメンタルヘルスケア

の整備のため，常勤カウンセラ

ーを配置し，カウンセラー体

制・機能を充実させる。

Ⅲ 平成１７年４月から保健管理センターに臨床心理士の資格を有する常

勤カウンセラー１名を配置し，松江・出雲の両キャンパスにおいて心理

相談に当たる体制の整備充実を図った。

これにより，松江キャンパス保健管理センター専任教員２名及び出雲

キャンパスの嘱託講師１名を加えた４名の専門家による相談体制が実現

し，全学の教職員，学生に対する心理相談体制の充実強化と保健管理セ

ンターの機能強化が実現された。

この結果，平成１７年度においては，延べ１，８７７件の健康相談・

カウンセリングに対応した。この内訳は，松江キャンパス：学生１，４

３７件，教職員２３８件，計１，６７５件，出雲キャンパス：学生１３

６件，教職員６６件，計２０２件となっている。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中

期

目

標

① 各種事務の集中化･電算化等により，事務処理の簡素化･迅速化を図るとともに，事務組織･職員

配置の再編，合理化を進める。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１７８】

平成１８年度末までに，教職

員，学生の諸手続，申請等の受

理を行うための学内 LAN の活

用状況を点検し，処理の迅速化

と効率化の一層の充実を図る。

【１７８】

学内 LAN を活用した事務処

理の迅速化・効率化について具

体的に検討を開始する。

Ⅲ 学内 LAN を活用した事務処理の可能性について，各部・課の状況を調

査した。

この調査結果と業務改善計画案に基づき，事務処理の迅速化と効率化

が図れるものについて検討し，行事予定表の作成，勤労統計データの集

計，資源の再利用を目的とした物品りゆーすシステム等，可能なものか

ら実現した。

現在，稼動中の学内ＬＡＮを利用した財務会計システムの旅費連携機

能を強化し，処理の迅速化と効率化を図った。

【１７９】

平成 16 年度末までに，全学の

事務について，業務量と処理方

法の調査・点検を実施し，業務

処理の効率化，簡素化，一元化

の観点に立った機能的な組織の

構築と人員の再配置を行う。

【１７９】

事務組織整備検討プロジェク

トチームの検討結果を踏まえ，

機能的な組織の構築と人員再配

置の検討を進める。

Ⅲ 機能的な組織の構築を図るため，役員，学外の有識者，教員，事務局

長，総務部長で構成する事務機構改革推進会議（７回開催）で検討を行

い，①戦略的経営を担う事務組織，②効率性の高い事務組織，③後継者

が成長し，専門性と意識が高い事務組織，④働き甲斐と展望の持てる事

務組織への改革を目指した事務組織の再編を，平成１８年４月から行う

こととした。

さらに，法人の理念・目的に照らした組織の実現を目指し，「事務機構

改革３年計画」を平成１８年度から実施することを確認した。

具体的な検討に当たっては，事務機構改革推進会議において，事務組

織整備検討プロジェクトチームの検討結果の精神を踏まえた基本方針を

提示し，事務機構改革推進会議の下に幹部事務系職員を構成員とする事

務機構改革推進プロジェクトチームを置き具体案の作成を行った。
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【１８０】

全ての事務組織を役員が分担

する業務に対応する専門職能集

団として再編する。

【１８０】

事務組織整備検討プロジェク

トチームの検討結果を踏まえ，

大学の運営組織に併せた効率的

な事務組織の検討を引き続き進

める。

Ⅲ 事務組織整備検討プロジェクトチームの検討結果及び法人化後２年間

の検証結果を踏まえ，役員，学外の有識者，教員，事務局長，総務部長

で構成する事務機構改革推進会議において，役員構成を含む運営組織の

見直しを行い，学術国際部長，教育・学生支援部長を新設するなど，役

員が分担する業務に効率的に対応できるよう，事務組織の再編を行った。

【１８１】

物品調達の効率化を図るた

め，他大学法人との共同購入等

を検討する。

【１８１】

物品調達の効率化を図るた

め，教員発注の導入について検

討する。

Ⅲ 経理課を中心に教員等発注ＷＧを設置し，ＷＧの開催（３回延べ６時

間）及びＷＧメンバーで検討を重ねた。先行大学の調査結果を踏まえ，

教員等発注の対象者，契約範囲，限度額，検収方法等の実施内容につい

て検討を行い，教員等発注の内容を決定した。

また，教員等発注に対応した財務会計システムの検証，関係諸規程の

改正，実施マニュアルについて検討・整備し，教員等への説明会を経て

平成１８年４月から導入することとした。

【１８２】

可能なものから外部委託を拡

大実施する｡（例：給与計算，儀

式・行事，郵便物収受・発送，

自動車運転，守衛業務，健康管

理，研修，旅費計算業務，ボイ

ラー業務，大学構内環境保持業

務（ゴミ集積場の管理や運搬，

草刈，芝，樹木等の管理）等）

【１８２】

職員の職務負担状況を考慮

し，外部委託の実施について引

き続き検討を行い，可能なもの

から実施する。

Ⅲ 事務組織再編の検討に併せ，事務系幹部職員で構成する事務連絡会議

の下に，総務系，会計系，学務系，医療サービス系，図書系の五つの「業

務改善及び外部委託に関する検討ワーキンググループ」を設置し，４０

項目の業務改善・外部委託事項を実施した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

１ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用

(1) 島根大学憲章の制定

島根大学の使命，管理運営上の基本方針及び養成しようとしている人材像等，本学が達成

しようとしている目標を内外に明確に示すために「島根大学憲章」を制定すべく検討を進め

た。策定に向けては，「島根大学憲章制定委員会」を設置し，学生代表６名も加わったワーキ

ング・グループで議論を重ねた。この間，ホームページを利用して学内外に対して意見募集

を行い，また経営協議会，同窓会連合会設立総会の機会を捉えて意見交換を行った。これら

を基に原案を策定し，教育研究評議会，経営協議会，大学憲章制定委員会，役員会の審議を

経て，平成１８年４月から発効させることとした。

(2) 法人運営体制の改善

法人化後１年間の実績を踏まえ，学長を中心とした戦略的な運営体制の強化を図るための

検討を行い，次のとおり改善策を講じた。（⑦，⑧以外は平成１８年度から実施）

① 学長のリーダーシップによる戦略的企画の策定・実施，全学的課題のマネージメント，

スポークスマン機能・秘書機能の充実を図るため，学長室を設置することとした。

② 総務担当理事として事務局長を充て，各理事の下に部長を配置する部長制を敷き，日常

業務は部長が掌理することとし，総務担当理事が事務組織を総括する体制をとり，効率的

な業務運営が可能な組織再編を行なった。

③ 附属病院の規模，特に財政規模の大きさ，特殊性を考慮し，責任ある立場で大学運営に

当たるため，医学部附属病院長を医療担当理事とすることとした。

④ 大学運営の円滑化を図るための連絡調整を行う場として，各副学長のみで開催してい

た副学長懇談会を，重要事項について実質的な協議も行なえるよう，各部長も陪席の上

で実施する常任理事懇談会に改めた。

⑤ 各部局との連絡調整を行なうのみであった部局連絡会議を，部局間にまたがる事項に

ついて実質的な協議が行なえるよう，各副学長を正式な構成員とした部局連絡協議会に

改めた。

⑥ 各理事（副学長）の下に，それぞれ部長(事務職員)を置くとともに，常任理事懇談会に

出席させ，課題を共有し，機動的に対応できる体制とした。また，部の下に置く課を再編

するとともに，相互援助，後継者養成，事務負担の平準化を進めるためグループ制を導入

することとした。

⑦ 本学の教育，研究，管理運営等の評価の基本方針を策定するため，大学評価評議会を設

置した。

⑧ 学生の就職・進路選択及び就職活動を円滑に推進し，全学的立場から支援するため，キ

ャリアセンターを設置した。

⑨ 本学における国際化・国際交流の推進に係る事業の企画・立案及び派遣留学生への支

援を行うため，国際交流センターを設置した。

２ 戦略的・効果的な資源配分

(1)  中期目標・中期計画を実現するため平成１７年度に実施する新規事業，及び個性輝く大学

を目指して重点的に実施する事業等について学内外に明確に示すため，「平成１７年度重点計

画」として整理し，公表した。

(2) 概算要求及び予算の執行に関する事項，予算編成に関する事項，政策的配分経費の配分

に関する事項等を審議し，法人の経営戦略に基づいた大学の個性化を推進していくために

「島根大学予算会議」を設置した。

(3) 平成１６年度予算・決算の分析結果を反映させた，平成１８年度予算編成方針を策定した。

主な改正点としては，①「共通経費等」の経費区分の見直し，②「研究基盤経費」の削減，

③「政策的配分経費」の増額及び新規枠の設定，④「予備費」の縮小などである。「教育基盤

経費」については，前年度の水準を維持した。

(4) 学長のリーダーシップの下で，評価結果に基づいて，大学の長期的視点に立った戦略的な

資源配分及び大学に対する社会的ニーズの変化等に機動的に対応する経費として「政策的配

分経費」を設定し，配分審査会又は研究戦略会議において検討の上，以下の事業等へ配分し

た。

経費 目的・用途 採択プロジェクト等

重点プロジェクト経費

①重点研究推進経費

（約１億円）

②教育改革推進経費

（約４千万円）

本学が重点的に取り組

むべき領域の研究推進

並びに教育水準の向上

をはかるための大学（学

部）教育改革の推進に必

要な経費

①重点研究プロジェクト｢汽水域｣，

「医工農連携」，「中山間地」，「ナノ

テク」をテーマとした本学の特色を

打ち出すための４プロジェクト

②「技術者教育の改善とＪＡＢＥＥ

認定取得」，「フィールドスクール開

講準備とその試行」，「教員の教育・

研究等諸活動に関する多面的評価

システムの構築」等

教育基盤設備充実経費

（約５千万円）

教育上必要となる基本

的設備，全学的視点から

の設備充実に必要な経

費

法務研究科実践的法務教育基盤設

備，地域開放・連携のための音楽活

動システム，情報ネットワークの整

備（無線ＬＡＮ），E-Learning シス

テム（英語学習）等

学内環境整備充実経費

（約５千万円）

全学的視点からのキャ

ンパス環境整備充実に

必要な経費

労働安全衛生法関連改修，教養講義

棟トイレ改修，キャンパスプラザ

（学生憩いの場）整備，教育開発セ

ンターの新設等

(5) 人件費の有効活用

学部等の退職教員の人件費３分の１を全学管理の人件費として確保し，産学連携センター（２

名），評価室（１名），重点研究プロジェクト（３名）等の教員人件費に活用した。

３ 資源配分に対する中間評価・事後評価

(1) 学内政策的配分経費（重点研究推進経費）によって実施されるプロジェクト研究推進機構の

「重点研究部門」（平成１７～１９年度までの３年間）及び「萌芽研究部門」（平成１７～１８

年度の２年間）について，研究プロジェクトごとに中間評価として平成１７年度評価を実施
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した。外部専門家（計１１名）を含む評価委員によって，「プロジェクトの全体計画」，「平成

１７年度計画書」，「中間報告書」，「平成１７年度報告書」による書面評価及びヒアリングを

基に，運営状況，計画の進捗状況，研究成果，今後の展望について評価を実施した。評価結

果を踏まえ，次年度の経費配分に反映させるとともに，各プロジェクトの実施計画の参考と

した。評価結果については，各プロジェクトの報告書とともにホームページに公開している。

また，研究成果報告会を実施し，学外者にも広く公開した。

(2) 各セグメントに対し「平成１６年度予算についての執行状況と評価」及び「平成１８年度予

算編成に関する要望事項」についてヒアリングを実施し，その結果を踏まえ，平成１８年度予

算編成方針及び平成１８年度予算編成基準を策定した。

４ 業務運営の効率化

(1) 法人化後２年間の検証結果を踏まえ，役員，学外の有識者，教員，事務局長，総務部長で

構成する「事務機構改革推進会議」において役員構成を含む運営組織の見直しを行い，平成

１８年度から新たな体制をスタートさせることとした。

(2) 役員構成等の見直しに合わせて，事務組織の再編についても検討を行い，①戦略的経営を

担う事務組織，②効率性の高い事務組織，③後継者が成長し，専門性と意識が高い事務組織，

④働き甲斐と展望の持てる事務組織への改革を目指した再編を行い，平成１８年度から新た

な体制をスタートさせることとした。

(3) 部制の下の各課を再編するとともに，各課及び学部事務部の業務分担のグループ化・フラ

ット化を図ることとした。

(4) 法人理念・目的に照らした組織の実現を目指し，平成１８年度から「事務機構改革３年計

画」を実施することとした。

(5) 事務組織再編の検討に併せ，事務系幹部職員で構成する事務連絡会議の下に，系統別に５

つの「業務改善及び外部委託に関する検討ワーキンググループ」を設置し，４０項目の業務

改善・外部委託事項を実施し，合理化・効率化を図った。

（実施例）

・会議開催通知等のメール化

・決裁事務の合理化

・契約方法の改善

・教員等発注の導入

・入試実施体制の確立

・図書購入の改善

・診療文書の電子化

・授業料等の徴収（納入）方法などの改善

・学生サービスの向上（休講など重要情報の周知方法，大学会館使用手続等の改善）

・巡回警備の外部委託

(6) 教員等発注の対象者，契約範囲，限度額，検収方法等の実施内容について検討を行い，教

員等発注の内容を決定した。また，教員等発注に対応した財務会計システムの検証，関係諸

規定の改正，実施マニュアルについて検討・整備し，教員等への説明会を経て平成１８年４

月から導入することとした。

(7) これまで廃棄処分としていた附属図書館の専門書や全集等約７０００冊を一律１００円で

学生，市民に販売する「図書館蔵書リユース市」を実施した。これは，法人化により蔵書の

廃棄手続きが簡素化されたことを機に，例年1万冊近くを廃棄処分していた図書を有効活用

でき，かつ，書店で手に入りにくい貴重な本が市民に開放され，好評であった。

５ 収容定員の充足

課 程 収容定員充足率

（平成１７年５月現在）

学 士 課 程 １１０ ％

修 士 課 程 ９０ ％

博 士 課 程 ８１ ％

専門職学位課程 １０３ ％

(1) 大学院の学生充足率アップについては緊急の課題とし，役員会において中央教育審議会答

申「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」に関する勉強会

を実施した。

(2) また，文部科学省担当事務官を招いての学内職員向けの講演会を実施するとともに，各研

究科においても具体的な対策を検討し，学生募集のＰＲの強化や入学者選抜方法の改善を行

った。その結果，平成１８年度入学者数が増加し，一定の改善が見られた。

(3) 平成１７年５月1日現在の大学院博士課程の充足率は，課程全体で８１％であったが，平

成１８年度当初は８９％となった。なお，各研究科では引き続き，博士課程改革に向けた検

討を行っている。

６ 外部有識者の積極的活用

外部有識者が構成員である経営協議会を積極的に活用していることは無論であるが，その他，

機会あるごとに，外部有識者の意見を聞き，大学運営に活用している。

(1) 島根大学憲章の策定に当たっては，文部科学省などの外部講師による講演，同窓会連合

会設立総会での同窓会役員による講演及び同窓会会員への意見聴取，インターネットによる

学外者への意見聴取などを行い，寄せられた意見を参考にした。

(2) 各学部においても外部から講師を招き，教育研究や大学評価に関する講演会・研修会な

どを開催するなど，外部有識者の積極的な活用に努めている。

(3) 法人化後２年間の検証結果を踏まえ，役員構成を含む運営組織の見直しを検討するため

設置した「事務機構改革推進会議」へ学外の有識者を構成員として招き，民間的発想によ

る意見を求めた。

(4) 学外理事，監事から，島根大学に求めるものというテーマで提言を求め，学内ニューズレ

ターに掲載し，学内構成員へ周知した。

(5) 生物資源科学部では学部創立１０周年記念事業として，学外から５０名以上の参加者を得

て，「１０周年記念フォーラム」を開催し，学部の現状・課題について意見交換を行った。

７ 監査機能の充実

(1) 監査体制の整備状況
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法人化時に設置した監査室は，事務局の下に配置されたが，自主的な内部監査の機能が十分

に果せなかったこと等の理由から，平成１７年度に事務機構再編の一環として監査室の位置づ

けを学長直属とする等の改革を検討し，平成１８年度から実施することとした。

また，平成１７年６月に設置した「監事会」を定例的に開催（平成１７年度は５回開催）し，

監事間の意思の疎通・情報の共有化を図り，内部監査に関し十分に協議した。

(2) 監査の実施状況及び監査結果

効率的な監査を実施するという観点から，監事監査と監査室監査を合同で行うことにより，

監査対象部局の負担軽減を図っている。

各監査は，実施要項を事前に対象部局へ通知した上で，実地監査を中心に行い，現場担当

者からも意見聴取を行った。監査担当者と対象部局等により十分に意見交換を行った後，監

査調書を作成し，監事会での協議を基に監査結果報告書として取りまとめた。また，監査結

果は速やかに対象部局等に提示し，学長に報告した。

① 業務監査

平成１７年度は，法人化のメリットを最大限に活用した抜本的な財政改革，事務処理改革

（簡素化）の取組状況を主なテーマとし，業務監査を実施した。

また，監事監査として，医学部長及び附属病院長に対し，部局等の実状及び運営方針等に

関する意見聴取を実施した。さらに，すべての部局等を対象とした保有個人情報に関する監

査を実施した。

② 会計監査

会計監査人による往査に立ち会って監査情報の共有・連携を図り，棚卸の立会及び期末の

現金実査を行った。期末監査においては，会計書類の精査，資産の実査，会計監査人から財

務諸表等の説明を受けることなどを実施した。

また，科学研究費補助金執行についての内部監査は，監査室が他の職員の支援（監査スタ

ッフ）を得て，文部科学省等の通知による監査対象者数以上の２０件を実施した。

(3) 監査の成果

業務監査の結果，指摘を受けた部局等は直ちに改善等の措置を検討し，その結果を学長及び

役員会に報告した。（３７件）

その一例を挙げると次のとおりである。

「教務修学課と学生支援課の連携強化について」

○検討事項

本学の学生センターは，運営理念のひとつの「学生が育ち，学生とともに育つ大学」言わ

ば「学生中心の大学」を常に念頭におき，学生一人一人に応じたきめ細かい修学支援，就職

相談，学生相談等の学生支援を実施している。

学生支援課は，学生の生活上の諸問題や卒業後の就職について，教務修学課は，学生の教

育，修学上の諸問題について，直接支援をする役割を担っている。この両課がいかに連携・

協力し学生をサポートしていくかが，学生生活をいかに実りある豊かなものとしていくかの

鍵を握っていると思われる。

現在両課は，学生センター内において隣接して配置され，連携・協力がとり易い配置とな

っているが，法人化後の副学長制のもとでは，学生支援課は学生支援担当副学長の下に，教

務修学課は教育担当副学長の下に置かれ，縦割りの組織となっている。両課にとってより連

携・協力がとりやすい組織機構となるよう検討が必要と思われる。

○措置状況

事務機構改革推進会議において検討されることとなっている。

○措置の経過等

事務機構改革推進会議において役員構成を含む運営組織の見直しを行い，平成18年度か

ら新たな学生センターの体制をスターとさせることになった。

なお，今後の内部監査において，措置の状況等のフォローアップを行う計画としている。

監事は，役員会，経営協議会及び教育研究評議会に陪席し，必要に応じて意見を述べ，また

重要な文書を閲覧し，業務の適正かつ効率的な運営を確保するために指導・助言を行っている。

さらに，学長，理事はもとより各部局等の運営状況に対しても，細やかな指導・助言を行っ

ており，これを受けての迅速な対応措置が検討・実施され，監事監査（内部監査）の成果が上

がっている。

８ 業務実績の評価結果の大学運営への反映（業務運営関係）

「大学院博士課程において，学生収容定員の充足率が８５％を満たされなかったことから，

今後，速やかに定員の充足や入学定員の適正化に努める必要がある。」

【取組状況】

○ 大学院博士課程の学生充足率アップについては緊急の課題とし，役員会において中央教育

審議会答申「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」に関す

る勉強会を実施した。

○ また，文部科学省担当事務官を招いての学内職員向けの講演会を実施するとともに，各研

究科においても具体的な対策を検討し，学生募集のＰＲの強化や入学者選抜方法の改善を行

った。その結果，平成１８年度入学者数が増え，一定の改善が見られた。

○ 平成１７年度の大学院博士課程の充足率は，課程全体で８１％であったが，平成１８年度

当初は８９％となった。なお，各研究科では引き続き，博士課程改革に向けた検討を行って

いる。

事務等の効率化・合理化については今後の効果が期待される。

【取組状況】

○ 国立大学法人評価委員会の評価に先立って本学では，役員，教員，学外の有識者，事務局

長，総務部長を委員とする事務機構改革推進会議を設置して検討を開始するとともに，その

下に総務部長を座長とし，各課長・事務長を構成員とする事務機構改革推進プロジェクトチ

ームを設置し具体的な検討を行った。

○ 学長から提示された理事制度のあり方，事務機構改革の基本的な方向性（①戦略的経営を

担う事務組織への改革②効率性の高い事務組織への改革③後継者が成長し，専門性と意識が

高い事務組織への改革④働き甲斐と展望の持てる事務組織への改革）を踏まえ検討を重ね，

平成１８年４月に役員体制及び事務組織を再編し，新たな体制をスタートさせることに決定

した。
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中

期

目

標

① 科学研究費補助金等外部研究資金その他の自己収入を積極的に増やし，活用するための組織的な

取り組みを行う。

② 収入を伴う事業の実施により，自己収入の拡充に努める。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１８３】

科学研究費補助金，受託研究，

共同研究，奨学寄付金等外部研

究資金を法人化前より１０％増

加させる。

【１８３】

①平成 16 年度に作成した科学

研究費補助金申請マニュアルの

見直しを行うとともに説明会を

開催し，科学研究費補助金の増

加策を検討する。

②外部研究資金 (科研費を除

く。)獲得マニュアルを作成の

上，周知を行うとともに説明会

を開催する。

③平成 16 年度の外部研究資金

ごとの受入実績を基に外部資金

ごとに増加策を検討する。

④平成 16 年度の具体的な受入

状況を検討し，部局ごとの数値

目標を設定するなど部局におけ

る組織的な取り組みを推進す

る。

⑤外部研究資金の受入れを対前

年度より２％アップさせること

を目指す。

Ⅲ ①外部資金獲得方策検討ＷＧ(科研費)において，平成１６年度に作成した

科学研究費補助金申請マニュアルを見直し改定した。ＷＧ(科研費)委員が

中心となり，学部ごとに内容・方法を工夫した説明会を開催（出席者は

３６７名）した。

WG 委員が学部ごとに整理した課題を，全学共通の課題と学部固有の

課題に分けて対応することとし，申請率を高めるための目標を各学部で

設定し，取り組むこととした。全学的な課題対応として，説明会の開催，

マニュアルの内容の見直し，スケジュールの見直しなどを行った。

②外部研究資金（科学研究費補助金を除く）獲得マニュアルの原案作成

に取り組むとともに，平成１８年度に説明会を開催することとし，日程

調整を行った。

③④

外部資金獲得方策検討ＷＧ(受託研究等)を開催（３回）し，平成１６年

度に整理した検討課題を基に，外部資金獲得方策を検討し，７月末に検

討結果をとりまとめ，研究戦略会議に報告した。

研究戦略会議において，報告内容を具体的に進めていくこととした。

⑤今年度の受入れ実績は，次のとおりである。

【科研費，受託研究費，共同研究費，寄附金】

平成１７年度実績 ９１０，４０５千円

（平成１６年度実績 ９７４，３５４千円）

（平成１５年度実績 ９８６，８２１千円）

【臨床研究費】

平成１７年度実績 ９１，７８２千円

（平成１６年度実績 ７８，２１５千円）

（平成１５年度実績 ６９，８４７千円）

≪合計≫
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平成１７年度実績 １，００２，１８７千円

（平成１６年度実績 １，０５２，５６９千円）

（平成１５年度実績 １，０５６，６６８千円）

法人化前より減（△５．１％），また，前年度より減（△４．７％）と

なった。理由としては，文部科学省都市エリア事業による受託研究が平

成１６年度で終了したことによる受入件数，受入額が減となったこと，

寄附金の１件当たりの受入額が少なくなったことなどがある。一方，共

同研究は受入件数は減となったものの，１件当たりの受入額が増えたこ

とにより共同研究費は増えている。

以上のことから，受入額の目標は達成できなかったが，組織的な取り

組みはほぼ計画どおり達成していると判断した。

⑥競争的資金獲得支援体制を整備するため，支援組織のあり方について

役員及び関係職員による勉強会並びに研究戦略会議で検討を開始した。

【１８４】

科学研究費補助金等への申請

件数を法人化前より２０％増加

させる。

【１８４】

①平成 16 年度に作成した科学

研究費補助金申請マニュアルの

見直しを行うとともに説明会を

開催し，科学研究費補助金への

申請件数の増加を目指す。

②科学研究費補助金の申請件数

を増加させるため学部ごとに目

標値を設定する。

③科学研究費補助金への応募種

目を戦略的に検討する。

④外部研究資金 (科研費を除

く。)獲得マニュアルを作成の

上，周知を行うとともに説明会

を開催する。

Ⅲ ①［本報告書ｐ９６【１８３】①参照］

学部において申請率を高めるため外部資金獲得方策検討ＷＧ(科研費)
で対応策を検討し，平成１９年度科学研究費補助金の応募から専任教員

は 1 課題以上申請する方向で検討することとした。

②③［本報告書ｐ９６【１８３】③④参照］

④［本報告書ｐ９６【１８３】②参照］

⑤科学研究費補助金申請件数 ５７３件

（法人化前申請件数 ５４１件）対法人化前比 ５．６％増

⑥包括協定を締結している島根県，雲南市と連携し，競争的研究資金獲

得に取り組むとともに，平成１８年３月に，松江市及び国土交通省中国

整備局と包括協定を締結し，連携事業として共同研究，受託研究を推進

することとした。
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【１８５】

平成 17 年度末までに，大学と

して外部資金担当部門を充実

し，外部資金獲得・拡大のため

の組織と実務的な支援体制を整

備する。

【１８５】

平成 17 年度末までに外部資

金担当部門を整備し，外部資金

獲得・拡大に向けた体制を整備

する。

Ⅲ 競争的資金獲得支援体制を整備するため，支援組織のあり方について

役員及び関係職員による勉強会並びに研究戦略会議で検討を開始した。

産学連携センター知的財産創活部門に専任教授を配置した。

知的財産取り扱い体制の見直しを行い，平成１８年度に発明審査体制

及び実務体制を整備，実施することとした。

平成１８年５～１０月に，島根県，日本弁理士会と連携し，知的財産

戦略セミナーを開催することとした。

平成１８年度から部制による機能的な事務組織を整備することとし

た。

産学連携センターで作成した研究者情報を公表し，外部資金獲得のた

めのリエゾン活動等に活用できる体制にした。

研究支援のほか，法人の諸活動の支援を行うため「島根大学教育研究

支援基金」の創設に向けて検討委員会を設置し，検討に着手した。

【１８６】

平成 17 年度末までに，学内外

の協力により，教育支援，研究

支援，留学生支援のために，財

源を確保する組織を整備する。

【１８６】

寄附窓口の整備を検討すると

ともに，寄附受付を開始する。

Ⅲ 大学と学部等同窓会を結ぶ緩やかな連合組織として，会員相互の交流

と連携，親睦を通し，島根大学の発展に寄与することを目的として，「島

根大学同窓会連合会」を大学主導で設立した。同窓生へ向けた広報活動

や，寄附金募集等について具体化するため，幹事会（本学役員，職員を

そのメンバーとして含む）を設置し，検討を開始した。

法人の諸活動の支援と財務基盤の強化を目的として「島根大学教育研

究支援基金」の創設に向けて，検討委員会を設置し，検討に着手した。

【１８７】

大学の人的・知的資源の活用

及び社会貢献・地域連携事業を

組織的に推進し，収入を伴う事

業を拡充するための支援体制を

強化する。

【１８７】

生涯学習事業に関連して，教

育サービス事業である大学公開

講座に加え，生涯学習教育研究

センター独自講座の受講料及び

受託（研究）事業として地元自

治体の社会(教育)調査，地域教

育振興計画の策定など収入を伴

う事業の拡充を目指す。

また，事業収入を拡充するた

め，学内組織体制の見直し，市

民のニーズに対応した教育サー

ビス事業の充実，地域拠点及び

協力機関の確保，広報活動など

に関し関係機関との協議を継続

Ⅳ 生涯学習教育研究センターの事業の内，センター独自講座から収益事

業への転換の試みとして，一般市民が受益者負担の立場で参加費を全額

負担する「生涯学習ツアー」３件を試行した。これらの「生涯学習ツア

ー」は，試行のため収益を参加経費に盛り込んではいないが，３タイプ

のツアーにおける受講者の参加満足度と参加費の負担意識の関係などを

調査しており，平成１８年度以降に開催予定の，収益事業としての「生

涯学習ツアー｣を運用するためのノウハウと参加者の賛同を得る成果を

得た。なお，３つのタイプとは，大学独自の「生涯学習ツアー」として

１タイプ(２年継続），大手旅行会社とのコラボレーション事業としての２

タイプ（海外と国内）である。

委託研究事業では，「社会教育施設等の利用促進のための施設情報の映

像化」という研究課題で研究助成を受託した。この事業は，公民館，博

物館や美術館，青少年教育施設などの様々な施設状況を学習教材とし，

利用者が利用目的を明確に捉えられるよう利用者の学習目的や学習方法
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実施する。

収入を伴う事業の拡充を目指

し，組織的な支援を行う。

に対応した情報の映像化（DVD）を図り，社会教育施設の教育的利用の

促進を目的としている。

事業収入を拡充するため，本センターの公開講座専門部会の協議を通

して，島根大学公開講座のあり方を見直し，市民のニーズに対応した教

育サービス事業の充実に取り組んだ。

その結果，平成１８年度の公開講座は，平成１７年度年間２４講座か

ら前期だけで２５講座に，また，公開授業は，平成１７年度前期１４講

座から３．６倍の５１講座に拡大した。（確定しているのは前期のみ。）

ウェイト小計



島根大学

100

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

２ 経費の抑制に関する目標

中

期

目

標

① 管理的経費の抑制を図る。

② 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の

実行計画を踏まえ，人件費削減の取組みを行う。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１８８】

管理的経費は，毎年１％ずつ

削減し，事務等の効率化・合理

化により計画的な削減に努め

る。

総人件費改革の実行計画を踏

まえ，平成２１年度までに概ね

４％の人件費の削減を図る。

【１８８】

事務等の効率化・合理化を推

進するための計画の策定を行

う。

Ⅳ 平成１７年度の予算配分において，全学としての総額抑制方針として

共通経費を対前年度比△５％とした。

また，役員会の下に「事務機構改革推進会議」を設置し，経費削減下

における事務機構の簡素化による事務の効率化・合理化方策の一つとし

て，平成１８年度からはグループ制を試行することとした。

松江キャンパスでは，環境マネジメントシステムを構築し，目的・目

標及び計画として電気使用の削減（平成１９年度までに平成１５年度比

△３％），紙の使用量の削減（平成１９年度までに平成１５年度比△５％）

等を策定した。

ウェイト小計
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

３ 資産の運用管理の改善に関する目標

中

期

目

標

① 資産の効率的活用を図る。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１８９】

平成 17 年度末までに，資産の

適切かつ効率的な運用を図るた

めの組織体制の整備を行い，資

産運用管理計画を策定する。

【１８９】

①資金管理方針に基づく運用計

画を定め，運用を開始する。

②現行体制での運用後における

問題点等について検討を行う。

Ⅲ 島根大学財政改革検討会議の下に財務制度ＷＧを設置し，各種金融商

品の調査，金利動向等について検討した結果に基づき，国債による運用

計画を定め，役員会の議を経て運用を開始した。開始に際しては，資金

の運用に伴い生じる業務内容及び内部牽制体制について十分に検討を行

った結果，資金の運用管理は引き続いて企画・財務課において行い，資

金の振替は経理・調達課で担当することで，資金管理業務の分担を明確

にし，業務の透明性を確保する体制を整備した。

【１９０】

適切な利用目的を有する学外

者に対する学内施設・教室の有

料貸与を行う。

【１９０】

本学以外の利用者に対して，

学内施設の一時使用についての

詳細を本学のホームページに掲

載することにより，利用出来る

施設，手続きなどを分かりやす

く説明し利用の促進を図る。

Ⅲ 適切な使用目的を持つ学外者が利用し易いように，ホームページにお

いて本学施設の一時利用に関する問合せ先を明確にするとともに，「島根

大学固定資産貸付要領」，「施設の一時利用における貸付料」及び「固定

資産貸付申請書」を公開した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅲ 財務内容の改善等に関する特記事項

１ 自己収入増加に向けた取組

 (1) 外部資金の導入を前提とする寄附講座，寄附研究部門等に関する規則を整備し，島根県か

ら１，０００万円を受け入れ，寄附研究部門（島根県連携新技術研究開発部門）を設置した。

なお，平成１８年度も同額を受け入れることとしている。

(2)  医学部附属病院では，腫瘍科の機能拡大と診療要員の充実を図るため，島根県からの外部

資金により助手１名，出雲市からの外部資金により助手１名をそれぞれ同科に採用した。

(3) 大学と学部等同窓会を結ぶ緩やかな連合組織として，会員相互の交流と連携，親睦を通し，

島根大学の発展に寄与することを目的として，「島根大学同窓会連合会」を大学主導で設立し

た。同連合会では同窓生へ向けた広報活動や，寄附金募集等について具体化するため，幹事会

（本学役員，職員をそのメンバーとして含む）を設置し，検討を開始した。

(4) 教育研究支援基金の創設に向けて，検討委員会を立ち上げ検討を開始した。

(5) 外部研究費の受入れ実績について，全体では，法人化前より減（△５．１％），平成１６

年度より減（△４．７％）となった。これは，文部科学省都市エリア事業による受託研究が終

了したことによる受入件数，受入額が減となったこと，寄附金の1件当たりの受入額が少なく

なったことなどの要因がある。全体としては減となったものの，共同研究費や，臨床研究費の

受入れ額については増加している。

２ 健全な病院運営の確立

(1)  患者アメニティを考慮した病院収入の増収及び経費削減対策

① 前立腺癌に対し手術と同程度の効果が２泊３日で得られる永久挿入密封線源治療を１０

月に山陰で初めて導入，症例数も順調に増えて成果をあげていると同時に在院日数の短縮

に貢献している。皮膚美容外来も脱毛治療等対応のレーザーを新規購入して評価が高まり，

患者数も順調に増加している。

② 老朽化した大型医療機器の更新について，国への概算要求ではなく病院として積極的に

取り組み，病院予算で癌治療に必須の放射線治療装置（リニアック）を更新した。

③ 診療経費に関しては，高額，大量購入医薬品について後発医薬品の採用を積極的に行い，

大幅な削減（約６，０００万円の医薬品購入費を削減）を行った。その他の医薬品・医療

材料及び医療機器の購入についても積極的な価格交渉の結果，高品質の材料，機器を購入

しながら従来に比してかなりの経費削減（約５，５００万円減）を達成した。

④ 診療や検査の効率化，クリニカルパスの導入などにより在院日数を目標に近い１８日ま

で短縮し，診療単価上昇も達成した。

(2)  効率的な医療体制の確立

① 「緩和ケアセンター」に専従医師，専従看護師（癌認定看護師）及び癌認定専門薬剤師

を配置し，緩和ケアチームとして毎月十数名の入院患者の診療に当たり，成果をあげてい

る。

② 島根県と出雲市の外部資金を得て「腫瘍科」に専任助手２名を配置し診療体制の整備を

図った。

③ 「新生児集中治療部(ＮＩＣＵ)」に小児科と産科婦人科から新たに専任助手２名を配置

し，新生児の救命救急医療を充実させた。

④ 病院機能の充実と同時にチームリーダーの動機付けを図るため，従来重複の多かった外

科と内科の診療科再編を行うこととした。従来２科であった外科は心臓血管外科や胃・食

道外科など７科に，５科であった内科は８科に再編し，従来教授が自動的に併任していた

診療科長を各々の専門医資格を持つ講師以上に分担させる病院長任命制に規則改正した。

３ 経費節減の取組

(1) 人件費削減に向けた取り組み

① 役員の本給について，「総人件費改革の実行計画」の閣議決定等に基づく人件費の一層の縮

減など法人経営を取り巻く厳しい諸情勢を勘案して，平成１８年度から平成２０年度までの

間は給与構造の改革による引下げ率を上回る平成１８年３月３１日現在の本給額から１０％

の引下げを実施することとした。

② 平成１８年度分の予算編成方針の策定にあたっては，平成１６年度に役員会で決定してい

る「人件費に関する当面の対応と中期的方針」に基づいて，教員人件費については平成１７

年度に引き続き，計画どおり削減することを盛込んだ。

(2) 管理的経費節減の取り組み

① 平成１７年度の予算配分において，全学としての総額抑制方針として，共通経費を対前年

度比△５％とした。

② 松江キャンパスでは，環境マネジメントシステムを構築し，目的・目標及び計画として電

気使用量の削減（平成１９年度までに平成１５年度比△３％），紙の使用量の削減（平成１９

年度までに平成１５年度比△５％）等を策定し，取組を開始した。

平成１７年度の松江キャンパス全体の電力使用量は基準年度（平成１５年度）比で４．４％

減少した（ＣＯ２排出量は４．５％減少，電気代は９．７％減少）。

③ 平成１６年度から，電気供給契約，事務用電子計算機のメンテナンスリース契約等につい

て複数年契約を導入しているが，新たに次の契約を実施した。

・清掃契約（松江キャンパス）１年→２年・・・約３３６万円の経費節減

・複写機のリース契約 １年→５年・・・約３００万円の経費節減

④ 平成１８年１月から振込手数料の相手方負担を実施し，年間約２５万円の経費節減となっ

た。

４ 資産の運用開始

財政改革検討会議の下に財務制度ＷＧを設置し，各種金融商品の調査，金利動向等について

検討した結果に基づいて，国債による運用計画を定め運用を開始した。

５ 業務実績の評価結果の大学運営への反映（財務内容関係）

「外部資金の確保に向けた具体的な方策を策定し，更なる自己収入の増加に努めることが期

待される。」

【取組状況】

○ 本学の外部資金獲得の現状を分析するとともに，研究に係わる外部資金の獲得については
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研究戦略会議の中に「外部資金獲得方策検討ＷＧ」を設置し，具体的な方策の検討を開始し

た。

○ 「教育研究支援基金」の創設に向けて検討委員会を設置して検討に着手した。

○ 本学の産学連携の特徴は，地元優先（依存）型であることから，当面，パートナーとなる

地元企業の育成を「学＋官」で行いつつ特徴である地域型産学官連携を発展させていくこと

とした。
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

１ 評価の充実に関する目標

中

期

目

標

① 評価の効率性・適切性・透明性の向上，評価手法の改善に努める。

② 自己点検・評価を積極的に行うとともに，第三者評価を厳正に受けとめ，評価結果を大学運営の

改善に十分に反映させる。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１９１】

平成 16 年度末までに新設を

計画している「評価室」で，研

究・教育・経営に関する情報を

収集し，評価手法の開発・改善

を図る。

【１９１】

評価の効率性・適切性・透明

性の向上に向けての問題点を整

理し，改善案を検討する。

Ⅲ 大学評価評議会において，本学の組織評価，個人評価に関する基本方

針(目的，対象，評価結果の利用等)を定めた。また，評価室で検討した原

案を基に，個人(教員)評価に関する全学基準骨子，評価方法を定めた個人

(教員)評価規則骨子の原案を策定した。

【１９２】

「評価室」は点検・評価及び

そのための情報分析を行い，そ

の結果を全学に公開するととも

に学長はこれを大学運営に反映

させる。

【１９２】

大学評価基準に照らした自己

点検・評価を行い，その結果を

順次学内に公開する。

評価結果の分析を踏まえて改

善策を策定し，実行する。

Ⅲ 平成１７年度から平成２０年度の認証評価等に係るスケジュールを策

定した。

これに基づき，各部局等を対象として９月に大学評価基準に対する現

状調査（自己点検・評価）説明会を開催し，現状調査（自己点検・評価）

に着手した。

また，国立大学法人評価委員会，認証評価機関等の第三者評価機関に

よる評価への対応の基本方針を策定し，改善策を実行させるため，学長，

理事，部局長で構成する大学評価評議会を設置した。

併せて，評価室のホームページを開設し，本学の大学評価に関する情

報を学内外に公開した。

ウェイト小計
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

２ 情報公開等の推進に関する目標

中

期

目

標

① 教育研究活動の状況等大学に関する情報提供の充実を図る。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１９３】

平成 16 年度に，学外者も参加

する広報委員会を発足させ，既

存のホームページ・広報誌等の

点検見直しを行うとともに，マ

スコミ等への情報の提供も含

め，平成 17 年度末までに新たに

島根大学広報プランを策定す

る。

【１９３】

平成 17 年度末までに広報・広

聴活動に関する基本方針を策定

する。

Ⅲ 広報・広聴委員会（平成１８年３月開催）において，「島根大学広報・

広聴活動計画」を策定した。今後は，年度ごとに具体的な活動計画を策

定し，実行することとした。

学内の情報収集体制を整備することも決定し，各部局等に連絡員を配

置し，全学的な情報収集体制を整え，情報発信を進めていくこととした。

【１９４】

平成 17 年度から，学生等の参

画を得て，広報部門を強化する

ためのプロジェクトを開始す

る。

【１９４】

平成 17 年度末までに広報プ

ロジェクトを企画し，開始する。

Ⅲ 平成１７年度の広報プロジェクトとして，学生参加による広報誌作成

を開始し，平成１８年４月に学生向け広報誌「ｂe」を発行する運びとな

った。

学内の情報収集体制の整備について決定し，各部局等に連絡員を配置

し，全学的な情報収集体制を整え，情報発信を進めていくこととした。

【１９５】

大学の持つ知的情報を一元的

に把握し，データベース化を推

進し，社会の求めに応じて情報

を提供する。

【１９５】

大学が持つ知的情報のデータ

ベース案を策定する。

Ⅲ 評価室において開発した教員情報入力システムを基に教員研究情報デ

ータベース，島根県遺跡データベース，島根大学研究紀要全文データベ

ース，島根大学研究シーズ集等の「知的情報データベース」を一元的に

把握し，ホームページに公開する仕組みをデータベース案として策定し

た。



島根大学

106

【１９６】

役員会・教育研究評議会・経

営協議会等の議事要旨をホーム

ページ等で学内外に公開する。

【１９６】

16 年度に実施済みのため，17
年度は年度計画なし

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

１ 自己点検・評価に関する取組

(1) 本学に学長，理事，学部長，法務研究科長，医学部附属病院長，事務局長で構成する「島

根大学大学評価評議会」を設置し，大学評価の種類，目的，実施単位，評価の周期，評価領域，

評価体制及び評価結果の利用等大学評価に関する「大学評価の基本方針」を定めた。また，国

立大学法人評価委員会等の第三者評価機関による評価結果の対応に関する基本方針について

もこの大学評価評議会で検討することとしており，評価結果の共有や活用について全学的に対

応する体制を整えた。

(2) 国立大学法人評価委員会からの評価結果を踏まえ，全学的に統一した教員の多面的評価シス

テムを構築するため，「教員評価基準骨子」，「教員評価規則骨子」及び「教員評価スケジュー

ル」を大学評価評議会で策定した。平成１８年度にこの「教員評価基準骨子」，「教員評価規則

骨子」を基に教員評価の試行を実施し，それぞれの検証を行ったうえで，平成１８年度中に「教

員評価基準」，「教員評価規則」として確定していく。また，教職員の職務に対するモチベーシ

ョンを高めるため，評価結果を給与等の処遇に反映させることとしているが，その具体的方法

についても検討を開始した。

(3) 認証評価に対応するため全学の評価スケジュールを策定した。平成１７年度は，大学評価・

学位授与機構の大学評価基準を基に各学部，研究科等の現状調査を行うとともに，大学評価・

学位授与機構の評価基準に照らした本学の問題点の洗い出しを行った。また，中期目標期間

の中間評価という位置づけで，平成１８年度に現状調査で洗い出した問題点を分析のうえ教

育の分野を中心とした評価を行い公開することにした。

(4) 本学独自の大学評価情報データベースシステムの開発を行い，その一部として教員情報入

力システムを開発し，データ入力の試行を行った。平成１８年度に全学の教員による一斉入

力を行い，教員個人評価の根拠データとして利用する。また，学外への情報提供を図るとと

もに，学術コミュニケーションコンテンツの拡大を図るため，本学の大学情報データベース

を基にした学術機関リポジトリや研究シーズ集への活用についても検討を開始した。

(5) 大学評価評議会の審議状況や本学の大学評価に関する情報を学内の構成員に周知するとと

もに学外への情報提供を図り法人としての社会的使命を果たすため，本学の大学評価に関す

る公式ホームページを立上げた。

２ 業務実績の評価結果の大学運営への反映

(1) 平成１６年度実績の評価結果を受け，役員会において国立大学法人評価委員会から指摘さ

れた９項目（重複を除くと７項目）の現状や課題を整理し，経営協議会及び教育研究評議会

に報告するとともに，改善策の検討を行い改善に向けた取り組みを強化した。

(2) 法人評価委員会の全体評価としては，初年度の計画が順調に達成されているとの評価を受

けたが，個別に指摘を受けた９項目の課題（重複を除くと７項目）については，以下のとお

り対応した。

①「全体的に今後の計画をできるだけ前倒して加速するとともに，人件費管理については，

中長期的視点に基づく計画を策定することが望まれる。」

【取組状況】

○ 平成１８年度は，中期目標・中期計画も３年目を迎え中間点となることから，役員

会，教育研究評議会において，計画を前倒して実施するよう要請した。

○ 財政改革検討会議の下に設置された「人事・給与制度ＷＧ」において，大学独自の

人事・給与制度の課題（年俸制，評価制度，任期制等）を整理し，検討に着手した。

○ また，「財務制度ＷＧ」との合同ＷＧで職員等人件費の配分方法について所要の見直

しを行った。

②「外部資金の確保に向けた具体的な方策を策定し，更なる自己収入の増加に努めることが

期待される。」

【取組状況】

○ 本学の外部資金獲得の現状を分析するとともに，研究に係わる外部資金の獲得につい

ては研究戦略会議の中に「外部資金獲得方策検討ＷＧ」を設置し，具体的な方策の検討

を開始した。

○ 「教育研究支援基金」の創設に向けて検討委員会を設置して検討に着手した。

○ 本学の産学連携の特徴は，地元優先（依存）型であることから，当面，パートナーと

なる地元企業の育成を「学＋官」で行いつつ特徴である地域型産学官連携を発展させて

いくこととした。

③「大学院博士課程において，学生収容定員の充足率が８５％を満たされなかったことから，

今後，速やかに定員の充足や入学定員の適正化に努める必要がある。」

【取組状況】

○ 大学院博士課程の学生充足率アップについては緊急の課題とし，役員会において中央

教育審議会答申「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて

―」に関する勉強会を実施した。

○ また，文部科学省担当事務官を招いての学内職員向けの講演会を実施するとともに，

各研究科においても具体的な対策を検討し，学生募集のＰＲの強化や入学者選抜方法の

改善を行った。その結果，平成１８年度入学者数が増え，一定の改善が見られた。

○ 平成１７年度の大学院博士課程の充足率は，課程全体で８１％であったが，平成１８

年度当初は８９％となった。なお，各研究科では引き続き，博士課程改革に向けた検討

を行っている。

④事務等の効率化・合理化については今後の効果が期待される。

【取組状況】

○ 国立大学法人評価委員会の評価に先立って本学では，役員，教員，学外の有識者，事

務局長，総務部長を委員とする事務機構改革推進会議を設置して検討を開始するととも

に，その下に総務部長を座長とし，各課長・事務長を構成員とする事務機構改革推進プ

ロジェクトチームを設置し具体的な検討を行った。

○ 学長から提示された理事制度のあり方，事務機構改革の基本的な方向性（①戦略的経

営を担う事務組織への改革②効率性の高い事務組織への改革③後継者が成長し，専門性

と意識が高い事務組織への改革④働き甲斐と展望の持てる事務組織への改革）を踏まえ

検討を重ね，平成１８年４月に役員体制及び事務組織を再編し，新たな体制をスタート

させることに決定した。
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⑤各学部及び全学の自己点検・評価は平成１９年度に実施することを想定し，評価室を設置

して，教員の多面的評価システムの構築を念頭にデータベースの項目を選定し，システム

開発に着手しているが，早急に具体化されることが望まれる。

⑥教員の個人業績評価システムの整備について，一学部が先行しているようだが，早急に全

学統一のシステム整備が望まれる。

【取組状況】

○ 島根大学における評価の基本方針（目的，評価体制，評価結果の利用等に関すること）

を策定するため，「島根大学評価評議会」を設置し，「大学評価に関する基本方針」，「個

人（教員）評価基準骨子」，「個人（教員）評価規則骨子」の原案を策定した。

○ 大学評価情報データベースシステムの独自開発に取り組み，その一部として全学統一

の教員情報入力システムを開発した。

○ 島根大学評価室ホームページを立上げ，「島根大学評価評議会」の議事要旨等，本学の

大学評価に関する情報を，島根大学公式ホームページで学内外に公開した。

⑦附属学校について，大学，学部と一体となった取り組みを一層推進することが期待される。

【取組状況】

○ 本学の教育学部は，教員養成に関する鳥取大学との再編統合を経て，山陰地域にお

ける教員養成の基幹校として以下の組織再編等を行った。

・学部と一体となった附属学校経営を行うための附属学校部を設置

・新しい教員養成プログラムを支える学部附属教育支援センターを設置

・附属学校教員１名を助教授として採用

・島根，鳥取両県教育委員会との協力協定に基づき，現職教員３名を学部教員とし

て受け入れ

○ 「１０００時間体験学修」等を基盤とする教育課程の再編を行い，教員に求められ

る資質，能力を確実に修得させる養成プログラムを作成，実施している。４年一貫の

教育実習体制の整備に関わって，学部，附属教育支援センター及び附属学校部が一体

となり以下の取り組みをしている。

・附属学校部に附属学校改革検討ＷＧを置き，幼－小－中一貫教育の制度改革構想

を検討

・「特別支援教育基礎」（１年前・後期，２単位必修）の実施

・教育体験，子ども体験活動に資する「特別支援教育体験活動」（２年，２０時間）

の実施

・大学院生の実践的研究に資するため，少人数教育やチームティーチング授業実践

を含む「学校教育実践研究」（通年３単位，選択必修）を新設

○ 「養成」，「採用」，「研修」のすべてのステージに関わり，山陰地域の教師教育の基

幹校としての使命を果たすため，島根大学教育専門職大学院設置検討委員会において

「教職大学院」構想を検討している。

３ 情報公開の促進

(1)  本学の諸活動に関する情報を，各報道機関を通じて積極的に学外へ公表するため，報道機関

への報道資料の送付(年間６８回)，記者会見の実施(年間１４回)，文教関係広報誌(文教ニュー

ス，文教速報)への投稿 (年間７３回)，学外向け広報誌の発行 (年２回)，学生向け広報誌の発

行(年２回)を行った。

(2)  学部等においても，広報誌，ホームページで学部等の概要，研究室紹介，研究内容紹介，

診療案内等を行っている。

(3) 学内の諸情報を集約し効率的な情報発信を行うため，各部局等に連絡員を置き，担当課へ情

報を集める体制を整備した。

(4) 学生への情報発信のため，学生も編集委員として参加させ，学生向けの広報誌「ｂｅ」を

作成し，発行した。

(5) 地域から親しまれる大学として大学の諸活動をアピールするなど，地域社会への情報発信

をするため，地域向けの広報誌「広報しまだい」を作成し，島根県内の地方自治体，一般企業

等に配布している。なお，本学キャンパスのある松江市及び出雲市にあっては，各公民館単位

に配布している。

(6)  教育学部では，学部独自の後援会誌を発行し，学生生活全般にわたって保護者に情報を提

供した。生物資源科学部では，保護者へ向けて，授業内容，就職支援状況などをわかりやすく

編集し，「生物資源科学部だより」として年２回発送している。就職支援セミナーの実施につ

いては，後援会会費を活用しており，資金提供者である保護者に向けてきめ細やかな情報提供

として好評である。また，法文学部・総合理工学部は合同で，継続的に保護者と教員との個人

面談等を行い，保護者への情報提供を行っている。
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

中

期

目

標

① 施設・校地の点検・評価に基づき，教育研究スペースの適正化・活性化を図り，長期的な施設整

備の構想を立案し，計画的な整備と管理を行う。

② キャンパスアメニティの向上，エコロジーキャンパス，キャンパス緑化等を推進し，豊かなキャ

ンパスづくりを図る。

③ ユニバーサルデザイン，環境保全等の社会的要請に十分配慮する。

④ 民間資金等の導入による施設整備やその管理運営等を含め，特色ある施設整備や施設管理の推進

を図る。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【１９７】

平成 17 年度末までに，全学的

な施設の整備･利用状況に関す

る点検・評価を実施し，それに

基づいて施設整備の長期構想を

見直す。

【１９７】

教育学部等の文系ゾ－ンにつ

いて，16 年度実施の施設の整

備・利用状況の結果を基に全学

的な共用スペ－ス，新組織のた

めの教育・研究スペ－ス確保な

どの有効活用案を計画する。17
年度は，総合理工学部，医学部

附属病院の点検・評価を実施す

る。

Ⅲ 教育学部５期棟を改修し，新組織のための教育・研究スペ－スの確保

を行い有効活用を図った。

また，総合理工学部，生物資源科学部，医学部の施設整備・利用状況

について点検を実施した。

【１９８】

教室の全学管理による効率的

運用を図る。

【１９８】

教養講義室棟及び各学部の教

室の利用実態を踏まえて，教室

利用及び維持管理に関する全学

管理体制を整備する。

Ⅲ 教養講義室棟における視聴覚機器の整備及び机の修理を実施した。

①視聴覚機器整備(501.601 教室)
②机入替(404 教室) ③固定机の修理

平成１７年度政策配分経費で，各学部専門教育の視聴覚機器を整備し

た。

【１９９】

設備・機器の共同利用による

有効活用を推進する。

【１９９】

①平成 16 年度に作成した共同

利用機器の利用規定の周知を行

うと共に説明会を開催する。

②学内研究者間での機器の譲渡

Ⅲ 「島根大学における研究設備整備に関する基本的な考え方（役員会決

定）」に基づき，共同利用を踏まえた設備整備，有効利用を推進した。

新規に導入した機器について利用規定の周知と説明会を行った（生体

情報・RI 実験分野：４月２回開催）。
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又は貸与制度を実効性のある形

で運用開始する。

③学内ホームページ上の情報シ

ステムを整備し，機器の有効利

用に活用する。

学内研究者間での機器の譲渡又は貸与を実施した。

共同利用機器のリストをホームページに掲載するとともに，情報提供

システムの整備に着手した。

【２００】

平成２１年度末までに校地の

利用に関する点検・評価を実施

し，校地利用計画を策定し計画

的・重点的整備を行う。

【２００】

校地の長期的な施設整備構想

を立案するため，校地の利用に

関する点検・評価の内容につい

て検討する。

Ⅲ 校地の長期的な施設整備構想を立案するため，平成１３年度に策定し

たキャンパスマスタープランについて，施設整備及び緑化対策等の見直

しを行うための点検・評価の内容について検討した。

【２０１】

学生の教育や福利厚生に関す

る環境整備については，キャン

パス間及び部局間のバランスに

配慮して整備を進める。

【２０１】

学生の教育や福利厚生に関す

る環境整備について，整備・利

用状況の施設点検を実施し，そ

の結果により全学的な優先順位

をつけて整備を行う。

Ⅲ 快適な生活環境改善の一環として，特に学生や一般者の利用頻度の高

いトイレを優先的に整備する年次計画に基づき，教養講義室棟２号館１

階の改修を行った。

【２０２】

平成１９年度末までにキャン

パス環境を見直し，歩車道，駐

車・駐輪場，緑化等の屋外環境

の見直しとともに，省エネルギ

ー，廃棄物対策等の環境マネー

ジメント計画を策定する。

【２０２】

①キャンパス整備に関しては，

エリア別の整備計画を作成す

る。

②環境マネジメント計画につい

ては，環境管理システム構築の

ため松江キャンパスでは ISO１

４００１の認証取得を目指す。

Ⅳ 環境マネジメントシステムの一環として，エリア別の整備計画案を作

成し，松江キャンパス環境マネジメントシステム実施委員会キャンパス

アメニティ作業部会において，検討を開始した。

松江キャンパスにおいて，キャンパス全体の組織として「環境マネジ

メントシステム実施委員会」を，また，分野毎の具体的な作業等を行う

ため６つの作業部会を，さらに，各部局等に「環境マネジメントシステ

ム対応委員会」を組織するとともに，国際規格であるＩＳＯ１４００１

に基づく環境マネジメントシステムを構築・運用し，平成１８年３月に

その認証を取得した。

【２０３】

平成２０年度末までに環境管

理システムを確立する。

【２０３】

環境システム構築のため，松

江キャンパスでは ISO１４００

１の認証取得を目指す。

Ⅳ 松江キャンパスにおいて，国際規格であるＩＳＯ１４００１に基づく

環境マネジメントシステムを構築・運用し，平成１８年３月にその認証

を取得した。

【２０４】

広く開かれた大学として身体

【２０４】

身体障害者や高齢者等に配慮 Ⅲ 身体障害者や高齢者等に配慮した施設整備計画に基づいて，保健管理
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障害者や高齢者等に配慮した施

設を整備する。

した施設については，検討した

整備計画に優先順位をつけ順次

整備を行う。

センターの改修工事（スロープ整備，駐車スペース整備）を行った。

【２０５】

学生寄宿舎，福利厚生施設，

保育施設，駐車場等の整備方法

や管理方法の見直しを実施す

る。

【２０５】

学内関係課による検討会の結

果を踏まえ，学内保育環境を整

えるための具体的な方策と整備

計画案をまとめる。

Ⅳ 出雲キャンパスに保育所を設置するため，医学部に院内保育所委員会

を設置し，具体的な計画を検討・策定し，役員会において平成１８年４

月に開設することを決定した。

上記決定に基づき，具体的な設置場所（建物）を決定し，必要な改修

を実施し，施設･設備を整備するとともに，運営委託事業者を選定した。

保育所運営に係る仕組みを整え，保育施設設置規則，利用要項その他

の施設運営に係る諸規程等を作成し，平成１８年４月に開所することと

した。

ウェイト小計
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項

２ 安全管理に関する目標

中

期

目

標

① 研究・実験施設，教室，附属病院等における，安全衛生管理を徹底して，教職員の健康と安全を

守る環境整備と，学内での事故防止に努める。

② 化学物質，ＲＩ，実験廃液及び廃棄物処理等の安全管理を図り，安全で快適な教育研究環境の確

保を図る。

③ 自然災害や人的災害及び原発事故等に対する安全性の確保に努める。

④ 高度情報化を推進するため，情報資産のセキュリティ対策の充実を図る。

中期計画 年度計画
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等）

ウェ

イト

【２０６】

労働安全衛生法を踏まえた安

全衛生管理体制を整備し，毎年

度点検を行うとともに，必要な

事項については建物の改修，設

備等の改善を含めた適切な対策

を講ずる。また，要員の研修・

教職員・学生の意識啓発活動を

強化する。

【２０６】

①労働安全衛生法及びその実施

体制について，本学ホームペー

ジに掲載し，労働安全の徹底を

図る。

②衛生管理者の養成を図り，各

学部・事務局に 1 名以上の衛生

管理者を配置する。

Ⅲ 各作業場における労働安全に係る「労働者への周知義務」，「表示・掲

示すべき事項」，「作業主任者の業務」及び「特別教育が必要な業務」を

特定し，本学ホームページに掲載した。

衛生管理者として事務局２名，総合理工学部３名，生物資源科学部５

名，医学部２名，医学部附属病院２名及び生物資源教育研究センター１

名の１５名を新たに養成した。また，松江地区事業場においては，衛生

工学衛生管理者１名を養成した。

【２０７】

ＰＲＴＲ法（「特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律」）

等の法律に従い化学物質（ＲＩ

を含む）の消費，貯蔵，実験廃

液及び廃棄物処理の安全管理に

努め，これらを一元的に管理す

るシステムを構築する。

【２０７】

PRTR 法（特定化学物質の環

境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律）等

の実施状況についての調査結果

に基づき，化学物質の消費，貯

蔵，実験廃液及び廃棄物処理等

を，一元的に管理するシステム

の検討を開始する。

Ⅲ 化学物質に関する作業環境管理，化学物質の環境への排出の抑制，化

学物質による事故の防止及び化学物質についての安全教育訓練等を行い,
安全で快適な教育研究環境の確保を図るため，本学環境マネジメントの

一環として松江キャンパス環境マネジメントシステム実施委員会におい

て，「試薬管理業務指示書」を策定した。

また，化学物質の消費，貯蔵，実験廃液及び廃棄物処理等を一元的に

管理するシステムとして，富山大学が開発した「薬品管理システム」の

導入について，松江キャンパス環境汚染等防止対策専門委員会及び施設

・環境委員会において検討し，全学的な導入に向けての試行を実施する

ため，出雲キャンパスを含めて数研究室を選定するとともに，サーバー

等のハードを整備し，その準備を行った。
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【２０８】

平成 17 年度末までに全学的

な廃棄物処理規程を制定すると

ともに集積場所を整備する。

【２０８】

①全学的な廃棄物処理規程につ

いては，ISO１４００１の認証

取得の過程において，松江キャ

ンパス（川津団地）の廃棄物処

理・廃液マニュアルを見直す。

②廃棄物集積場所を整備する。

Ⅲ 松江キャンパス環境汚染等防止対策専門委員会及び施設・環境委員会

において，「島根大学実験系廃棄物・廃液管理マニュアル」を策定した。

廃棄物集積場所の整備の一環として，集積場所の舗装を行った。

【２０９】

各種防災設備の設置状況，避

難動線の確保について点検し，

エネルギー供給等インフラ整備

の防災性能上の検証を行う。

【２０９】

各種防災設備の設置状況，避

難動線の確保等については引続

き施設パトロ－ルを実施し，不

備がある箇所の整備を行う。

Ⅲ 各種防災設備の設置状況，避難動線の確保等については，引続き施設

パトロールを実施し，不備がある箇所の整備を行った。

【２１０】

防災，防犯管理，建物の入退

室管理及びビル管理等を適切に

実施し，キャンパスの安全性を

確保するためのセキュリティマ

ニュアルを制定して，教育・訓

練を実施する。

【２１０】

防災，防犯管理等を適切に実

施し，キャンパスの安全性を確

保するための防災・防犯管理等

マニュアルを総合企画室と連携

し，検討する。

Ⅲ 担当課において防災マニュアルの原案を策定したが，本学における危

機管理を総合的，計画的に推進するための「国立大学法人島根大学危機

管理指針」及び「危機管理体制に関する基本的な考え方」の検討が進め

られたことから，これらの策定（平成１８年３月）を踏まえた上で必要

とされる防災マニュアルを策定することとした。

【２１１】

附属学校の幼児・児童・生徒

の安全な学校生活を保障するた

め十分な安全対策を講ずる。

【２１１】

附属学校の安全対策について

は，小学校校舎の整備が行われ

た場合は，小学校校舎内及び校

舎周辺の安全対策を新たに講ず

る。（中学校・幼稚園は整備済み

である。）

Ⅲ 平成１７年度末に完成した小学校改築工事にあわせて附属小学校校舎

内及び校舎周辺の安全対策を講じた。

【２１２】

高度のセキュリティ水準を確

保するため情報セキュリティ研

修を実施する。

【２１２】

平成 16 年度に設置した情報

セキュリティ委員会において

「情報セキュリティ対策基準」

を策定し，各管理責任者，教職

員，学生等に対する情報セキュ

リティ研修若しくは教育を実施

Ⅲ スペースコラボレーションシステム（ＳＣＳ）配信による以下の情報

セキュリティ研修会を実施し，延べ８７名が受講した。

７月２５日 個人情報保護法の基礎知識

８月 １日 独立行政法人及び行政機関個人情報保護法等

８月３１日 情報セキュリティ研修会

９月 ８日 個人情報漏えいをめぐる法律問題
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する。さらに継続的な研修・教

育を推進するための措置を講ず

る。

９月 ９日 個人情報保護法の実務対応

事務職員を対象とした情報セキュリティ研修会を実施した。

１１月１６日～２月１５日 e-Learning による研修会

（約２００名参加）

２月２０～２２日 情報セキュリティ教育用ＤＶＤの視聴

研修会（約５０名参加）

【２１３】

情報セキュリティ対策マニュ

アルの評価・見直しを行い，適

切な措置を講ずる。

【２１３】

情報セキュリティ委員会を中

心に各情報資産のリスク分析を

行う。当該情報資産に応じ，適

切なセキュリティ対策を講ずる

ための「情報セキュリティ対策

基準」及び「実施手順書」を平

成 17 年度末までに策定する。

Ⅱ 情報セキュリティポリシー策定専門委員会（ＷＧ）を中心にして，情

報資産のリスク分析を行い，島根大学情報セキュリティ対策基準原案を

作成した。

原案作成にとどまったため，１７年度計画を十分には実施していない

と判断したが，この原案を基に，本学の情報セキュリティを確保するた

めにとるべき対策及びその水準を更に高めるための対策を，継続して検

討し実施する予定である。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標に関する特記事項

１ 施設マネジメント等の取り組み

 (1) 主要３団地のうち，大輪団地（教育学部附属幼稚園・小学校・中学校）については，平成

１３年度に策定したキャンパスマスタープランに基づいた施設整備を順次実施し，平成１７

年度の附属小学校校舎改築整備でほぼ計画どおり整備を終えたが，今後の教育改革の動向に

整合する新たな整備計画を検討中である。

松江キャンパス（法文学部・教育学部・総合理工学部・生物資源科学部）及び出雲キャン

パス（医学部・附属病院）については，平成１３年度に策定したキャンパスマスタープラン

を耐震改修，基幹整備，身障者・高齢者配慮及び緑化対策等の諸課題についての見直しを行

い，平成１８年度中には，第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画の主旨に整合したキャ

ンパスマスタープランを策定する。

(2) 施設・設備の有効活用の促進

平成１７年７月，既存建物の有効活用を図るため，施設の利用状況調査結果を大学独自

の面積基準等により評価し，学長のリーダーシップのもとに利用用途の見直し・再配置等

を行うことが可能な規則改正を行った。

また，平成１５年１０月に施設企画課に施設マネジメント係，平成１８年４月にはスペ

ースマネジメント担当を設置するなど施設マネジメント体制の充実を図っている。

平成１６・１７年度で施設の利用状況調査を実施するとともに，調査結果の公表，新た

な面積基準と評価方法及び再配置の基本方針等を策定中である。

(3) 施設維持管理の計画的実施

平成１７年度に施設の維持管理計画（案）を策定したが，新規・追加項目の洗い出しや経

費算出根拠等について再度検討中である。

また部局等から提出された老朽化改善に係る要求事業を施設パトロール等により現地調査

し，緊急性・危険性・法的規制等の評価を行い，計画的に優先順位を付けて整備している。

２ 危機管理への対応策について

(1) これまで，災害・事故等危機発生時の対応については，緊急連絡網，災害発生時の対策マ

ニュアルなど一部について整備はしてきたが，大学全体として総合的に整備したものがなか

ったことから，平成１８年３月２２日付けで，「危機管理体制整備に関する基本的な考え方」

及び「国立大学法人島根大学危機管理指針」を制定した。

(2) 平成１８年度からは，「危機管理体制整備に関する基本的な考え方」及び「国立大学法人

島根大学危機管理指針」に基づき，各部局において危機管理事項を分析・整理し，既存のマ

ニュアルを見直し，又は新規に作成する予定である。

３ その他

(1)学内保育環境の整備

次世代育成支援対策推進法の規定に基づいて，事業主の行動計画を定めるとともに，当該

行動計画に掲げていた「学内保育環境の整備」の一環として出雲キャンパスに「うさぎ保育

所」を開設することとした。

(2) ＩＳＯ１４００１認証取得

島根大学環境方針を策定し，学内の駐車・駐輪場，廃棄物処理場，緑化屋外環境整備の

目標と方針を立て，松江キャンパスでは国際規格ＩＳＯ１４００１認証取得に向けた取り

組みを学生・教職員が一体となり推進し，平成１８年３月に正式に認証を取得した。国立

大学では，複数学部を含むキャンパス単位でＩＳＯ１４００１を取得したのは全国で５番

目，中国・四国地区では初めてのことである。

さらに，出雲キャンパスについても認証取得に向け具体的な検討を開始した。

(3) ＥＳＣＯ事業

出雲キャンパスの冷熱源設備の改修を民間資金導入による施設整備の一環として行うた

め，ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業者と事業実施内容について調整中である。
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Ⅵ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

中期計画 年度計画 実 績

１ 短期借入金の限度額

２８億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り

入れすることも想定される。

１ 短期借入金の限度額

２８億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り

入れすることも想定される。

該当なし

中期計画 年度計画 実 績

担保に供する計画

附属病院の基幹・環境整備に必要となる経費の

長期借入れに伴い，本学病院の敷地及び建物につ

いて，担保に供する。また，病院医療機械設備の

整備に必要となる経費の長期借入れに伴い，本学

病院の敷地及び建物について，担保に供する。

担保に供する計画

附属病院の基幹・環境整備に必要となる経費の

長期借入れに伴い，本学病院の敷地及び建物につ

いて，担保に供する。また，病院医療機械設備の

整備に必要となる経費の長期借入れに伴い，本学

病院の敷地及び建物について，担保に供する。

経費の長期借入れに伴い，本学病院の敷地（島

根県出雲市塩冶町８９番１）について，抵当権設

定の登記を行った。

中期計画 年度計画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

決算において剰余金が発生した場合は，教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

該当なし

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

Ⅷ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途
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中期計画 年度計画 実 績

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成するため

に必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度

合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として

試算している。

なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造費補助金，国

立大学財務・経営センター施設費交付金，長期借入金については，

事業の進展等により所要額の変動が予想されるため，具体的な額

については，各事業年度の予算編成過程等において決定される。

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財源

・医病団地基幹・環

境整備

・循環器Ｘ線画像診

断治療システム

・小規模改修

・災害復旧工事

総額

９４１

施設整備費補助金

（３７９）

長期借入金

（５６２）

注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案

した施設・設備の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・設備

の改修等が追加されることもあり得る。

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財源

･医病団地基幹･環

境整備

･大輪団地附小校舎

改築

･生理機能検査診断

情報システム

・小規模改修

・災害復旧工事

総額

１，７５４

施設整備補助金

（９４１)

長期借入金

（７５７)

国立大学財務・経

営センター施設費

交付金

（５６）

施設・設備の内容 決定額（百万円） 財源

･医病団地基幹･環

境整備

･大輪団地附小校舎

改築

･生理機能検査診断

情報システム

･小規模改修

･災害復旧工事等

総額

１,７６２

施設整備補助金

（９５４)

長期借入金

（７５２）

国立大学財務・経

営センタ－施設費

交付金

（ ５６)

○ 計画の実施状況等

Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

・医病団地基幹･環境整備 （単位：百万円）

事 項 名 借入金 補助金

（塩冶）基幹･環境整備(特高受変電設備)工事

〃 特高変電棟電気設備その他工事

〃 電気設備その他工事(その２)

〃 照明分岐その他工事

「基幹･環境整備(特高受変電設備)工事」の臨時電力供給に伴う

工事

「基幹･環境整備(特高受変電設備)工事」に伴う送電線引込工事

４６３ ５３

・大輪団地附小校舎改築

事 項 名 補助金

（大輪）附属小学校校舎改築 ８９９

・生理機能検査診断情報システム

事 項 名 借入金

（塩冶）生理機能検査診断情報システム ２８９
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中期計画 年度計画 実 績

・ 教員及び事務系職員の人事管理を学長の下に一本化

し，中期目標・中期計画に沿って柔軟かつ弾力的に運用

する。

・ 教員については，全学での運用枠を設け，中期目標・

中期計画の実現のための人事配置方針に基づき，重点

的，戦略的な配置・活用を行う。

・ 事務系職員については，事務・事業の見直しを進める

とともに，就職支援や産学共同事業等高い専門性を要す

る部門において，そのための専門研修の強化及び適任者

の雇用を図る。

・ 女性教員及び外国人教員の比率の増大を図る。

・ 全学的な人件費を活用し，教育研究を一層活性化でき

るよう，教員の流動性を高めるための計画・方策を検討

する。

・ 教職員の能力・業績評価について，評価基準と評価方

法の導入を検討し，給与体系についてもその評価が反映

できるシステムになるよう検討する。

「Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す

るための措置」ｐ８５，No.１６２参照

「Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す

るための措置」ｐ８８，No.１７０参照

・災害復旧工事

事 項 名 補助金

(医）火災報知設備仮復旧工事

(医病) 〃 中継器その他取替工事

地域医学共同研究部門火災報知設備基板その他取替

(塩冶)中央監視制御設備復旧工事(電気系)
〃 (機械系)

(医)火災報知設備本復旧工事

１１

・小規模改修

・年度計画額と実績額の差異は，生理機能検査診断情報システム入札執行残額である。

事 項 名 交付金

(塩冶)中水化処理施設改修工事

(医病)ナースステーション空調設備改修その他工事

(本庄)法面保護工事

(川津)課外活動施設暖房設備工事

〃 ガス暖房用コンセント取付電気設備工事

(川津)水道管理室横井水給水管新設工事

〃 市水給水管新設工事

〃 既設給水管撤去工事

(川津)総合理工学部２号館１階北側出入口改修工事

(川津)教育学部５期棟他改修電気設備工事

〃 テレビ幹線引込工事

５６

Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等）

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

≪学士課程≫

(a)
（人）

(b)
（人）

(b)／(a)×100

(%)

法文学部

法経学科 １８０ １８６ １０３

社会文化学科 １４０ １４７ １０５

言語文化学科 ２７０ ３３５ １２４

法学科 ２９０ ３４６ １１９

社会システム学科 １９０ ２２１ １１６

編入学 [注 2] ２０

教育学部

学校教育課程 ３４０ ３６７ １０８

学校教育教員養成課程 ２００ ２３１ １１６

生涯学習課程 １３０ １５９ １２２

生活環境福祉課程 ７０ ７８ １１１

医学部

医学科 ５５０ ５７４ １０４

看護学科 ２６０ ２５６ ９８

総合理工学部

物質科学科 ５２０ ６０７ １１７

地球資源環境学科 ２００ ２０３ １０２

数理・情報システム学科 ４００ ４５９ １１５

電子制御システム工学科 ３２０ ３６２ １１３

材料プロセス工学科 １６０ １７９ １１２

編入学 [注 2] ４０

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

生物資源科学部

生物科学科 １２０ １２８ １０７

生態環境科学科 １８０ ２２１ １２３

生命工学科 １６０ １８６ １１６

農業生産学科 １２０ １４５ １２１

地域開発科学科 ２２０ ２６４ １２０

編入学 [注 2] ４０

合計（学士課程） ５１２０ ５６５４ １１０

≪修士課程≫

人文社会科学研究科

法経専攻 １２ １０ ８３

言語・社会文化専攻 １２ １４ １１７

法学専攻 [注 1] ― ３ ―

社会システム専攻 [注 1] ― ４ ―

言語文化専攻 [注 1] ― １ ―

教育学研究科

学校教育専攻 １０ ３０ ３００

教科教育専攻 ６０ ３７ ６２

医学系研究科

医科学専攻 ３０ ５ １７

看護学専攻 ２４ １９ ７９

総合理工学研究科

物質科学専攻 ７２ ７０ ９７

地球資源環境学専攻 ２８ ３８ １３６

数理・情報システム学専攻 ５６ ３８ ６８

電子制御システム工学専攻 ４４ ５７ １３０

材料プロセス工学専攻 ２４ ２７ １１３



島根大学

120

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

生物資源科学研究科

生物科学専攻 ２４ ２２ ９２

生態環境科学専攻 ３６ ３６ １００

生命工学専攻 ２４ ２８ １１７

農業生産学専攻 ２４ １３ ５４

地域開発科学専攻 ４４ ２０ ４５

合計（修士課程） ５２４ ４７２ ９０

≪博士課程≫

医学系研究科

形態系専攻 ３２ ４１ １２８

機能系専攻 ６０ ３０ ５０

生態系専攻 ２８ １２ ４３

総合理工学研究科

マテリアル創成工学専攻 １８ ２５ １３９

電子機能システム工学専攻 １８ １８ １００

合計（博士課程） １５６ １２６ ８１

≪専門職学位課程≫

法務研究科

法曹養成専攻 ６０ ６２ １０３

合計（専門職学位課程） ６０ ６２ １０３

附属小学校 ５５２ ５２１ ９４

附属中学校 ５０４ ４８７ ９７

附属幼稚園 １６０ １２８ ８０

[注１] 人文社会科学研究科は平成 16 年度に改組しており，平成 17 年度の収容数は，過

年度生である。

[注 2］ 編入学の学科毎の定員充足率については，入学定員が学部単位で設定されている

ため記載していない。編入学生は所属学科の収容数にそれぞれ含めている。

○ 計画の実施状況等

【法文学部】

○言語文化学科（１２４％），

○法学科（１１９％），

○社会システム学科（１１６％）

３年次編入学生を所属学科ごとの収容数に含めていること，及び収容定員に対し２

０名（言語文化学科），７名（法学科），１１名（社会システム学科）を超えた新入生

を受け入れたため。

【教育学部】

○学校教育教員養成課程（１１６％）※平成１６年度教育学部改組により，募集停止。

修業年限（４年）を超えた者が２０名在学しているため。

○生涯学習課程（１２２％）※平成１６年度教育学部改組により，募集停止。

修業年限（４年）を超えた者が１１名在学しているため。

【総合理工学部】

○物質科学科（１１７％）

定員確保の観点から毎年合格者を多く出し，定員を超えた入学生を受け入れている。

また，修業年限（４年）を超えた者が多数在学しているためである。

【生物資源科学部】

○生態環境科学科（１２３％）

修業年限（４年）を超えた者が１１名在学していること，及び３年次編入学定員を

学部全体で２０名としているが，本学科への入学者が多い。

○生命工学科（１１６％）

修業年限（４年）を超えた者が６名在学している。

○農業生産学科（１２１％）

修業年限（４年）を超えた者が６名在学していること，及び３年次編入学定員を学

部全体で２０名としているが，本学科への入学者が多い。

○地域開発科学科（１２０％）
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修業年限（４年）を超えた者が１３名在学している。

【人文社会科学研究科】

○法経専攻（８３％），

○言語・社会文化専攻（１１７％）

研究科全体として収容定員どおりの人数である各年度１２名，計２４名を確保して

いることで問題はないと判断している。

【教育学研究科】

○学校教育専攻（３００％）

学校教育専攻では，平成１３年度から日本臨床心理士協会の認定コースを取得し，

臨床心理分野を新設した。しかし，その際，入学定員の増は図らず，専攻内のコース

設定にとどめた。臨床心理分野の新設に伴い，認定コース(一種)への入学希望者が極

めて多くなったが，研究科総定員の枠内で合格させたため，学校教育専攻の収容数が

増加したものである。

○教科教育専攻（６２％）

上記の理由に加え，現職教員派遣枠に対し，地方自治体の財政事情等から派遣数が

減少したため。

【医学系研究科】

○医科学専攻修士課程（１７％）

１ 本修士課程は，医学部医学科以外の学生が志願することとなるため，他学部学生

に対して，医科学修士の内容とメリットを周知しなければならない。まだ修了生が

少ないため，周知すべき利点，特に就職上のメリットが確立されていない。

２ 本修士課程は，今後，就職など進路上のメリットを確立できれば，入学者数を現

行よりも増やすことは可能であると考えている。また昼夜開講制，長期履修制度を

利用した県内外の医療・福祉・健康関連の教育機関，企業からの入学者を増やす努

力を続けており，一定の効果が出てきているが，まだ定員を充足するには至ってい

ない。

○看護学専攻修士課程（７９％）

本修士課程は，平成１５年度設置後，１６年度までは１００パーセントの充足率

であったが，平成１６年度末に看護系教授４名が退職したため，平成１７年度は定

員１２名のところ入学者が５名にとどまり，大きく定員を割ることとなった。平成

１７年度には，後任の教授も着任したことから，今後は，改善できるものと思って

いる。

○形態系専攻博士課程（１２８％）

○機能系専攻博士課程（５０％）

○生態系専攻博士課程（４３％）

１ 本学のような地方大学大学院では，他大学・学部からの志望者がほとんどいない

ため，基本的には本学部卒業生が対象となる。

しかし，本学部卒業生は，従来から基礎研究を志望する者の減少が指摘されてい

たが，卒業後２年間の臨床研修が必修化されたため，卒業直後に大学院に入学する

ことができなくなり，その傾向がさらに進んだ。

２ 医学の博士号は，論文博士で取得することが容易であり，講師以上の採用では博

士号の取得が必須であるが，一般的に助手採用では博士号の取得が特に求められて

いないため，講師に昇任するまでに博士号を取得すればよく，課程博士を取得する

メリットは他の大学院と比較すると少ないといえる。

３ 研究生で在籍し論文博士を取得する方が，博士課程に在籍し博士号を取得するよ

りも授業料が安いため，課程博士の経済的メリットは少ない。

４ 医局員の減少により，院生も本来研究すべき時間中に大学病院で業務を手伝う必

要が生じており，責任を伴いながらも無給で従事している。

５ ホームページへの掲載や説明会等を開催し，広報・ＰＲ活動を充実していく他，

上記のデメリットを克服するためにも中教審答申にある高度臨床医育成コースを新

設することが必要であると考えている。

専攻ごとの充足率の過不足は，上記の通り，多くの入学者が本学卒業生であるため，

実際上臨床系医局への入局者数の多少により大きく影響を受ける。入局者の多い担当
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教員が属する系は，その数に対応して博士課程への入学者数も多くなり，逆もまた真

となる。

【総合理工学研究科】

○地球資源環境学専攻（１３６％）

留学生特別コースの学生が，各学年６名ずつ専攻に所属しているためである。

○数理・情報システム学専攻（６８％）

基本的に他大学からの志願者は稀であり本学部の卒業生を対象とせざるを得ない

が，本学卒業生において他大学に進学する学生が数名おり，本学大学院の入学定員

の確保を難しくした。また，経済的な理由で大学院への進学を断念せざるを得ず，

企業等に就職した学生も少なからずいたことによる。なお，今年度の収容数は，前

年度に比して改善されている。

○電子制御システム工学専攻（１３０％）

工科系である当該専攻ではメーカー等の企業への就職を希望する学生が多く，企

業も修士課程修了生を即戦力として学部卒の学生よりも多く採用しているのが現状

である。このような社会的ニーズに対応するため，当該専攻では教員による教育指

導に支障のない範囲内でできるだけ多くの学生を受け入れている。受け入れ可能な

学生数の根拠については，講師以上の教員１人当たりの受け入れ可能学生数を３名

とすると，当該専攻の受け入れ可能な学生総数は６３名となり，現状でも数名程度

の余裕がある。

○マテリアル創成工学専攻（１３９％）

本専攻は，設置２年目も（平成１５年度）進学希望者（留学生含む）が多く入学定

員を超えた合格者数としたこと，及び修業年限を越えて在籍している者が２名いるこ

とによる。

【生物資源科学研究科】

研究科の全専攻において，秋季入学，外国人留学生特別コースを実施している。

○生命工学専攻（１１７％）

平成１６年度秋入学者（外国人留学生特別コース）が３名あったこと，修業年限（２

年）を超えた者が１名在学している。

○農業生産学専攻（５４％）

平成１６年度，平成１７年度とも志願者が募集人員に達しなかった。

○地域開発科学専攻（４５％）

平成１６年度，平成１７年度とも志願者が募集人員に達しなかった。
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